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独立行政法人労働政策研究・研修機構

令和７事業年度業務実績報告

令和８年６月 30 日 
・
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様式１－１－１中期目標管理法人年度評価の概要様式 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人労働政策研究・研修機構 
評価対象事業年度 年度評価 令和７年度（第５期） 

中期目標期間 令和４～８年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 厚生労働大臣 
 法人所管部局 政策統括官（総合政策担当） 担当課、責任者  
 評価点検部局  政策統括官（総合政策担当） 担当課、責任者  
主務大臣  
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  

 
 
３．評価の実施に関する事項 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
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様式１－１－２中期目標管理法人年度評価総合評定様式 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

Ｂ Ｂ Ｂ   
評定に至った理由  

 
２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価  

全体の評定を行う上で 
特に考慮すべき事項 

 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した 
課題、改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命令

を検討すべき事項 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見  

その他特記事項  
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１－１－３中期目標管理法人年度評価項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考  中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考 

 令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

   令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

  

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  
 

１ 労働政策研究 
Ａ○ 
重 

Ｂ○ 
重 

Ａ○ 
重 

Ａ○ 
重 

 １－１ 
  業務運営の効率化に関する

目標を達成するためとるべ

き措置 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２－１  

２ 労働事情・労働政策に関す

る情報の収集・整理 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  １－２ 
  

       

３ 労働政策研究等の成果及び

政策提言の普及 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  １－３   

       

４ 労働行政担当職員その他の

関係者に関する研修 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  １－４   

       

                
        Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  
         財務内容の改善に関する事

項 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ３－１  

                
                
                
                
        Ⅳ．その他の事項  
                 
                
                

 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 
※４ 「項目別調書 No」欄には、４年度の項目別評定調書の項目別調書 Noを記載。 
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１－１－４－１中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 労働政策研究 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労

働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休

暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図る

こと（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適

正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・

若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－

４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職

業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を

参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等を

すること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第１号、第３号 

当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】 
人口減少社会の進行や多様な働き方の拡大、AIや ICTを中心とした技術革新に伴う産業構造の変化など、我が国の労

働市場を取り巻く環境が大きく変化している中で、厚生労働省がこれらの課題に的確に対応した労働政策を適切に企画
立案及び推進していくために、客観的かつ質の高い労働政策研究に基づくエビデンスが重要であるため。 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 
平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

リサーチ・アドバイザー部会等の外部

評価における研究成果の評価（実績） 
外部評価の平均

点 2.0以上 
2.2 2.4 2.33 2.57 2.6  予算額（千円） 688,207 635,882 722,813 821,028  

同上（達成度）  110％ 120.0％ 116.5％ 128.5％ 130.0％  決算額（千円） 687,111 628,331 712,869 794,373  

厚生労働省より「政策貢献が期待でき

る」との評価を受けたプロジェクト研

究サブテーマ（実績） 

テ ー マ 総 数 の

90％以上 
100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  経常費用（千円） 676,315 572,746 724,171 737,843  

同上（達成度）  125％(※1) 111.1％ 111.1％ 111.1％ 111.1％  

経常利益（千円） 1,096 7,551 9,944 27,402  労働政策の企画立案及び実施等へ活用

した研究成果（実績） 
成果総数の 85％

以上 
93.9％ 95.8％ 94.7% 100.0％ 100.0％  

同上（達成度）  110.5％ 112.7％ 111.4% 117.6％ 117.6％  独立行政法人の業務
運営に関して国民の
負担に帰せられる行
政コスト（千円） 

679,883 574,864 729,249 742,695  
有識者アンケートによる研究成果につ

いての評価（実績） 
有益度の平均点

2.2以上 
2.44 2.55 2.60 2.61 2.64  

同上（達成度）  122.0％(※2) 115.9％ 118.2％ 118.6％ 120％  従事人員数（人） 39 33 35 36  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

（※1）前中期目標期間の達成目標は「テーマ総数の 80％以上」、（※2）前中期目標期間の達成目標は「有益度の平均点 2.0 以上」 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣によ

る 
評価 

業務実績 自己評価 

  

 

１ 労働政策研究【重要度：

高】 

（１）労働政策の企画立案

に貢献する研究の重点化 

次に掲げる労働政策研

究については、国の労働

政策決定に貢献するため

に中長期的な視点で体系

的・継続的に研究を行う

からこそ有している高い

専門性や知見を最大限に

活かし、引き続き民間企

業及び大学等の研究機関

においては実施が困難な

研究内容に一層厳選して

実施することで、調査研

究の重複による非効率性

を排除するとともに、厚

生労働省の労働政策の企

画立案及び推進に貢献す

ることができる質の高い

調査研究に一層重点化す

ること。 

また、中長期的な課題

も含め、厚生労働省と連

携して労働政策の動向を

適切に把握し、対応する

とともに、今後、現時点で

は想定していない様々な

政策課題が生じた際にも

適切に対応できるよう、

引き続き労働政策の基礎

となる研究を体系的・継

続的に推進すること。 

 

 
 
１ 労働政策研究【重要度：

高】 
（１）労働政策研究の種類 

次に掲げる労働政策研

究について、引き続き民

間企業及び大学等の研究

機関においては実施が困

難な研究内容に一層厳選

し、ＥＢＰＭに基づく労

働政策の企画立案及び推

進に一層貢献する質の高

い調査研究を戦略的に推

進し、高い水準の成果を

出す。 
また、中長期的な課題

も含め、厚生労働省と連

携して労働政策の動向を

適切に把握し、対応する

とともに、今後、現時点で

は想定していない様々な

政策課題が生じた際にも

適切に対応できるよう、

引き続き労働政策の基礎

となる研究を体系的・継

続的に推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 労働政策研究【重要度：

高】 

（１）労働政策研究の種類 

次に掲げる労働政策研

究について、引き続き民

間企業及び大学等の研究

機関においては実施が困

難な研究内容に一層厳選

し、ＥＢＰＭに基づく労

働政策の企画立案及び推

進に一層貢献する質の高

い調査研究を戦略的に推

進し、高い水準の成果を

出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

○民間企業及び大学

等の研究機関で実

施が困難な研究内

容に厳選し、厚生労

働省の企画立案に

貢献する調査研究

を推進しているか。 

○中長期的な課題も

含め、労働政策の動

向を適切に把握し

対応しているか。ま

た労働政策の基礎

となる研究を体系

的・継続的に推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な業務実績＞ 

 

１ 労働政策研究【重要度：高】 
 

（１）労働政策研究の種類 
○ 研究テーマの厳選、適切なテーマ設定 

厚生労働省、学識者、労使団体等との意見交

換等を通じて把握した中長期的な労働政策の

動向を踏まえつつ、民間企業及び大学等の研究

機関では実施が困難な内容に厳選してテーマ

を設定、基礎的・体系的な研究の継続性も意識

しながら調査研究活動を推進している。また課

題研究・緊急調査の要請に対しては、政策的重

要度、政策の企画・立案への活用可能性等と機

構の予算状況・人員体制等を勘案して対応して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞：Ａ 

＜根拠＞ 

 

 

 

○ 中長期的な課題も含め、労働政策の動向を適切

に把握しながら、労働政策の基礎となる研究を体

系的・継続的に推進しており、研究成果は厚生労

働省のみならず、多くの府省庁の審議会・研究会

で活用され、高い政策貢献を果たしている。また

課題研究・緊急調査の要請に対しては、長年の研

究蓄積を踏まえつつ、適切な予算・人員体制を工

夫しながら求められる成果を迅速に提供してい

る。労働政策の専門研究機関として有する高い専

門性や知見を最大限に活かし、ＥＢＰＭに基づく

労働政策の企画立案及び推進にも貢献を果たし

ている。 
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イ プロジェクト研究 

現在、我が国が直面す

る別紙に掲げる中長期的

な労働政策の課題につい

て、長期間にわたるデー

タ等の蓄積を活用した実

態把握や分析等を行い、

政策的インプリケーショ

ン等を、政策担当者をは

じめとした労働政策関係

者に提供することを目的

として実施する労働政策

研究。 

労働市場を取り巻く環

境の変化等も見据えた労

働行政に関する中長期的

な政策の方向性を踏ま

え、以下に掲げる４つの

視点の下で、研究ニーズ

の変化に柔軟に対応しつ

つ、機構内外の幅広い人

材の参加を得て、中期目

標期間を通じて実施する

こと。 

① 働き方の多様化が進

展したことによる影響

を把握する視点 

② 20年先の働き方を見

据え、新しい労働政策

を構築する視点 

③ 労働政策の基礎とな

る研究を体系的・継続

的に推進していく視点 

④ 実施された施策の効

果を検証し、より効果

的かつ効率的な労働政

策のための知見を得る

視点 

また、それぞれのプロ

ジェクト研究に関して、

責任を持って実施する研

イ プロジェクト研究 
中期目標で示された別

紙１に掲げる中長期的な

労働政策の課題に係る労

働政策研究（以下「プロジ

ェクト研究」という。）に

ついて、労働市場を取り

巻く環境の変化等も見据

えた労働行政に関する中

長期的な政策の方向性を

踏まえ、研究ニーズの変

化に柔軟に対応しつつ、

機構内外の幅広い人材の

参加を得て実施する。 
実施に当たっては、責

任を持って実施する研究

部門を設け、これをプロ

ジェクト研究推進の中核

とし、部門横断的な研究

をはじめ、必要に応じて

部門を超えた研究員の参

加などの横断的な実施体

制を組む。 
進捗把握や評価をより

適切に行うため、あらか

じめ具体的な目標及びロ

ードマップを作成すると

ともに、研究テーマごと

にプロジェクトリーダー

を選任して調査研究の進

捗管理を徹底し、ロード

マップの進捗状況、政策

への貢献度等を組織的・

定期的に検証し、より適

切なＰＤＣＡの取組を推

進する。 
なお、プロジェクト研

究は、計画的に実施し、年

度ごとに成果または進捗

状況をとりまとめ公表す

る。 

イ プロジェクト研究 

中期目標で示された中

長期的な労働政策の課題

に係る労働政策研究テー

マに対応して、下記のプ

ロジェクト研究を実施す

る。 

Ⅰ．労働市場とセーフテ

ィネットに関する研究 

Ⅱ．職業構造・キャリア形

成支援に関する研究 

Ⅲ．技術革新と人材開発

に関する研究 

Ⅳ．多様な人材と活躍に

関する研究 

Ⅴ．多様な働き方と処遇

に関する研究 

Ⅵ．多様な働き方とルー

ルに関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ プロジェクト研究 

  

I．労働市場とセーフティネットに関する研究 

①労働市場の情勢に関する分析 

・労働力の需給推計：次回の全国推計に向けた 

モデル見直しの検討等 

②企業の人材戦略の変化とその影響に関する

研究 

・調査シリーズ No.251『同一労働同一賃金の対

応状況等に関する調査（企業調査）』（企業パ

ネル組込）の結果が短時間・有期雇用労働者

対策基本方針改定の議論で活用（労政審雇用

環境・均等分科会：第 89回／１月） 

・同調査シリーズの結果が同一労働同一賃金の

施行５年後見直しに係る論点（案）資料にお

いて引用（労政審同一労働同一賃金部会：第

21回／5月） 

 ③格差・ウェルビーイング・セーフティネット・

労働環境に関する研究 

・個人パネル調査「仕事と生活、健康に関する

調査」（略称：JILLS-i）の研究会外部委員が

同調査のデータを基に執筆した成果３本を

公表（７月 31日） 

・労働政策フォーラムに報告者・パネリストと

して参加（テーマ：「健康格差社会とミドル・

シニアのウェルビーイング」（第 140 回／９

月５日） 

・厚生労働省行政実務担当者向け勉強会にて説

明（テーマ：「日本の出生コホート間の経済格

差『国民生活基礎調査（1986–2019）』」（２月

24日） 

・東アジア経済学会第 20回年次大会で発表（発

表テーマ：“Does the Standard of Living 

in Adolescence Affect Saving-Oriented 

Consumption in Adulthood? Empirical 

Evidence from Japan”）（11月 8日～9日／

フィリピン） 

・「副業者の就労に関する調査」結果が労政審労

働条件分科会（６月、11 月）、新しい資本主

義実現会議（内閣官房・４月）、規制改革推進

会議働き方・人への投資ワーキング・グルー

 

 

＜労働市場とセーフティネットに関する研究＞ 

○ 令和６年度に５年ぶりの改訂を行った「2023 

年度版 労働力の需給推計」は、令和７年度にお

いても厚生労働省の審議会等のみならず、経済財

政諮問会議、財政制度分科会、産業構造審議会等、

他省庁の審議会・検討会でも引き続き数多く活用

された。本推計は他の公的研究機関では実施して

いない研究であり、高い政策貢献を果たしてい

る。 

○ 企業パネル調査で実施した同一労働同一賃金

の対応状況等に関する調査結果が、「短時間・有

期雇用労働者対策基本方針」案の改定の議論で活

用されるなど、喫緊の政策課題に大きな政策貢献

を果たした。 

○ 個人パネル調査は半年に１回の実施計画に沿

ってこれまでに７回実施、着実にパネルデータが

蓄積されている。令和７年度は研究会外部委員が

本調査のデータを基に執筆した成果３本を公表

するとともに、今後も研究会外部委員による同調

査データを活用した成果が複数予定されており、

学界に寄与するパネルデータとなることが期待

される。 

○ 厚生労働省の行政実務担当者向け勉強会で研

究員が経済格差に関する研究成果を説明するな

ど政策課題に係る論議への貢献も行っている。 
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究部門を設け、これをプ

ロジェクト研究推進の中

核とし、必要に応じて部

門を越えた研究員の参加

などの横断的な実施体制

を組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ（内閣府・４月）で活用 

・「家事使用人の実態把握のためのアンケート

調査」結果が『労災保険制度の在り方に関す

る研究会 中間報告書』（７月）で活用 

 

Ⅱ．職業構造・キャリア形成支援に関する研究 

 ④職業構造・職務分析(job tag含む)に関する

研究 

・今年度の新規職業（15 職業）・更新職業（12

職業）に関する解説、タスク等データを厚生

労働省に共有 

 ⑤キャリア形成・相談支援・支援ツール開発に

関する研究 

・「キャリア・インサイト」Web版のプロトタイ

プの開発 

・「職業レディネス・テスト〔学生・若者版〕」

「ワークスタイルチェックテスト（WSCT）」完

成 

・令和４年度から群馬労働局に対し OHBY カー

ドを基にしたキャリア支援ツールの作成及

び小学校キャリア教育における活用を許諾

しているところ、山形、埼玉、神奈川、新潟、

京都、大阪、佐賀、鳥取、長崎の各労働局に

おいても同様の取組・実施導入の検討が進展 

 

 

Ⅲ．技術革新と人材開発に関する研究 

⑥技術革新と人材育成に関する研究 

・「就職氷河期世代支援の推進に向けた全国プ

ラットフォーム」議員の研究員が「就職氷河

期世代等支援に関する閣僚会議」に向けた担

当大臣の勉強会に出席（５月 20日） 

・コミュニティカレッジに関するアメリカでの

現地ヒアリング調査（11月 17日～21日） 

・フランスにて在外研究：テーマ「ヨーロッパ

におけるリスキリング支援策と日本への応

用可能性の分析」（３月４日～５月 31日） 

・研究双書『日本女性の仕事とキャリア：職業

とタスクからみる均等法後 40年』刊行 

・『国民生活基礎調査』、『全国消費実態調査』『全

国家計構造調査』個票データ等による「中間

 

 

 

 

 

＜職業構造・キャリア形成支援に関する研究＞ 

○ 本研究では、新規職業解説データ及び既掲載職

業の更新データの収集、厚生労働省への提供を毎

年継続的に行っており、job tagの安定的な運用

に貢献している。 

○ 高等教育課程の学生に対する進路支援ツール

の充実が課題となっていたところ、時代の変化を

踏まえ、新たに「職業レディネス・テスト〔学生・

若者版〕」・「ワークスタイルチェックテスト

（WSCT）」の開発を行った。また OHBYカードのア

イディアを基にしたキャリア支援ツールの小学

校キャリア教育における活用が広まるなど、長年

の研究蓄積を踏まえているからこそ可能となる

高い信頼性を備えたキャリア・就職支援ツールの

開発により、学校・ハローワーク等におけるキャ

リア・就職支援に資している。 

○ 失業の心理と求職活動支援の研究では、研究と

研修の連携による相乗効果を発揮、就職支援現場

の第一線における業務の質の向上に貢献してい

る。 

 

＜技術革新と人材開発に関する研究＞ 

○ 令和７年度夏に実施した就職氷河期世代に 

関する追加インタビュー調査結果を年度内に迅

速にとりまとめ成果として公表するとともに、

「就業構造基本調査」最新版を基に若年者雇用お

よび就職氷河期世代の全体像を分析した成果も

とりまとめた。これまでに公表した就職氷河期関

連の成果も多くの審議会・検討会で活用されてお

り、「就職氷河期世代に対する支援」という重要

な政策課題への大きな政策貢献を果たしている。 

○ ３回にわたって実施してきた「若年者の能力開

発と職業定着に関する調査」結果の分析、『国民

生活基礎調査』『全国消費実態調査』『全国家計構

造調査』個票データ等による「中間層」の分析、

職業・タスクに関する研究成果を体系的にとりま
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層」の分析 

・労働政策フォーラムにおいて「若者のキャリ

ア」をキーワードに「多様な働き方」部門の

研究員と協同して報告（テーマ：「多様化する

若者の初期キャリアの現在」／第 139回）（７

月 24日） 

・「青少年雇用対策基本方針」（令和８年厚生労

働省告示第 170 号）策定の検討過程におい

て、「若者のワークスタイル調査」の結果や資

料シリーズ No.296『若年者の就業状況・キャ

リア・職業能力開発の現状④―令和４年版

「就業構造基本調査」より―』、調査シリーズ

No.259『若年者の初職離職後のキャリア形成

―第３回若年者の能力開発と職場への定着

に関する調査』等が活用 

⑦デジタル人材の能力開発に関する研究 

 ・労働政策フォーラムに報告者及びコーディネ

ーターとして参加（テーマ：「企業におけるデ

ジタル技術の活用と人材育成」（第 141 回／

１月８日） 

 ・EU-ILO Future of Work事業 年次地域会合

（１月 29 日～30 日／タイ）に参加（会議テ

ーマ「人口動態の変化と仕事の未来」） 

  

Ⅳ．多様な人材と活躍に関する研究 

⑧多様な人材と活躍に関する研究 

＜高年齢者就業＞ 

・高年齢者の雇用・就業・生活等に関する大規

模なアンケート調査（企業・労働者）実施 

→厚生労働省、内閣府 EBPM アクションプラン

（高齢者の就労促進）に対応。関心事項を盛

り込んでアンケート調査票を作成 

・高齢法の改正への対応・課題と働き方の変化

に関する企業ヒアリング調査実施 

 ・「高年齢者雇用状況等報告」データを用いた 

2020年高年齢者雇用安定法改正の効果検証 

・国際社会学会「第 5回社会学フォーラム」に

２名の研究員がセッション（「縮小する社会

における高齢労働者」）の企画運営、司会及び

討論者として参加（７月４日～13日／モロッ

コ） 

とめた研究双書の刊行、コミュニティカレッジに

関するアメリカ現地ヒアリング調査の実施など、

人材開発施策の基礎となる研究を体系的・継続的

に着実に推進している。 

○ 「デジタル人材」という最新の政策課題への取

り組みを進めており、研究成果は能力開発関連施

策の企画・立案の有用な参考資料となることが見

込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な人材と活躍に関する研究＞ 

○ 高年齢者の雇用・就業研究では大規模アンケー

ト調査（企業・個人）、ヒアリング調査のほか、

「高年齢者雇用状況等報告」データを用いた2020

年高年齢者雇用安定法改正の効果検証を実施。ま

た女性労働研究では、女性活躍推進法の効果検証

のための先行研究レビュー、公的統計の二次分

析、企業パネル調査（1回目）を行い、それぞれ

厚生労働省・内閣府の EBPM アクションプランに

協力・貢献した。 

○ 非営利セクターの就労に関する研究では厚生

労働省からの要請を踏まえ、労働者協同組合法の

見直しに向けた研究を進めているほか、研究員が

参画している経済産業省の産業構造審議会地域

生活維持政策小委員会における労働者協同組合

に関する検討結果が法案に反映されるなど、政策

の企画・立案に貢献を果たしている。 
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＜非営利セクター＞ 

・非営利法人、協同組合の働き方と意識に関す

るアンケ－ト調査を実施 

・OECDの協力を得た労働政策フォーラム「労働

者協同組合の成功事例と教訓：日本から東南

アジアへ」に参加（第 142回／１月） 

・日本総合研究所、日本社会関係学会の協力を

得た労働政策フォーラム「健康格差社会とミ

ドル・シニアのウェルビーイング」に参加（第

140回／９月） 

＜女性労働＞ 

・「就業構造基本調査」の二次分析：女性のキャ

リアとライフコースの世代間比較に関する

研究 

・第 1回～第６回の「子育て世帯全国調査」の

データ：東大社研データアーカイブから寄託

依頼  

・労働政策フォーラム「あらためて女性の働き

方を考える─改正女性活躍推進法の施行に

向けて─」（２月）で研究報告 

・こども家庭庁の「こどもの貧困対策・ひとり

親家庭支援部会」（第５回／５月 26日）で労

働政策研究報告書№234『母子世帯の階層的

分断の実相と趨勢』を基に報告 

＜非正規労働＞ 

・「無期雇用労働者の待遇等に関する調査（企業

調査・労働者調査）」（R６課題研究）の速報値

が、労政審職業安定分科会雇用環境・均等分

科会 同一労働同一賃金部会（第 24回／９月）

で活用 

・厚生労働省行政実務担当者向け勉強会にて説

明（テーマ：「日本の出生コホート間の経済格

差『国民生活基礎調査（1986–2019）』」（２月

24日） 

・米国 LERA大会で発表（１月３日）（発表タイ

トル：“Do Growing Companies Pay Higher 

Wages?An Empirical Analysis Using 

Employer-Employee Matched Data in 

Japan”) 

 ＜外国人労働者＞ 

・低・中スキル人材の国際労働移動に関する海

○ 非正規雇用研究は、令和６年度に実施したアン

ケート調査結果が労政審職業安定分科会雇用環

境・均等分科会同一労働同一賃金部会で活用され

た。また正規・非正規の「二極化」にかかわる問

題状況をとりまとめた労働政策研究報告書は外

部評価で「S」との評価を得ており、政策的貢献

だけでなく、学術的な基礎研究においても着実な

成果をあげている。 

○ 外国人労働者研究では、喫緊の政策課題である

「外国人労働者受け入れ」について厚生労働省の

担当部局と緊密に連携しながら研究に取り組ん

でおり、その成果は今後の関連施策の企画・立案

での活用が見込まれる。 
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外実態調査：フィリピン（８月 25日～30日）、

ネパール（11 月 22 日～29 日）、インド（12

月６日～13日） 

・特定技能外国人の受入れ・活用に関する国内

ヒアリング調査を厚生労働省と連携しなが

ら実施。厚生労働省委託の海外実態調査（「適

正な外国人材の確保に向けた実態調査」）に

も参加 

  

Ⅴ．多様な働き方と処遇に関する研究 

⑨労働時間・賃金等人事管理に関する研究 

・欧米諸国における職務給についてドイツ・ス

ウェーデンの現地調査（９月）、アメリカ企業

人事担当者へのオンラインインタビュー調

査（８～９月）、フランス現地調査（11月～）、

イギリス文献調査を実施 

→令和７年度課題研究「欧米主要国における職

務給に関する調査研究」に対応 

・この 10 年間の企業における非正規・正規間

の賃金格差解消に向けた取り組み、人事・賃

金制度の改定等に関し小売業へのヒアリン

グ調査を実施、社会政策学会（第 150回／５

月）で報告 

・機構 HP に賃金・賃上げ等に関する調査研究

成果等の特設サイトを設置 

・厚生労働省行政実務担当者向け勉強会にて説

明（テーマ：「JILPT 報告書『「二極化」以後

の非正規雇用・労働』を読む」）（１月 29日） 

⑩仕事と生活の両立に関する研究 

・介護に関する国際研究大会（ The６ th 

Transforming Care Conference）で発表(６月

25日～26日／フィンランド)（発表タイトル：

“Expectation and Reality of out-of-

pocket expenses of services for combining 

work and elder care”） 

・育児・介護に関するスウェーデン現地ヒアリ

ング調査（８月） 

  

Ⅵ．多様な働き方とルールに関する研究 

 ⑪多様な／新たな働き方と労働法政策に関す

る研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な働き方と処遇に関する研究＞ 

○ 賃金に関する研究では、厚生労働省からの要請

に対応、「欧米主要国における職務給」について

国内研究者のネットワークを活かしながら機動

的に調査を実施しているほか、非正規労働者の賃

金等処遇に関するヒアリング調査を実施、調査結

果の学会報告を迅速に行うなど、政策・学術両面

での貢献を果たしている。また、これまでの機構

の研究蓄積をまとめた賃金・賃上げ等に関する特

設サイトを設置し、厚生労働省及び一般への情報

提供を行っている。 

○ 労働時間研究では、労働安全衛生総合研究所と

の過労死等予防共同研究において毎年継続的に

成果をとりまとめており、今後労働基準行政や現

場実務に資する参考資料となることが期待され

る。 

○ 育児と介護について国際的な研究ネットワー

クを活かした調査・研究に取り組んでおり、育児・

介護休業法等の法改正や関連施策の企画・立案に

あたって有用な参考資料となることが見込まれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な働き方とルールに関する研究＞ 

○ 「解雇の金銭救済制度」については厚生労働省

の要請を踏まえ、文献研究、労働者等アンケート
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ロ 課題研究 

重要性の高い新たな政

策課題について、厚生労

働省からの要請に基づ

き、政策の企画立案の検

討等に資するよう、研究

対象とする政策課題を取

り巻く労働分野における

客観的かつ質の高いエビ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 課題研究 
重要性の高い新たな政

策課題について、年度ご

との厚生労働省からの要

請に基づき、政策の企画

立案の検討等に資する成

果等を提供する。 
政策的重要度が高く、

労働政策の企画・立案に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 課題研究 

重要性の高い新たな政

策課題について、厚生労

働省からの要請に基づ

き、政策の企画立案の検

討等に資する成果等を提

供する。 

政策的重要度が高く、

労働政策の企画・立案に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事

案の分析」概要、「解雇無効時の金銭救済制度

に関する労働者等アンケート調査」速報値及

び「諸外国における解雇の金銭救済制度に関

する有識者に対するヒアリング調査」概要が

労働政策審議会労働条件分科会（第 205回／

11月 18日）で活用 

・「諸外国における解雇の金銭救済制度に関す

る有識者に対するヒアリング調査」概要を HP

（フォーカス）に掲載（12月 19日） 

・独の労働者のリスキリング（継続的職業訓練）

に関する文献調査 

・『現代ドイツ労働法令集』第２版にむけた改訂

作業及び『現代フランス労働法令集』編纂作

業 

・仏の自営業者の能力開発制度（継続的職業訓

練）に関する分析とりまとめ 

 ⑫労使関係・労使コミュニケーションに関する

研究 

・AIをめぐる労使協議を実施した事例および生

成 AI活用事例に関する調査を実施 

・保育士の処遇改善と人材定着に関するヒアリ

ング調査を実施 

・白表紙『産業別労使関係の展開４ 金属機械

産業の労使関係（東亜バルブ）』刊行 

・労働法研究ネットワーク第 7 回国際大会

（Labour Law Research Network7）で発表（発

表タイトル：”The Birth of Social Law and 

the Revelations It Brings to a 

Molecularized Modern Society”）（タイ／

６月 29日～７月１日） 

  

ロ 課題研究 

（令和７年度） 

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇

用調整助成金の特例措置の効果検証に関す

る研究（令和７年度） 

→労働政策審議会職業安定分科会(第 213 回／

５月 16 日)にて記者発表資料（５月 12 日）

を基に報告 

→行政記録情報及び事業所アンケート調査結

調査、海外ヒアリング調査と多岐な手法により、

複数年にわたって調査研究に取り組んできたと

ころ、令和７年度に労働政策研究報告書等として

とりまとめ・公表を行った。成果は労働政策審議

会労働条件分科会で活用されるとともに、今後も

関連の論議においての活用が見込まれる。独仏に

関する継続的職業訓練に関する文献調査や、労働

法令集の作成・改訂作業など、比較法研究への取

り組みも着実に進めている。 

○ 生成 AI の活用による仕事や現場の状況変化に

関する実態把握・分析や、人手不足が喫緊の政策

課題ともなっている介護・保育といった「エッセ

ンシャルサービス」に従事する労働者の処遇・労

働条件の実態把握など、雇用をめぐる新しい政策

課題に対応した調査研究に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 課題研究、緊急調査については予算、人員体制

の制約を勘案しつつ、プロジェクト研究の一環と

して取り組むなどの工夫により効率的・効果的な

対応を図り、求められた成果を適切かつ迅速に提

供している。 
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デンス等を研究成果とし

て提供することを目的と

して実施する労働政策研

究。 

年度ごとの政策ニーズ

を整理して研究テーマを

設定し、厚生労働省に研

究成果を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用される可能性が高い

ものを厳選して実施す

る。テーマ毎に、研究部門

のうちもっとも関連の深

い部門を中心に、単独も

しくはチームを組織して

実施し、成果を公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活用される可能性が高い

ものを厳選して実施す

る。テーマ毎に、研究部門

のうちもっとも関連の深

い部門を中心に、単独も

しくはチームを組織して

実施し、成果を公表する。 

課題研究は、原則とし

て年度ごとに最終結果を

とりまとめ公表するが、

必要に応じて年度を越え

て研究期間を設定するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果の集計・二次分析を外部研究者とともに実

施、労働政策研究報告書（No.236｢新型コロナ

ウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成

金の特例措置の効果検証に関する研究｣をと

りまとめ公表（６月 30日） 

→労働政策審議会職業安定分科会(第 220 回／

１月 26日)で研究員が分析結果を報告 

（タイトル「緊急時の雇用調整助成金の雇用維

持効果に関する分析結果の考察」） 

→『「緊急時における雇用調整助成金の在り方

について」報告書』（３月 27日公表）に前掲

分析報告および労働政策研究報告書 No.236

（タイトル前掲）、No.187（『雇用調整助成金

の政策効果に関する研究』が引用 

→自民党・「日本成長戦略本部・雇用問題調査会

合同会議」（令和８年３月５日開催）での厚生

労働省の報告において労働政策研究報告書

No.236（タイトル前掲）が引用 

○女性の就労促進のための環境整備に係る調

査研究 

→記者発表「女性活躍推進の取組状況に関する

調査（2025 年）〔女活パネル調査 2025〕の結

果速報」（２月 26日） 

→これまでの女性労働政策（女活法）の効果検

証に関する先行研究レビューを厚生労働省

へ提供 

○若者雇用政策の 20 年―地域若者サポートス

テーションにおける取組を中心に 

（令和６年度） 

○無期雇用労働者の待遇に関する調査 

・労働政策審議会職業安定分科会雇用環境・均

等分科会 同一労働同一賃金部会（第 24回／

９月 12日）資料で速報値が引用 

○過半数労働組合および過半数代表者に関す

る調査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第 203回／

９月 30日）資料で速報値が引用 

 

＊以下は各プロジェクト研究サブテーマに組み

込んで実施 

（ ）内はプロジェクト研究名 
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ハ 緊急調査 

厚生労働省の緊急の政

策ニーズに対し、厚生労

働省からの要請に基づ

き、迅速・的確に必要なデ

ータ等を提供することを

目的として実施する調

査。 

四半期ごとに政策ニー

ズを把握し、速やかに成

果を出して厚生労働省に

提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 緊急調査 
厚生労働省の緊急の政

策ニーズに対し、四半期

ごとの厚生労働省からの

要請に基づき、迅速・的確

に必要なデータ等を提供

する。 
政策的重要度が高く、

労働政策の喫緊の課題と

して企画・立案に活用さ

れる可能性が高いものを

厳選して迅速・的確に対

応する。課題の内容につ

いて最も関連の深い分野

の研究員を中心に、単独

もしくはチームを組織し

て実施し、速やかに結果

を出す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 緊急調査 

厚生労働省の緊急の政

策ニーズに対し、四半期

ごとの厚生労働省からの

要請に基づき、迅速・的確

に必要なデータ等を提供

する。 

政策的重要度が高く、

労働政策の喫緊の課題と

して企画・立案に活用さ

れる可能性が高いものを

厳選して迅速・的確に対

応する。課題の内容につ

いて最も関連の深い分野

の研究員を中心に、単独

もしくはチームを組織し

て実施し、速やかに結果

を出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○職業情報提供サイト（job tag）の職業解説、

タスク及び職業横断的数値情報の開発（職業

解説、タスク、および職業横断的数値情報の

開発に関する研究） 

○EBPM アクションプラン 2024（高齢者の就労

促進）に関する調査研究（人口減少下におけ

る高齢者の多様な就業・キャリアと人事労務

管理に関する研究） 

○シニアの能力開発・キャリア形成（人口減少

下における高齢者の多様な就業・キャリアと

人事労務管理に関する研究） 

○欧米主要国における職務給に関する調査研

究（事業環境の変化と人事・賃金制度に関す

る研究） 

 

ハ 緊急調査 

（令和５年度第４四半期） 

○事業再編を経験した新興企業（スタートアッ

プ・ベンチャー企業）における労使コミュニ

ケーションに関する実態調査 

→労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に

伴う労働関係の調整に関する部会」（第３回

／７月 18日）資料で調査結果が引用 

（令和６年度第４四半期） 

○過半数代表者に関するアンケート調査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第 203回／

９月 30日）資料で速報値が引用 

（令和７年度第１四半期） 

○企業における福利厚生施策の実態に関する

調査 

→労働政策審議会勤労者生活分科会（第 35回/

３月 26日）で「財形貯蓄制度に関する労働者

調査」結果が活用 

○就職氷河期世代の今後の支援ニーズに関す

る実態調査 

→就職氷河期世代支援の推進に向けた全国プ

ラットフォーム（第７回／11 月 25 日）で報

告 

→「就職氷河期世代（ミドル世代）の働き方と

支援ニーズ─ハローワーク・サポステ利用者

に対するインタビュー調査の知見から─」
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（２）研究の実施体制等の

強化 

労働政策の研究におい

て考慮すべき領域が広が

っていることから、関連

する他の研究機関との研

究交流等や、他分野の専

門家等と協力・連携して

研究を行う取組を進めて

いくことにより、他の研

究機関等との知見の共有

にも留意しつつ、研究の

実施体制等の強化を図る

こと。 

また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に係る

研究など、突発的に生ず

る課題についても可能な

限り機動的に対応するこ

と。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）研究において考慮す

べき領域の広がりへの対

応 
AI、ICT化等新技術の進

展が著しく、産業構造が

変化する中、企業の在り

方やそこで働く労働者の

雇用の在り方、働き方も

大きな影響を受けてい

る。少子高齢化が進行す

る中、社会保障制度、公的

サービス、雇用制度も変

容して行かざるをえない

状況である。 
このように労働政策の

研究において考慮すべき

領域が広がっていること

から、働き方の多様化に

関する新しい団体や関連

団体との幅広い意見交換

やヒアリングを行うとと

もに、他の研究機関との

研究交流等、他分野の専

門家等と協力・連携し、新

たな視点を取り入れなが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究において考慮す

べき領域の広がりへの対

応 

労働政策の研究におい

て考慮すべき領域が広が

っていることを踏まえ、

働き方の多様化に関する

新しい団体や関連団体と

の幅広い意見交換やヒア

リングを行うとともに、

他の研究機関との研究交

流等、他分野の専門家等

と協力・連携し、新たな視

点を取り入れながら研究

を行う取組を進めていく

ことにより、他の研究機

関等との知見の共有にも

留意しつつ、研究の実施

体制等の強化を図る。 

また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に関す

る研究等のような、突発

的に生ずる課題について

も可能な限り機動的に対

応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○働き方の多様化に

関する新しい団体

等との意見交換や

他の研究機関との

研究交流等、他分野

の専門家等との協

力・連携により研究

の実施体制等の強

化を図っているか。 

○突発的に生ずる課

題に可能な限り機

動的に対応してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リサーチアイ第 89 回）が労働政策審議会

人材開発分科会（第 55回／１月 23日）資料

で引用 

（令和７年度第２四半期） 

○労働者協同組合の実態調査 

＊プロジェクト研究「企業の社会貢献活動とノ

ンプロフィットセクタ－の協働に関する研

究」に組み込んで実施 

（令和７年度第３四半期） 

○農林水産業における雇用保険及び労災保険

の適用に関する調査 

○企業組織の再編に伴う労働関係上の諸問題

に関する調査 

（令和７年度第４四半期） 

○裁量労働制の実態に関する調査 

 

（２）研究において考慮すべき領域の広がりへの

対応 

  

(ⅰ)働き方の多様化に関する新しい団体等との

意見交換等 

・国内の他の研究機関と生成 AI の利用状況及

び今後の活用の可能性に関する情報共有を

行うことを目的に、リクルートワークス研究

所との意見交換を実施した。（７月 17日） 

・パラレルキャリアの普及活動を行っている

NPO 法人「二枚目の名刺」の事務局メンバー

から同団体の活動内容をヒアリングすると

ともに、パラレルキャリアがこれからの個々

人の働き方や企業の人事労務管理に与える

影響等について意見交換を行った（７月 23

日） 

  

(ⅱ)外部（研究機関・研究者等）との連携・共同

研究 

・労働安全衛生総合研究所と過労死防止等に関

する共同研究を実施 

・ＵＡゼンセン（全国繊維化学食品流通サービ

ス一般労働組合同盟）が実施した「外国人労

働者の雇用・生活状況に関する調査」の個票

データの提供を受け二次分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生成 AI について、業務での効果的・効率的な

活用が今後不可欠となってくることを見据え、外

部研究機関との情報交換を実施し利用スキルの

向上、利用環境・ルールの整備に関する知見を得

ることにより、研究の実施体制の強化を図った。 

○ プロジェクト研究「多様な人材と活躍に関する

研究」の個別研究テーマでは「パラレルキャリア」

に関する研究を進めているところ、実際に普及活

動に取り組んでいる団体への活動内容のヒアリ

ングや意見交換により、研究の進展に資した。 
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ら研究を行う取組を進め

ていくことにより、他の

研究機関等との知見の共

有にも留意しつつ、研究

の実施体制等の強化を図

る。 
また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に関す

る研究等のような、突発

的に生ずる課題について

も可能な限り機動的に対

応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・個人パネル調査「仕事と生活、健康に関する

調査」（略称：JILLS-i）の研究会外部委員が

同調査のデータを利用して執筆した DP３本

を公表（7月）（再掲） 

 ・経済協力開発機構（OECD）の協力を得て、「労

働者協同組合」に関するフォーラムを開催（1

月 15日）（再掲） 

  

(ⅲ)研究員の大学・研究機関等の研究会への参

画・講演 17件（前年同期 25件） 

・東京大学社会科学研究所（日本学術振興会 研

究助成）『2025 年社会階層と社会移動調査研

究会』研究メンバー 

・日本産業保健法学会「労働安全衛生に関する

研究」研究協力者 

・中央大学大学院戦略経営研究科「ワーク・ラ

イフ・バランス＆多様性推進・研究プロジェ

クト」メンバー 

 ・日本私立大学協会附属私学高等教育研究所

「私立大学を中心とする高等教育の在り方

に関する研究調査会」委員 

 ・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構「横

断的質保証研究会」構成員 

 ・連合総合生活開発研究所「勤労者短観」アド

バイザー委員 

 ・一般財団法人アジア太平洋研究所リサーチャ

ー 

 ・学習院大学人文科学研究所「令和７年度共同

研究プロジェクト：自己志向性と他者志向

性を並立させる動機づけ調整の促進効果」 

等 

  

(ⅳ)労使団体・地方公共団体・NPO等に向けた講

演回数 44件（前年同期 44件） 

  

(ⅴ)学識者、労使団体等との会議等 

○調査研究に関する懇談会（労使関係団体との

意見交換） 

・労働部会（連合・連合総研）：12月 19日 

・経営部会（経団連・日商・全国中央会）：12月

10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 労使団体との意見交換では機構の最新の調査

研究成果を報告して、機構の調査研究活動につい

て理解を得るとともに、今後の調査研究活動の参

考となる研究ニーズを把握することができた。 
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（３）厚生労働省との連携 

労働政策に係る課題等

を踏まえた調査研究を一

層推進するため、研究テ

ーマの決定から研究実施

過程、報告書の作成、その

後の活用時に至るまで、

厚生労働省の政策担当部

門との十分な意見交換を

確保する仕組みの活用に

より、引き続き政策と研

究のブリッジ機能の強化

を推進する。 
プロジェクト研究の成

果が厚生労働省の政策担

当部門に政策的なインプ

リケーションを与え、そ

れに対する厚生労働省の

政策担当部門からのフィ

ードバックにより、次の

研究の質がさらに高まる

という好循環を生み出す

ことが重要であるため、

毎年度実施しているハイ

レベル会合や研究報告会

等の枠組みやプロジェク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）厚生労働省との連携 

労働政策に係る課題等

を踏まえた調査研究を一

層推進するため、研究テ

ーマの決定から研究実施

過程、報告書の作成、その

後の活用時に至るまで、

厚生労働省の政策担当部

門との十分な意見交換を

確保する仕組みの活用に

より、引き続き政策と研

究のブリッジ機能の強化

を推進する。 

プロジェクト研究の成

果が厚生労働省の政策担

当部門に政策的なインプ

リケーションを与え、そ

れに対する厚生労働省の

政策担当部門からのフィ

ードバックにより、次の

研究の質がさらに高まる

という好循環を生み出す

ことが重要であるため、

毎年度実施しているハイ

レベル会合や研究報告会

等の枠組みやプロジェク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生労働省の政策

担当部門との十分

な意見交換を確保

する仕組みの活用

により、政策と研究

のブリッジ機能の

強化及び適切なＰ

ＤＣＡの取組を推

進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○他のシンクタンク等との意見交換  

・連合総合生活開発研究所：２月 13日 

・日本政策金融公庫総合研究所：12月９日 

・労働問題の現状と展望に関する研究会(ｳﾞｨｼﾞ

ｮﾝ研)(大手企業部長との意見交換)９月 22日 

JILPT報告 

①「職場における AIの活用と影響について」 

②「職場における AI技術の活用に関する事 

例研究─OECD との共同研究─」 

○日本生産性本部若手・中堅職員との交流会 

・第４回：11月４日 

JILPT 報告「人材育成と能力開発の現状と  

課題に関する調査（企業調査、労働者調査）」 

・第５回：２月 12日 ＊報告は JPC 

  

（３）厚生労働省との連携 

 厚生労働省の政策担当部門との十分な意見交

換を確保する仕組みの活用による政策と研究

のブリッジ機能の強化および適切な PDCA の取

組を推進している。 

  

(ⅰ)厚生労働省とのハイレベル会合 

3月 25日実施 

 

(ⅱ)厚生労働省幹部（次官・局長級）等との政策論

議 

各局別の研究報告会（喫緊の政策課題に関する

機構の最新の成果を報告。中長期な研究課

題・テーマについて意見交換）を実施 

・労働基準局(10月９日)、職業安定局(10月 15

日)、雇用環境・均等局（10 月 17 日）、人材

開発統括官（10月 21日） 

＊令和７年度は政策統括官は実施なし 

  

(ⅲ)政策研究会 

政策担当者・学識者を講師として政策課題につ

いて説明を受け、当該政策課題等をめぐり意見

交換を行う会を実施（計４回） 

・第１回「高齢社員のマネジメント慣行―日仏

比較」（７月３日） 

講師：フランス・労働経済学社会学研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 局別研究報告会において、機構の最新の研究成

果を報告するとともに、各局からの機構の調査研

究に対する要望事項を聴取し、政策と研究のブリ

ッジ機能の強化につなげている。 
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トリーダーと政策担当部

門との意見交換、ロード

マップの検証、政策への

貢献度等の検証等を通

じ、より適切なＰＤＣＡ

の取組を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トリーダーと政策担当部

門との意見交換、ロード

マップの検証、政策への

貢献度等の検証等を通

じ、より適切なＰＤＣＡ

の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（LEST）所長 

・第２回「働く女性の「健康」をめぐる現状と

課題」（７月 25日） 

講師：国立成育医療研究センター 女性の 

健康総合センター長 

・第３回「二枚目の名刺の活動を通じて考える

人生 100年時代」（10月 20日） 

講師：NPO 法人二枚目の名刺 運営メンバー

（３名） 

・第４回「令和７年版 労働経済の分析」（10月

27日） 

講師：厚生労働省政策統括官(総合政策担当)

付 政策統括室 労働経済調査官 

  

(ⅳ)厚生労働省政策担当者との勉強会等 

研究成果や研究を通じて得られた政策的知

見等をテーマに、厚生労働省の政策担当者及び

職員に対して研究員が説明し、当該成果に関す

る政策課題等をめぐり意見交換を行う勉強会

等を実施。（計３回） 

＊令和７年度からの新規取組として研究員、調

査員から出講希望者を公募 

・第１回「勤務間インターバル制度適用労働者

における休息時間の状況」（11 月 25 日）（再

掲） 

・第２回「JILPT報告書『「二極化」以後の非正

規雇用・労働』を読む」（１月 29日）（再掲） 

・第３回「日本の出生コホート間の経済格差『国

民生活基礎調査（1986–2019）』を用いた考

察」（２月 24日）（再掲） 

  

(ⅴ)EBPM セミナー 

・第１回（６月 24日） 

JILPT報告テーマ：OECD諸国における EBPMの

取り組み 

加えて、EBPMアクションプラン（女性活躍・

高齢者雇用）について、厚生労働省及び JILPT

が取組状況について説明を実施。 

・第２回（２月 19日) 

   JILPT報告テーマ：EBPMの分析手法とその解釈：

高齢者雇用の研究を題材にして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 厚生労働省と共同で定期的に EBPM に関するセ

ミナーを開催し、厚生労働省における EBPM の推

進に貢献している。 
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(ⅵ)研究員の審議会・研究会等への参画 

・厚生労働省その他の行政機関の審議会・研究

会への参画 66件（前年同期 64件） 

＜参画事例＞ 

【厚生労働省】 

・労働政策審議会 

   職業安定分科会労働力需給制度部会 

   職業安定分科会地方連携部会 

・社会保障審議会統計分科会 

・厚生労働統計の整備に関する検討会 

・キャリアコンサルタント登録制度等に関す

る検討会 

・経済社会情勢の変化に対応したキャリアコ

ンサルティングの実現に関する研究会 

・地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会 

【厚生労働省以外】 

・（内閣官房）就職氷河期世代支援の推進に向

けた全国プラットフォーム 

・（内閣府）学生の就職・採用活動開始時期等

に関する調査分析委員会 

・（経済産業省）産業構造審議会小委員会 

・（文部科学省）専修学校の質の保証・向上に

関する調査研究協力者会議 

・（東京都）男女平等参画審議会 

・（神奈川県、埼玉県）職業能力開発審議会 

  

(ⅶ)審議会・検討会等での活用件数 405件 

（前年度 218件） 

＜主な活用事例＞ 

【厚生労働省】 

 ・労働政策審議会労働条件分科会 

  →「労働局あっせんにおける解雇型雇用終

了事案の分析」（概要） 

  →「解雇等に関する労働者意識調査」調査結

果 

  →「諸外国における解雇の金銭救済制度に

関する有識者に対するヒアリング調査」調

査結果 

  →資料シリーズ No.284『2023 年度版 労働

力需給の推計―労働力需給モデルによるシ

 

〇 厚生労働省をはじめ、他省庁の審議会・検討会

等でも機構の研究成果は広く活用されており、特

に『2023年度版 労働力需給の推計』は内閣府・

経済財政諮問会議、内閣官房・新しい資本主義実

現会議、経済産業省・産業構造審議会、財務省・

財政制度分科会等、多くの審議会で活用されてい

る。 
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ミュレーション―』 

  →資料シリーズ No.289『労働組合のない企

業における労働時間などをめぐる労使コミ

ュニケーションと過半数代表者の関与』 

  →労働政策研究報告書 No.219『諸外国にお

ける雇用型テレワークに関する法制度等の

調査研究』 

  →労働政策研究報告書 No.209『第四次産業

革命と労働法政策―“労働 4.0”をめぐる

ドイツ法の動向からみた日本法の課題』 

  →「過半数労働組合および過半数代表者に

関する調査」速報値 

・労働政策審議会労働条件分科会組織再編に

伴う労働関係の調整に関する部会 

 →「事業再編を経験した新興企業（スタート

アップ・ベンチャー企業）における労使コミ

ュニケーションに関する実態調査」調査結

果 

 ・労働政策審議会労働条件分科会労災保険部

会 

  →労働政策研究報告書 No.205『労災補償保

険制度の比較法的研究―ドイツ・フランス・

アメリカ・イギリス法の現状からみた日本

法の位置と課題』 

  →調査シリーズ No.230『家事使用人の実態

把握のためのアンケート調査』 

  →『2023 年度版 労働力需給の推計（速報）

労働力需給モデルによるシミュレーショ

ン』 

 ・労働政策審議会職業安定分科会 

  →労働政策研究報告書 No.218『派遣労働を

めぐる政策効果の実証分析』 

  →調査シリーズ No.251『同一労働同一賃金

の対応状況等に関する調査（企業調査）』 

   →調査シリーズ No.127『企業の諸手当等の

人事処遇制度に関する調査』 

 ・労働政策審議会人材開発分科会 

   →労働政策研究報告書 No.227『第２回キャ

リアコンサルタント登録者の活動状況等に

関する調査』 

   →資料シリーズ No.271『「job tag」(職業情
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報提供サイト(日本版 O-NET))のインプット

データ開発に関する研究（2022 年度）』 

   →資料シリーズ No.256「職業特性に着目し

たコロナウイルス流行の雇用・所得格差等

への影響に関する研究─日本版 O-NET の活

用による研究─」）』 

【厚生労働省以外】 

 ・（内閣府）経済財政諮問会議 

  →『2023 年度版労働力需給の推計（速報） 

労働力需給モデルによるシミュレーショ

ン』 

 ・（内閣府）規制改革推進会議 働き方・人へ

の投資ワーキング・グループ 

  →調査シリーズ No.245『副業者の就労に関

する調査』 

  ・（内閣府）第６次基本計画策定専門調査会 

人材・地域・意識ワーキング・グループ 

  →労働政策研究報告書 No.204『再家族化す

る介護と仕事の両立─2016 年改正育児・介

護休業法とその先の課題─』 

  →労働政策研究報告書 No.170『仕事と介護

の両立』 

  ・（内閣官房）就職氷河期世代等支援に関する

関係閣僚会議 

  →資料シリーズ No.272『就職氷河期世代の

キャリアと意識―困難を抱える 20人のイン

タビュー調査から―』 

  ・（内閣官房）新しい資本主義実現会議 

  →『2023 年度版労働力需給の推計（速報） 

労働力需給モデルによるシミュレーショ

ン』 

  

(ⅷ）白書等における引用４白書（前年同期９白

書） 

 【厚生労働省】 

 ・『令和７年版労働経済の分析』 

  →資料シリーズ No.284『2023 年度版労働力

需給の推計―労働力需給モデルによるシミ

ュレーション―』 

 ・『2024年海外情勢報告』 

  →労働政策研究報告書 No.172『ドイツにおけ
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（３）国際研究交流（国際共

同研究を含む）の実施 

グローバル経済の進展

により、各国が抱える課

題の共通化が進むととも

に、その解決は、その国の

経済社会の状況、労働環

境（労使関係を含む）等に

より異なるものであり、

国・地域ごとの諸事情を

踏まえ理解する必要があ

ることから、各国の研究

者、研究機関と一層の交

流・研究を図るとともに、

各国の抱える諸課題への

対応について、知見の共

有を図り、研究調査の向

上を図ること。 

また、各国共通の労働

分野の課題に関するもの

を中心に、研究成果等の

普及や互いの労働政策研

究の質の向上を図る国際

セミナー等を実施すると

ともに、国際会議・国際学

会等に積極的に参加し、

研究成果等の発信を図る

こと。 

これらの取組を進めて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）国際研究交流（国際共

同研究を含む）の推進 
グローバル経済の進展

により、各国が抱える課

題の共通化が進むととも

に、その解決は、その国の

経済社会の状況、労働環

境（労使関係を含む）等に

より異なるものであり、

国・地域ごとの諸事情を

踏まえ理解する必要があ

る。そのため、各国の研究

者、研究機関との一層の

交流によるネットワーク

の形成に努め、各国の抱

える諸課題への対応につ

いて、知見の共有を図り、

研究調査の向上を図る。 
また、各国共通の労働

分野の課題に関するもの

を中心に、研究成果等の

普及や互いの労働政策研

究の質の向上がより一層

図られるように、海外の

研究者等を短期間で招へ

いして国際セミナーを開

催する。 
これらの取組を通じ

て、研究者の人材育成を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国際研究交流（国際共

同研究を含む）の推進 

各国の研究者、研究機

関との一層の交流による

ネットワークの形成に努

め、各国の抱える諸課題

への対応について、知見

の共有を図り、研究調査

の向上を図る。 

また、各国共通の労働

分野の課題に関するもの

を中心に、研究成果等の

普及や互いの労働政策研

究の質の向上がより一層

図られるように、海外の

研究者等を短期間で招へ

い等して国際セミナーを

開催する。 

これらの取組を通じ

て、研究者の人材育成を

推進するとともに、国際

的プレゼンスを更に高め

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各国の研究者、研究

機関との一層の交

流によるネットワ

ークの形成、海外の

研究者の招へい等

による国際セミナ

ーの開催を通じて、

研究者の人材育成

の推進や国際的プ

レゼンスの向上に

努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る解雇の金銭解決制度―その法的構造と実

態に関する調査研究』 

【厚生労働省以外】 

・内閣府『令和７年度年次経済財政報告』 

  →労働政策研究報告書 No.236『新型コロナウ 

イルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金 

の特例措置の効果検証に関する研究』 

・内閣府『日本経済レポート（2025 年度）』 

  →資料シリーズ No.284『2023年度版 労働力 

需給の推計―労働力需給モデルによるシミ

ュレーション―』 

 

（４）国際研究交流（国際共同研究を含む）の推

進 
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いくことで、研究者の人

材育成を推進するととも

に、機構の労働政策研究

の国際的プレゼンスを更

に高めていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進するとともに、国際

的プレゼンスを更に高め

ていく。 
具体的には、以下の通

り業務を実施する。 
 
イ 研究者等招へい 
労働政策研究の推進に

資する観点から、優れた

知見を有する研究者等の

海外からの招へいを実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
ロ 研究者等派遣 
労働政策研究の推進に

資する観点から、海外の

労働政策や労働問題の研

究、国際学会における発

表等を目的とした研究者

等の海外への派遣を実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 国際セミナーの開催

等 
欧米及びアジアの研究

 

 

 

 

 

 

イ 研究者等招へい 

労働政策研究の推進に

資する観点から、プロジ

ェクト研究等との関連が

強く、当該分野において

優れた知見を有する研究

者等の海外からの招へい

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

ロ 研究者等派遣 

労働政策研究の推進に

資する観点から、海外の

労働政策や労働問題の調

査研究や国際学会におけ

る発表等を目的として、

研究者等の海外への派遣

等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 国際セミナーの開催

等 

韓国の政策研究機関と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究者等招へい 

○次年度の招へい者の公募を実施し、令和８年

度の対象者を決定した。 

○また、令和７年度の招へい研究者として、フ

ランスの研究者が来日し、滞在研究を行っ

た。 

招へい期間：４月 17日～７月 16日 

招へい者：Prof.Dr. Christophe Baret（クリス

トフ・バレ） 

所属：フランス・労働経済社会研究所（LEST） 

役職：所長 

研究テーマ：高齢社員のマネジメント慣行―日

仏比較 

 

ロ 研究者等派遣 

○諸外国の労働政策に関する最新情報の入手、

海外研究者・研究機関とのネットワークの構

築、人材育成等を目的に、国際会議・国際学

会等への研究員等の派遣を実施。 

 

・OECD-LEED 年次総会（コロンビア・バランキ

ージャ） 

   日程  ：７月９日～７月 10日 

   参加状況：研究員１名が参加 

・国際労働雇用関係協会（ILERA）欧州会議（イ

ギリス・ダラム） 

   日程  ：９月 10日～12日 

   参加状況：役員１名が参加 

 

 

 

 

ハ 国際セミナーの開催等 

○海外研究者・研究機関等とのネットワークの

形成のため、国際セミナーを開催。 

 

 

 

 

 

 

○ 日本と緊密な経済協力関係を有するフランス

の研究機関との新たなネットワークの構築につ

ながった。 

○ フランスのみならず世界中で急速に進展して

いる人口の高齢化に関連して、高齢者の就労をめ

ぐる社会的・制度的な背景や、企業における定着

支援策等に関する比較研究を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国際会議等への参加機会を積極的に確保し、研

究成果の海外への発信、国際会議（学会）への学

術的な貢献、会議参加者等とのネットワークの維

持・形成に努めた。 

 

○ OECD-LEED年次総会「世界的なインスピレーシ

ョン、地域的な変革」に機構研究員が参加し、新

たな研究者・研究機関等とのネットワーク拡大に

寄与した。 

○ 国際労働雇用関係協会（ILERA）欧州会議「困

難な時代を乗り越える―政治的不確実性が労働

に及ぼす影響に対処するための雇用関係の役割」

に機構役員が参加し、各国研究者との意見交換を

行うとともに、機構の国際的プレゼンス向上や新

たな研究者・研究機関等とのネットワーク拡大に

寄与した。 

 

 

○ オンラインも有効利用しながら、これまで培っ

たネットワークを活用しつつ、海外の研究者・研
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者が一堂に会する機会を

提供するための国際セミ

ナーを開催するなど、機

構がアジアにおける労働

政策研究の拠点となるこ

とを目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の共催で行う「日韓ワー

クショップ」及び中国と

韓国の各政策研究機関と

の共催で行う「北東アジ

ア労働フォーラム」を開

催する。また、アジア諸国

を中心に欧米他主要国も

交えた研究者等が参加

し、政策研究課題につい

て報告と討論を行う「国

際比較労働政策セミナ

ー」を開催する。 

なお、開催に当たって

はオンラインも活用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日韓ワークショップ（オンライン開催） 

 ※韓国労働研究院（KLI）と共催 

   日程 ：７月 14日 

   テーマ：「女性労働と就業支援」 

・北東アジア労働フォーラム（対面開催） 

 ※韓国労働研究院（KLI）、中国労働社会保障

科学研究院（CALSS）と共催 

   日程 ：11月 14日 

   テーマ：「若者の雇用と労働：各国の主要

な若者雇用政策の動向と今後の方向性」 

・国際比較労働政策セミナー（対面開催） 

※国際労働法・社会保障法学会（ISLSSL）と連

携 

   日程 ：３月 26日 

   テーマ：「若年者雇用と労働政策」 

 

 

 

 

 

 

○海外からの訪問要請等への対応  

・シンガポール社会・家庭開発省一行との「日

本での非正規雇用から正規雇用への転換支

援策とその効果」についての意見交換（５月

17日） 

・韓国・忠清南道自治体職員・研究者一行との

「地方の青年労働市場の活性化政策」につい

ての意見交換（５月 28日） 

・マレーシア人的資源省労使関係局一行との

「日本の労働関係紛争処理制度」についての

意見交換（６月 19日） 

・シンガポール三者構成訪問団との「日本の高

齢者雇用対策」についての意見交換（７月 31

日） 

・韓国国会未来研究院一行との「日本の高齢者

雇用対策」についての意見交換（10月 23日） 

・ASEAN+3 マクロ経済調査事務局（AMRO）一行

との「日本の賃金」についての意見交換（11

月６日） 

○海外の労働関係者等を対象に、日本の労働政

究機関等とのネットワーク形成・拡充に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国際比較労働政策セミナー（第９回）はアジア

太平洋地域９カ国の労働研究者の参加を得て対

面で開催し、研究者・研究機関同士のネットワー

ク強化に貢献した。発表・討議を通じてテーマに

関する各国事情（共通点、相違点、政策課題等）

の国際比較研究を実施し、今後の政策の方向性に

ついて知見を深めることができた。本セミナー

は、国際労働法・社会保障法学会の協力を得て実

施しており、同学会ウェブサイトにおけるセミナ

ー紹介等を通じて、機構の国際的プレゼンス向上

に貢献している。 

○ 海外の来訪者を積極的に受け入れ、機構の研究

成果の普及に努めるとともに、海外の知見を得る

ことにより、国際比較の観点から労働政策研究の

推進に寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 英文情報の発信については、適時に拡充・更新



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）適切な指標の設定及

び研究ニーズの多様化等

への機動的な対応 

すべての労働政策研究

について、外部の有識者

から構成されるリサー

チ・アドバイザー部会等

の機構の外部評価機関を

活用し、その達成度を含

めて厳格に評価を行うな

ど、労働政策への貢献度

合い等を評価するに当た

って目標水準の妥当性を

検証して分かりやすい指

標を設定するとともに、

その把握方法の工夫に努

めること。 

また、研究ニーズの把

握に当たっては、働き方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）適切な指標の設定及

び研究ニーズの多様化等

への機動的な対応 
すべての労働政策研究

について、外部の有識者

から構成されるリサー

チ・アドバイザー部会等

の機構の外部評価機関を

活用し、その達成度を含

めて厳格に評価を行うな

ど、労働政策への貢献度

合い等を評価するに当た

って目標水準の妥当性を

検証して分かりやすい指

標を設定するとともに、

その把握方法の工夫に努

める。 
また、あらかじめ研究

テーマごとに具体的な利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）適切な指標の設定及

び研究ニーズの多様化等

への機動的な対応 

すべての労働政策研究

について、外部の有識者

から構成されるリサー

チ・アドバイザー部会等

の機構の外部評価機関を

活用し、その達成度を含

めて厳格に評価を行うな

ど、労働政策への貢献度

合い等を評価するに当た

って目標水準の妥当性を

検証して分かりやすい指

標を設定するとともに、

その把握方法の工夫に努

める。 

また、あらかじめ研究

テーマごとに具体的な利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○すべての労働政策

研究について、機構

の外部評価機関を

活用し、その達成度

を含めて厳格に評

価を行っているか。

またプロジェクト

研究テーマについ

て、調査研究の事

前・中間・事後の各

段階で外部評価機

関の活用によりそ

の達成度を含めて

厳格に評価を行っ

ているか。 

○上記評価結果を公

開しているか。 

 

 

策、労働事情等に関する情報・データ等をタ

イムリーに提供するため、英文情報誌「Japan 

Labor Issues」を発行した。 

 （発行実績） 

・第 53号（夏号）  ６月 25日発行 

・第 54号（秋号）  ９月 15日発行 

・第 55号（特別号） 10月 25日発行 

・第 56号（冬号）  12月 25日発行 

・第 57号（春号）  ３月 25日発行 

また、労働政策研究報告書の概要等の英訳・提

供を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）適切な指標の設定及び研究ニーズの多様化

等への機動的な対応 

○リサーチ・アドバイザー部会による評価 

取りまとめた研究成果のうち、労働政策研

究報告書、労働政策レポートについて、労働

分野の各分野において高度な学識を持つ外

部専門家で構成される「リサーチ・アドバイ

ザー部会」より、政策的視点等からの評価を

受け、評価結果を公開している。 

○プロジェクト研究サブテーマに関する評価 

研究を効率的かつ効果的に推進する等の観

点から、個別研究成果の評価とは別に、プロジ

ェクト研究テーマについては、調査研究の事

前・中間・事後の各段階でリサーチ・アドバイ

ザー部会による、外部評価を受けている。 
○個別研究成果に関する評価については、内部

評価及び外部評価とも、１件の個別研究成果

につき２名の評価者があらかじめ定められ

た評価基準（内部・外部共通）に基づき、評

しており、海外の労働研究者や実務家等から高い

評価を得ている。 

○ 英文情報誌については読者から次のような評

価を得ている。 

・日本の労働市場に影響を与える主要な課題や

研究動向について、最新情報を入手するうえで

役立っている。研究の質は高く、信頼に足るも

のである。 

・日本の労働法に関する英語資料は非常に限ら

れている。日本の労働法について、英語その他

の言語で講義を行う際に有益な情報を提供し

ていただき、大変感謝している。 

・労働裁判の判決や事例研究は、日本の労働法や

その他の規制に関する解釈の最新動向を把握

する上で、重要性が高いと考える。 

・扱われているトピックの多くは、業界を問わ

ず、働く者が知っておくべき重要なものであ

る。 

・各記事には、日本における慣行の概要が簡潔に

まとめられており、外国企業が日本の雇用慣行

をより深く理解する上で役立っている。 

 

○ 研究テーマ及び個別研究成果に関する評価に

ついては、リサーチ・アドバイザー部会における

評価等、厳格かつ適切な実施を可能にする枠組み

が整備されている。 
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の多様化が進展している

ことを踏まえ、働き方の

多様化に関する新しい団

体等との意見交換等を幅

広く実施し、あらかじめ

研究テーマごとに具体的

な利用目的を明確にする

とともに、上記指標に係

る数値目標を設定し、プ

ロジェクト研究について

は、調査研究の事前・中

間・事後の各段階で外部

の有識者から構成される

リサーチ・アドバイザー

部会等の機構の外部評価

機関の活用によりその達

成度を含め厳格な評価を

実施すること。その際、評

価を踏まえて、中間段階

で成果が期待できないと

評価されたテーマは廃止

することなども含め、研

究ニーズの変化に機動的

に対応できる体制を構築

することで、労働政策の

企画立案に貢献する調査

研究に一層重点化し、調

査研究の質の向上を図る

こと。さらに、当該評価の

結果を公開すること。 

 

（５）評価における指標 

労働政策研究に関する

評価について、以下の指

標を設定する。 

１．中期目標期間中のリ

サーチ・アドバイザー

部会等の機構の外部評

価において下記の採点

基準により研究成果に

ついて平均点2.0以上

用目的を明確にするとと

もに、プロジェクト研究

については、調査研究の

事前・中間・事後の各段階

でリサーチ・アドバイザ

ー部会等の機構の外部評

価機関の活用によりその

達成度を含め厳格な評価

を実施する。その際、評価

を踏まえて、中間段階で

成果が期待できないと評

価されたテーマは廃止す

ることなども含め、研究

ニーズの変化に機動的に

対応できる体制を構築す

ることで、労働政策の企

画立案に貢献する調査研

究に一層重点化し、調査

研究の質の向上を図る。

さらに、当該評価の結果

を公開する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）評価における指標 

労働政策研究に関する

評価について、以下の指

標の達成を目指す。 
① 中期目標期間中のリ

サーチ・アドバイザー

部会等の機構の外部評

価において下記の採点

基準により研究成果の

平均点 2.0 以上の評価

用目的を明確にするとと

もに、プロジェクト研究

については、リサーチ・ア

ドバイザー部会等の機構

の外部評価機関の活用に

より厳格な評価を実施す

る。その際、評価を踏まえ

て、研究ニーズの変化に

機動的に対応できる体制

を構築することで、労働

政策の企画立案に貢献す

る調査研究に一層重点化

し、調査研究の質の向上

を図る。さらに、当該評価

の結果を公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）評価における指標 
労働政策研究に関する

評価について、以下の指

標の達成を目指す。 

① リサーチ・アドバイ

ザー部会等の機構の外

部評価において下記の

採点基準により研究成

果の平均点 2.0 以上の

評価を得る。〔成果ごと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標につい

て、所期の目標を達

成しているか。 

 

 

 

 

 

 

価票にそれぞれの評価項目の評語と評価コ

メントを記入した上で評価を行っている。内

部評価は理事長をはじめとする機構幹部が

出席する内部評価委員会、外部評価はリサー

チ・アドバイザー部会において、委員の間で

評価が妥当かどうかの審議を行ったうえで

評価を確定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）評価における指標 

①リサーチ・アドバイザー部会による研究成果

に対する外部評価結果は 2.6(達成度 130%)と

なった。（前年度 2.57、達成度 128.5％） 

（内訳①） 

Ｓ評価（大変優秀）  ９点：３件 

Ａ評価（優秀）       ４点：２件 

Ｂ評価（標準）     ０点：０件 

Ｃ評価（要努力）    ０点：０件 

Ｄ評価（レベル不足）  ０点：０件 
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の評価を得ること。〔成

果ごとに、Ｓ評価（大変

優秀）＝３点、Ａ評価

（優秀）＝２点、Ｂ評価

（標準）＝１点、Ｃ評価

以下＝０点〕（第４期実

績：2.25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を得る。〔成果ごとに、

Ｓ評価（大変優秀）＝３

点、Ａ評価（優秀）＝２

点、Ｂ評価（標準）＝１

点、Ｃ評価以下＝０点〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に、Ｓ評価（大変優秀）

＝３点、Ａ評価（優秀）

＝２点、Ｂ評価（標準）

＝１点、Ｃ評価以下＝

０点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内訳②） 

○労働政策研究報告書 No.236『新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の

特例措置の効果検証に関する研究』 

：総合評点 Ｓ 

＜評価コメント＞ 

→・本報告書は、業務データへのアクセス、独

自調査の実施能力、政策当局との近接性を

併せ持つ JILPTならではの強みを活かし、

大規模かつ高品質なデータを構築して分

析を行っている点に大きな意義がある。こ

れは民間研究機関や大学では容易に実現

できないものであり、政策研究機関として

の役割を十分に果たしていると評価でき

る。 

・JILPT のような機関が行政と研究者のハブ

の役割を果たしつつ、コロナ禍における雇

調金制度の政策効果の評価という喫緊の

政策課題について研究するチームを構成

し、分析を実施したことには非常に意義が

ある。そうした研究が実施できたのは、

JILPT のスタッフの力と、過去の積み上げ

（労働政策研究報告書 No.187 など）があ

ったからである。 

○労働政策研究報告書 No.237『労働局あっせん

における解雇型雇用終了事案の分析』：総合

評点 Ｓ 

＜評価コメント＞ 

→・雇用終了における労働局のあっせん事案の

分析から、時系列的な変化、労働審判や裁

判における事案との相違などが明確に示

されており、高く評価できる。各集計・分

析結果のまとめのようなもの（課題別に、

あっせん・労働審判・裁判などの状況や相

違が一見してわかるような表など）があれ

ば、より多くの読者に理解が広まる。 

・本研究の示した調査結果は、解雇の金銭解

決制度の議論の焦点の一つである解決金

の水準を検討する際の不可欠な客観的資

料の一つを提供するものである。本研究を

含め、解雇紛争の解決制度の実態調査は、
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司法、行政のもとにある資料の利用が不可

欠であり、大学などの研究機関にとってハ

ードルの高い研究課題であり、まさに

JILPT だからこそ実施できる研究と評価で

きる。 

○労働政策研究報告書 No.238『諸外国における

解雇の金銭解決をめぐる制度構造・運用実

態・政策評価―独・仏・英における有識者ヒ

アリングを踏まえた調査研究』：総合評点 

Ｓ 

＜評価コメント＞ 

→・本研究実施者は、JILPT ならではのネット

ワーク活用等により、法制度の内容と運用

面、実態に関する有識者の見解を示すミッ

ションを見事に果たし、審議会分科会に資

料を提出した。実態に関するリアルタイム

の情報を聞き出し、実像を浮かび上がらせ

ていることに成功した点を評価したい。ヒ

アリング等により解雇に関する各国の実

情を詳細に明らかにした点で、アカデミッ

クな分野においても実務にとっても重要

な意義を有する研究である。 

 ・本報告書は独、仏、英の解雇の金銭解決制

度の内容と運用状況という重要なエビデ

ンスを提供した重要な成果である。JILPT

の形成している海外ネットワークおよび

専門性の高い研究者ネットワークの存在

が大きく、大学や民間の調査機関ではなし

えない。また独、仏、英の解雇制度の構造

とそこにおける金銭解決制度の実情を示

したことで、労働政策審議会労働条件分科

会へのエビデンスの提供というもともと

の研究目的を超え、労働法学に対しても重

要な貢献となったと言える。 

○研究開発成果物『職業レディネス・テスト[学

生・若者版]』：総合評点 Ａ 

＜評価コメント＞ 

→・職業レディネス・テストは若年者が納得で

きる職業選択を実現するための手がかり

となる検査であり、JILPT の長期にわたる

貴重な研究成果である。この成果の利活用
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２．厚生労働省より「政策

貢献が期待できる」と

の評価を受けたプロジ

ェクト研究サブテーマ

を、中期目標期間中に

おいてテーマ総数の

90％以上確保するこ

と。（第４期実績平均：

100％） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 厚生労働省より「政

策貢献が期待できる」

との評価を受けたプロ

ジェクト研究サブテー

マを、中期目標期間中

においてテーマ総数の

90％以上確保する。 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 厚生労働省より「政

策貢献が期待できる」

との評価を受けたプロ

ジェクト研究サブテー

マを、テーマ総数の

90％以上確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

には、若年者自身が検査結果を十分に理解

することが求められ、そのための環境づく

りを学校やハローワークなどの支援に期

待したい。 

 ・開発以来 JILPT独自の研究蓄積を重ねてき

ており、我が国の興味検査としての最高水

準を維持し続けて社会的に広く受け入れ

られている。時代状況に対応して改訂版を

提供することによって、同機構の社会的な

存在意義はより強固なものとなるだろう。 

○研究開発成果物『ワークスタイルチェックテ

スト（WSCT）』：総合評点 Ａ 

＜評価コメント＞ 

→・本研究は従来の職業レディネス・テストの

適用対象を広げるため、既存尺度の見直し

と当該テストを保管する新たな尺度の開

発への取り組みが結実した成果である。仕

事や働くこと、生涯キャリアについての若

年者の考えが変化するなか、より多くの多

様な標本から資料を集め尺度や検査全体

の構造を確立する作業を引き続き期待し

たい。 

 ・JILPT が VRT、WSCT の開発を手がけてその

双方の併用を提唱したことは、機構の職業

発達に関わる多くの先行研究や深い見識

の蓄積の帰結ということができる。JILPT

の独自性を示す研究である。 

 

②プロジェクト研究サブテーマ（12テーマ）に

ついて厚生労働省の担当課室から政策貢献

度合いに関する評価を受け、12本の研究テー

マで「政策貢献が期待できる」との評価を受

けた。 

100％(12テーマ中 12テーマ) 

達成度 111.1% 

 ＜評価コメント＞＊概要 

 ・「労働市場の情勢に関する分析」 

→効果的な雇用政策の実施に向けた分析・検討

にあたり、労働力需給推計は欠かせない。様々

な推計方法を検討しながら、今後も調査研究を

お願いしたい（雇用政策課） 
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・「企業の人材戦略の変化とその影響に関する

研究」 

→企業パネル調査の結果の一部が労政審同一

労働同一賃金部会での議論、「短時間・有期雇用

労働者対策基本方針」改定の議論に活用（政策

統括室） 

・「格差・ウェルビーイング・セーフティネット・

労働環境に関する研究」 

→格差の状況や政策の効果を、実証分析を用い

て検証し、セーフティネット関連の政策立案に

有益な知見を提供することが期待される（政策

統括室） 

・「職業構造・職務分析(job tag含む)に関する

研究」 

→成果を職業情報提供サイト（job tag）に提供

いただいており、求職者の就職活動や企業の採

用活動等への支援に大きく貢献（雇用政策課労

働市場情報整備推進企画室） 

・「キャリア形成・相談支援・支援ツール開発に

関する研究」 

→研究成果は労働局やハローワークにおける

生活保護受給者等の就労支援での活用が期待

（総務課訓練受講支援室） 

→本研究で開発された職業適性検査（Gテスト）

及び仕事価値観検査は、job tag に実装し、と

もに多数のアクセスがある（雇用政策課労働市

場情報整備推進企画室） 

→新卒者に対する就職支援業務及びフリータ

ー等支援事業の実施に当たり、効果的な支援策

の検討に活用が期待される（若年者・キャリア

形成支援担当参事官室） 

・「技術革新と人材育成に関する研究」 

→技術革新による産業構造の変化やそれに伴

うジョブやタスクの変化は短いスパンで起き

ており、足元の動向について把握することは政

策立案において重要（雇用政策課） 

→現代の若者に効果的な事業内容の検討の際

本研究の活用が期待される（若年者・キャリア

形成支援担当参事官室） 

・「デジタル人材の能力開発に関する研究」 

→政策課題の一つとなっている「デジタル人材
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の不足」をはじめ、関連課題に対する施策の企

画・立案に資することを期待（人材開発政策担

当参事官室政策企画室） 

・「多様な人材と活躍に関する研究」 

→労働力不足下における企業の雇用管理の変

化や、多様な雇用区分を活用する企業の実態把

握等を通じ、より実践的な政策的示唆が得られ

ることを期待（雇用政策課） 

→今後の外国人労働者施策に関する重要性を

根拠づける政策的基礎資料として非常に有用

（外国人雇用対策課） 

→労協研究について、労働経済学的データに基

づく客観的な分析はＥＢＰＭの観点から有用。

また社会学や福祉学等の学際的な研究体制の

構築により、実際の政策形成の際参照しやすい

（勤労者生活課労働者協同組合業務室） 

・「労働時間・賃金等人事管理に関する研究」 

→引き続き過労の実態を多角的に把握するた

めの研究を実施してほしい（総務課過労死等防

止対策推進室） 

→労働政策において、労働時間は非常に重要な

分野であるため、引き続き研究に取り組んでい

ただきたい（労働条件政策課） 

・「仕事と生活の両立に関する研究」 

→育介法改正の検討や仕事と育児の両立支援

に係る諸施策の中長期的な検討の際の基礎資

料として有用（職業生活両立課) 

・「多様な／新たな働き方と労働法政策に関す

る研究」 

→解雇紛争に係る実態や諸外国における制度

の運用状況等に関する JILPTの調査結果を労働

条件分科会の議論で活用した。今後も活用予定

（労働関係法課） 

・「労使関係・労使コミュニケーションに関する

研究」 

→労使コミュニケーションに関する取組事例

の収集については、審議会等における労使コミ

ュニケーションの議論に資するヒアリング結

果が多数あり、大変有用な資料となった（労働

条件政策課） 

→本研究テーマは、新たな就労態様に対する法
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３．労働関係法令・指針・

ガイドラインの制定・

改正、予算・事業の創

設・見直し、政策評価、

審議会・検討会、政党・

労使団体への説明での

活用、政府の法案提出

に繋がった研究成果

を、成果総数（※）の

85％以上得ること。（第

４期実績平均：92.9％） 

（※）別紙に掲げるプ

ロジェクト研究の

テーマのうち、「労

使関係」に該当す

る分野の研究成果

を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 労働関係法令・指針・

ガイドラインの制定・

改正、予算・事業の創

設・見直し、政策評価、

審議会・検討会、政党・

労使団体への説明での

活用、政府の法案提出

に繋がった研究成果

を、成果総数（※）の

85％以上得る。 
※ 別紙１に掲げるプ

ロジェクト研究のテ

ーマのうち、「労使関

係」に該当する分野

の研究成果を除く。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 労働関係法令・指針・

ガイドラインの制定・

改正、予算・事業の創

設・見直し、政策評価、

審議会・検討会、政党・

労使団体への説明での

活用、政府の法案提出

に繋がった研究成果

を、成果総数 (※ )の

85％以上得る。 

※ 別紙に掲げるプロ

ジェクト研究のテー

マのうち、「労使関

係」に該当する分野

の研究成果を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制のあるべき姿を検討するもので、今後、日

本における関連制度や施策を検討する際活か

すことができるのではないかと考える（雇用環

境政策室、労災管理課） 

→いわゆる「エッセンシャル・サービス」に従

事する労働者の処遇や労働条件についての実

態把握・分析は関連政策の企画・立案に際して

の基礎資料となることが期待される。また OECD

との共同研究については、国際比較の視点も含

めた情報の提供により、日本における AI 技術

等の普及等に対応した労働政策の検討に役立

つことが期待される（政策統括室） 

 

③対象となる 27 本の研究成果について、厚生

労働省の担当課室から研究成果の労働政策

の企画立案及び実施への活用度合いについ

て評価を受け、27本の研究成果で「活用した」

または「活用する予定である」との評価を受

けた。 

100％（27本研究成果中 27本） 

達成度 117.6％ 

（内訳） 

・プロジェクト研究 100％（25件/25件） 

「活用した」： ５件 

「活用する予定である」:20件 

・課題研究  100％(１件/１件) 

「活用した」：１件 

・緊急調査 100％(１件/１件) 

「活用した」：１件 

 

＜評価コメント＞＊概要 

【活用した】 

・労働政策研究報告書 No.236『新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の

特例措置の効果検証に関する研究』 

→『緊急時における雇用調整助成金の在り方

報告書』（R8.3.27公表）にコロナ期の雇用調

整助成金特例措置の検証結果等を引用（雇用

開発企画課） 

・調査シリーズ No.259『若年者の初職離職後の

キャリア形成―第３回若年者の能力開発と
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職場への定着に関する調査』 

→労政審人材開発分科会での青少年雇用対

策基本方針（令和８年厚生労働省告示第 170

号）の策定に向けた議論において活用（若年

者・キャリア形成支援担当参事官室） 

・資料シリーズ No.303『高年齢者の多様なキャ

リアと企業の人事労務管理―65 歳定年制、定

年廃止を採用した企業の事例調査―』 

→高齢期の就業継続を検討するうえで参考

となる知見を提供している。高齢者雇用施策

の検討に資する（人材開発政策担当参事官

室） 

・DP26-02『2020 年高年齢者雇用安定法改正は

60歳代後半の雇用を増やしたのか―「高年齢

者雇用状況等報告」業務データを用いた分析

―』  

→EBPM アクションプラン 2025 等に関する検

討及び今後の同アクションプランを踏まえ

た分析で活用（高齢者雇用対策課） 

・資料シリーズ No.295『「job tag」(職業情報

提供サイト)のインプットデータ開発に関す

る研究（2024年度）』 

 →job tagが職業情報の情報インフラとして

機能するためには、貴機構の調査研究活動・

成果が不可欠と考えている（雇用政策課労働

市場情報整備推進企画室） 

・資料シリーズ No.296『若年者の就業状況・キ

ャリア・職業能力開発の現状④―令和４年

「就業構造基本調査」より』 

 →令和９年の就業構造基本調査においても、

初職の項目は継続して調査されることとな

ったことから、引き続き、新型コロナウイル

ス 感染症の拡大による影響を含め、青少年

の初職の状況をはじめとする就業状況等に

ついての詳細な動向の把握・分析を期待（若

年者・キャリア形成支援担当参事官室） 

 

【活用する予定】 

・労働政策研究報告書 No.237『労働局あっせん

における解雇型雇用終了事案の分析』 

 →解雇無効時の金銭救済制度にかかる検討に
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当たって、令和７年 11 月の労働政策審議会労

働条件分科会に報告・議論を行った。今後の検

討においても活用を予定（労働関係法課） 

 ・労働政策研究報告書 No.238『諸外国における

解雇の金銭解決をめぐる制度構造・運用実態・

政策評価―独・仏・英における有識者ヒアリン

グを踏まえた調査研究―』 

 →解雇無効時の金銭救済制度にかかる検討に

当たって、令和７年 11 月の労働政策審議会労

働条件分科会に報告・議論を行った。今後の検

討においても活用を予定（労働関係法課） 

・調査シリーズ No.260『解雇等に関する労働者意

識調査』 

 →解雇無効時の金銭救済制度にかかる検討に

当たって、令和７年 11 月の労働政策審議会労

働条件分科会に報告・議論を行った。今後の検

討においても活用を予定（労働関係法課） 

 ・調査シリーズ No.264『企業におけるキャリア

支援の現状と課題―セルフ・キャリアドック導

入を中心として―』 

 →調査結果に基づいてセルフ・キャリアドック

を中心とする各種の企業内キャリア支援の普

及推進のあり方に関する示唆が行われており、

有意義なものとなっている。本調査で明らかに

なった企業内キャリア支援に関する現状分析

や課題等は、今後の施策を展開するにあたり、

多大な貢献をなすものと考える（キャリア形成

支援室） 

 ・DP26-06『外国人労働者の雇用・組織化の現状

と課題―UA ゼンセンアンケート調査の２次分

析から―』 

 →外国人材の日本での初期キャリアに関する

知見の蓄積に資するだけでなく、人手不足が深

刻化するなか外国人材を必要とする特に地方

部における政策的な基礎資料として有用。本テ

ーマの研究成果に今後も期待（外国人雇用対策

課） 

 ・資料シリーズ No.294『勤務間インターバル制

度の実情―厚生労働省「勤務間インターバル制

度に関する実態調査」結果の分析―』 

 →勤務間インターバル制度導入促進のための
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４．労働政策研究の成果に

ついての有識者を対象と

したアンケート調査を実

施し、下記基準により2.2

以上の評価を得ること。

〔大変有益：３、有益:２、

あまり有益でない：１、有

益でない:０〕（第４期実績

平均：2.4） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 労働政策研究の成果

についての有識者を対

象としたアンケート調

査を実施し、下記基準に

より 2.2 以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有益：

２、あまり有益でない:
１、有益でない：０〕 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 労働政策研究の成果

についての有識者を対

象としたアンケート調

査を実施し、下記基準に

より 2.2以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有益：

２、あまり有益でない:

１、有益でない：０〕 

 

 

 

 

広報事業に活用（総務課雇用環境政策室） 

 →勤務間インターバル制度について今後議論

する際、必要に応じて労使団体にも紹介させて

いただく予定（労働条件政策課） 

 ・資料シリーズ No.298『非正規雇用の賃金制度

の変化―小売業の事例から―』 

 →労政審同一労働同一賃金部会報告でも「多様

な正社員」制度の普及促進等に言及されてお

り、例えば非正規雇用労働者の賃金制度等に関

する個社事例は、制度や事業の検討において、

必要に応じ参照することが考えられる（雇用環

境・均等局総務課） 

・資料シリーズ No.300『現代フランス労働法令

集Ⅰ―総則、契約終了―』 

→解雇無効時の金銭救済制度にかかる検討に

おいて日本と仏における法令の相違を把握す

ることで、施策の検討の一助とする。無期転換

ルールの見直しを検討するにあたり、諸外国に

おける法制を把握することで、今後の施策検討

の一助とする（労働関係法課） 

 ・資料シリーズ No.301『中間層規模の長期推移

と地域分布』 

 →中間層の動向は、雇用の安定性や所得分布、

地域間格差とも密接に関係する重要なテーマ

で、その長期的な変化や地域的特徴を把握する

ことは、今後の雇用政策や地域雇用対策を検討

する上で意義がある（雇用政策課） 

 

 

④有識者アンケート 

学識経験者、地方行政官、労働組合、使用者を

対象にアンケート調査を行い、労働政策研究

の成果について有益であるかどうかの評価

を受けた。 

 調査研究成果の評価 2.64 

 達成度 120.0％ 

 （内訳） 

  学識経験者 2.72 

  地方行政官 2.52 

  労働組合  2.47 

  使用者   2.59 
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５．内外の関連する他の

研究機関との研究交流

等を促進するととも

に、研究員が出席した

国際会議、国際学会等

において、研究成果等

について発表を積極的

に行い、会議等での交

流を踏まえつつ先進国

及びアジア諸国を中心

に幅広く海外の研究機

関との連携体制の構築

を図ること。また、機構

から積極的に英語での

情報発信を図ること。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 内外の関連する他の

研究機関との研究交流

等を促進するととも

に、研究員が出席した

国際会議、国際学会等

において、研究成果等

について発表を積極的

に行い、会議等での交

流を踏まえつつ先進国

及びアジア諸国を中心

に幅広く海外の研究機

関との連携体制の構築

を図る。また、機構から

積極的に英語での情報

発信を図る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 内外の関連する他の

研究機関との研究交流

等を促進するととも

に、研究員が出席した

国際会議、国際学会等

において、研究成果等

について発表を積極的

に行い、会議等での交

流を踏まえつつ先進国

及びアジア諸国を中心

に幅広く海外の研究機

関との連携体制の構築

を図る。また、機構から

積極的に英語での情報

発信を図る。 

 

 

＜有識者コメント＞ 

・JILPT でしか実施されていない、あるいは他

機関では代替困難な独自調査が多数存在し、

調査結果がタイムリーに公表されて、最新の

労働市場動向を把握できる。データの整理や

分析が丁寧であり、研究者だけでなく実務家

や政策担当者にとっても活用しやすい形で

提供されている 

・大規模な労働調査ができ、かつ、データを適

切に収集し、分析できるスタッフが揃ってい

る機関は民間を含めて希有 

・海外の労働分野における情報・分析、報告書

などについて、個人レベル、所属する組織レ

ベルでは調べることができない情報がたく

さんあり、活用している 

・ハローワークでの業務に活用 

・当面する政策的に重要な課題について信頼性

の高い統計資料に基づいて客観的に分析し、

課題を抽出しており、政策提言も大変参考に

なる 

・キャリア教育に関する論文執筆、キャリア教

育の研究授業でのツールの使用において大

変有益 

 

⑤海外の研究機関との連携体制の構築／英語

での情報発信（再掲） 

・フランス・労働経済社会研究所所長の招へい 

・OECD-LEED 年次総会への参加 

・国際労働雇用関係協会（ILERA）欧州会議への

参加 

・日韓ワークショップの開催 

・北東アジア労働フォーラムの開催 

・第９回国際比較労働政策セミナーの開催 

・マレーシア人的資源省労使関係局一行との意

見交換 

・シンガポール社会・家庭開発省一行との意見

交換 

・韓国・忠清南道自治体職員・研究者一行との

意見交換 

・シンガポール三者構成訪問団との意見交換 

・韓国国会未来研究院一行との意見交換 
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（参考指標） 

○厚労省との連携実績 

・厚生労働省とのハイ

レベル会合等開催実

績 

・行政担当者の研究参

加人数 

・厚生労働省その他行

政機関の審議会・研

究会等への参画件数 

・労働政策担当者向け

勉強会の開催実績 

○民間等との連携実績 

・労使団体等との会議

開催実績 

・働き方の多様化に関

する新しい団体等と

の意見交換回数 

・他の研究機関等との

共同研究・研究交流

実績 

・労使団体・地方公共団

体・ＮＰＯ等に向け

た講演回数 

 

 

 

 

 

 

 

○成果活用実績等 

・成果の取りまとめ件   

数 

・審議会・検討会等での

活用件数 

 
 
 
 
（参考指標） 
○厚労省等との連携実績 
・厚生労働省とのハイ

レベル会合等開催実

績 
・行政担当者の研究参

加人数 
・厚生労働省その他行

政機関の審議会・研

究会等への参画件数 
・労働政策担当者向け

勉強会の開催実績 
○民間等との連携実績 
・労使団体等との会議

開催実績 
・働き方の多様化に関

する新しい団体等と

の意見交換回数 
・他の研究機関等との

共同研究・研究交流

実績 
・労使団体・ 地方公共

団体・ＮＰＯ等に向

けた講演回数 
 
 

 
 
 
 
 
○成果活用実績等 
・成果の取りまとめ件   

数 
・審議会・検討会等での

活用件数 

 

 

 

 

（参考指標） 

○厚労省等との連携実績 

・厚生労働省とのハイ

レベル会合等開催実

績 

・行政担当者の研究参

加人数 

・厚生労働省その他行

政機関の審議会・研

究会等への参画件数 

・労働政策担当者向け

勉強会の開催実績 

○民間等との連携実績 

・労使団体等との会議

開催実績 

・働き方の多様化に関

する新しい団体等と

の意見交換回数 

・他の研究機関等との

共同研究・研究交流

実績 

・労使団体・ 地方公共

団体・ＮＰＯ等に向

けた講演回数 

 

 

 

 

 

 

 

○成果活用実績等 

・成果の取りまとめ件

数 

・審議会・検討会等での

活用件数 

・ASEAN+3 マクロ経済調査事務局（AMRO）一行

との意見交換 

・英文情報誌「Japan Labor Issues」の発行 

 

（参考指標） 

○厚生労働省等との連携実績 

・厚生労働省とのハイレベル会合：３月 25日 

（再掲） 

・行政担当者の研究参加人数 19人（前年度実績

12人） 

・厚生労働省その他行政機関の審議会・研究会

等への参画件数 66件（前年度実績 64件）（再

掲） 

・労働政策担当者向け勉強会の開催実績：３回

（前年度実績３回）（再掲） 

 

○民間等との連携実績 

＜労使団体等との会議開催実績＞（再掲） 

・労使部会（労働部会：12月 19日、経営部会：

12月 10日） 

・連合総合生活開発研究所（２月 13日） 

・日本政策金融公庫総合研究所(12月９日) 

・「労働問題の現状と展望に関する研究会（ヴィ

ジョン研）」（９月 22日） 

・日本生産性本部若手・中堅職員との交流会 

（11月４日、２月 12日） 

＜働き方の多様化に関する新しい団体等との 

 意見交換回数＞ ２回（再掲） 

＜他の研究機関等との共同研究・研究交流実績

＞（再掲） 

・労働安全衛生総合研究所と過労死防止等に関

する共同研究 

＜労使団体・地方公共団体・NPO 等に向けた講

演回数＞  

計 44件（前年度実績 44件）（再掲） 

 ○成果活用実績等 

＜成果のとりまとめ件数＞ 

計 29件（前年度実績 31件） 

・労働政策研究報告書 ３件 

・労働政策レポート  ０件 

・ＤＰ        ８件 
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・調査シリーズ    ５件 

・資料シリーズ    10件 

・政策論点レポート  １件 

 ・研究開発成果物   ２件 

 

＜審議会・検討会での活用件数＞ 

計 405件（前年度実績 218件）（再掲） 

＜国会での活用件数＞計１件(前年度実績６

件） 

 

○国会審議・政党部会等での説明 計３件 

・「多様な人材」部門の研究員が参議院厚生労働

委員会（５月 29日）に参考人として出席（労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律

等の一部を改正する法律案（閣法第５０号）

及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に

係る取引の適正化等に関する法律の一部を

改正する法律案（参第７号）） 

・「人材開発」部門の研究員が、参議院厚生労働

委員会（６月 11日）に参考人として出席（社

会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強

化のための国民年金法等の一部を改正する

等の法律案（閣法第５９号）） 

・研究所長が立憲民主党「政務調査会長勉強会」

にて「賃金とは何か〜職務給の蹉跌と所属給

の呪縛」について講演（５月 12日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ａと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

○ 政策課題が複雑化・多様化する中、専門人材の確

保・育成が重要な課題となっており、厚生労働省との

一層の連携や、労使団体を含めた幅広い組織、研究機

関・研究者等との意見交換や共同研究の機会を確保

し、経済社会の変化に対応したより的確な研究テーマ

の設定・実施に取り組む。 

○ 緊急性の高い課題や行政ニーズについてコロナ

禍時の経験も踏まえつつ、より機動的に体制を整え迅

速に対応していく。 

○ 引き続き、厳格な評価に基づき質の高い成果の確

保と政策の立案に貢献する成果のとりまとめに努め

ていく。 

○ 研究者の人材育成の推進と諸外国の政策研究、制

度運用の現状を把握するため、引き続き海外の研究者

や研究機関とのネットワークの形成に努める。 

４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 
・調査研究の評価に関する指標については、客観性を持った厳格な評価を実施する観点から、外部の有識者による評価を重点的に評価することとする。 
・プロジェクト研究について、労働政策の企画立案及び実施への貢献度を測る指標として、厚生労働省の実務担当者による評価を指標として採用することとする。 
・労働政策の企画立案及び推進への貢献度を測る指標として、政策に関する検討及び立案に結びつくような質の高い研究の量を指標として設定することとする。 
・研究交流等の促進及び研究員の人材育成を図るとともに、海外交流の度合いや、国際的な研究拠点としての機能を測る指標として、研究員の国際会議等での研究成果等の発表、英語での情報発信や、海外の研究機関との連携体制の構築

を定性的指標として設定することとする。 
・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29 年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとする。 

【重要度：高とした考え方】 
――人口減少社会の進行や多様な働き方の拡大、AIや ICTを中心とした技術革新に伴う産業構造の変化など、我が国の労働市場を取り巻く環境が大きく変化している中で、厚生労働省がこれらの課題に的確に対応した労働政策を適切に企

画立案及び推進していくために、客観的かつ質の高い労働政策研究に基づくエビデンスが重要であるため。 
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１－１－４－１中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労

働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休

暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図る

こと（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適

正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・

若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－

４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職

業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を

参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等を

すること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第２号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 
平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

国内情報収集成果の提供件数（実績） 毎年度延べ 140

件以上 
151件 152件 151件 144件 147件  予算額（千円） 327,695 325,410 331,492 314,343  

同上（達成度）  108％ 108.6％ 107.9％ 102.9％ 105.0％  

決算額（千円） 326,106 314,555 332,654 310,649  
海外情報収集成果の提供件数（実績） 毎年度延べ 150

件以上 
159件 151件 152件 150件 151件  

同上（達成度）  106％ 100.7% 101.3％ 100.0％ 100.7％  

経常費用（千円） 367,748 257,022 346,006 309,382  有識者アンケートによるホームページ

の国内労働事情についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.57 2.59 2.55 2.54  

同上（達成度）  ― 128.5％ 129.5％ 127.5％ 127.0％  

経常利益（千円） 1,871 11,115 △916 3,913  有識者アンケートによるホームページ

の海外労働情報についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.59 2.66 2.68 2.64  

同上（達成度）  ― 129.5％ 133.0% 134.0% 132.0%  独立行政法人の業務

運営に関して国民の

負担に帰せられる行

政コスト（千円） 

367,748 256,762 345,760 309,163  有識者アンケートによるホームページ

の統計情報についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.60 2.64 2.58 2.62  

同上（達成度）  ― 130.0％ 132.0％ 129.0% 131.0%  従事人員数（人） 16 15 13 14  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 
  

 

２ 労働事情・労働政策に

関する情報の収集・整理 

（１）情報の収集・整理に関

する取組の推進 

労働事情・労働政策に

関する情報の収集・整理

については、国内外の情

報を分かりやすく整理

し、政策担当者及び民間

企業等の労使関係者によ

る労働事情等に関する実

態の把握や、労働政策の

効果の検証に資するよう

なエビデンスを提供する

ことを目的として、厚生

労働省や外部の関係機関

とも連携し、内外の労働

事情、各種の統計データ

等を継続的に収集・整理

することで、有益かつ有

効な情報を機動的かつ効

率的に作成・情報提供で

きる体制の整備や、誰も

が活用しやすいような情

報の整理を図るととも

に、国際化の進展により

共通した課題に直面する

国も多くなっていること

を踏まえ、国際比較が可

能なデータを中心に海外

の調査・情報収集を実施

すること。 

また、労働政策の企画

立案に関する議論の活性

化を図るために、国際比

較が可能なデータを含

 
 
２ 労働事情・労働政策に

関する情報の収集・整理 
（１）情報の収集・整理に関

する取組の推進 
国内外の情報を分かり

やすく整理し、政策担当

者及び民間企業等の労使

関係者による労働事情等

に関する実態の把握や、

労働政策の効果の検証に

資するようなエビデンス

を提供することを目的と

して、厚生労働省や外部

の関係機関とも連携し、

内外の労働事情、各種の

統計データ等を継続的に

収集・整理することで、有

益かつ有効な情報を機動

的かつ効率的に作成・情

報提供できる体制の整備

や、誰もが活用しやすい

ような情報の整理を図

る。特に海外の調査・情報

収集については、国際化

の進展により共通した課

題に直面する国も多くな

っており、労働事情、統計

データ等の国際比較の重

要度が増していることを

踏まえ、国際比較が可能

なデータを中心に調査・

情報収集を実施する。 
また、労働政策の企画

立案に関する議論の活性

化を図るために、国際比

較が可能なデータを含

 
 
２ 労働事情・労働政策に

関する情報の収集・整理 
（１）情報の収集・整理に関

する取組の推進 
政策担当者及び民間企

業等の労使関係者による

労働事情等の実態把握

や、労働政策の効果の検

証に資することを目的と

して、内外の労働事情、各

種の統計データ等を継続

的に収集するとともに、

誰もが活用しやすいよう

に整理し、機動的かつ効

率的に情報提供する。 
また、政策課題を取り

巻く時宜に応じた情報の

収集・整理についても機

動的かつ効率的に対応す

る。 
さらに、機構が調査研

究を通じて取得したデー

タ等の利用促進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

○政策担当者及び民

間企業等の労使関

係者による労働事

情等の実態把握や、

労働政策の効果の

検証に資する内外

の労働事情、各種の

統計データ等を継

続的に収集すると

ともに、誰もが活用

しやすいように整

理し、機動的かつ効

率的に情報提供し

ているか。 

○政策課題を取り巻

く時宜に応じた情

報の収集・整理につ

いても機動的かつ

効率的に対応して

いるか 

○機構が調査研究を

通じて取得したデ

ータ等の利用促進

を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な業務実績＞ 

 

２ 労働事情・労働政策に関する情報の収集・整

理 

（１）情報の収集・整理に関する取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞：Ｂ 
＜根拠＞ 
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め、政策課題を取り巻く

時宜に応じた情報の収

集・整理についても機動

的かつ効率的に対応する

とともに、研究部門と調

査部門の連携を密に実施

することにより、労働政

策研究の推進に資する調

査・情報収集を推進する

こと。 

さらに、オープンデー

タを推進し、社会全体の

研究活動の活性化・効率

化を促進する観点から、

機構が調査研究を通じて

取得したデータ等の利用

促進を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、政策課題を取り巻く

時宜に応じた情報の収

集・整理についても機動

的かつ効率的に対応す

る。 
さらに、オープンデー

タを推進し、社会全体の

研究活動の活性化・効率

化を促進する観点から、

機構が調査研究を通じて

取得したデータ等の利用

促進を図る。 
実施に当たっては、研

究部門と調査部門が連携

し、より有益かつ有効な

情報を迅速かつ的確に収

集・整理し、提供する。 
  具体的には、以下のと

おり業務を実施する。 
 
イ  国内労働事情の収

集・整理 
中長期的観点から労働

政策研究の基礎となる情

報を収集する定点観測調

査を通じて、雇用や人事

労務管理などに関する国

内の労働事情の情報と動

向を継続的に収集・整理

するとともに、喫緊の政

策課題等に対応した情報

収集・整理を行う。 
情報収集の成果につい

ては、政策検討資料等と

して取りまとめて厚生労

働省に提供するととも

に、ニュースレター等に

より、国民各層及び海外

の関係者に幅広く提供す

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  国内労働事情の収

集・整理 
行政及び労使への日常

の取材活動やビジネス・

レーバー・モニター調査、

地域シンクタンク・モニ

ター調査、定点観測的調

査等を通じ、雇用や人事

労務など幅広い分野にお

いて、労働政策研究に不

可欠の要素である「労働

現場の実態把握」として

の有益かつ有効な情報を

収集するとともに、誰も

が活用しやすいよう整理

する。また喫緊の政策課

題等に対応した情報収

集・整理を行う。 
情報収集の成果につい

ては、政策検討資料等と

して取りまとめて厚生労

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国内労働事情の収集・整理 

○ 国内労働関係情報の収集・整理・提供実績

は 147件（前年度 144件）で、年度目標（140

件以上）を上回り達成度は 105.0％となった。 

○ 政労使への取材、労使および地域シンクタ

ンク・モニター調査等を通じた情報収集を行

い、労働現場の実態把握に努めた。 

＜取材等による情報収集､整理＞ 

・2025 春闘に至るまでの政労使の動向、

2025 春闘における賃上げおよび主要課

題の状況 

・医療・介護業界の賃上げの状況 

・新卒採用の動向 

・最先端の AIを活用している企業の事例 

・つながらない権利に関する労働組合の動

向 

・ナショナルセンター・主要産別の 2026年

春闘に向けた論議 

＜労使および地域シンクタンク・モニターを

通じた情報収集＞ 

・モニター調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国内労働事情の収集・整理】 

○ 情報収集件数実績は、目標を上回る達成水準

となった。 

○ 有識者評価は、目標（2.0以上）を上回り 2.54 

であった。（達成度 127.0％） 

○ 各種モニター調査はスケジュールに沿って

実施することができた。 

○ 今年度においても物価上昇や人材不足への

対応を踏まえた賃上げが重要テーマとなった

ことを意識し、労組については、定期大会から

春闘要求を決める機関会議、その後の交渉など

を中心に情報収集することとし、主要産別およ

び単組の動向を継続的に取材し、その内容をＢ

ＬＴおよびメールマガジンで公表した。 

○ 企業等については、ＢＬＴの企画に合わせ

て、介護業界の処遇改善など政府の重点施策方

針も意識しながら、重要と思われるトピック・

テーマについて取材した。医療（看護）・介護労

働者の賃上げなど処遇改善に取り組む労働組

合の取り組みを紹介した。また、最先端の AI技

術を活用した製品・サービスを提供する企業、
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働省に提供するととも

に、ニュースレター等に

より、国民各層及び海外

の関係者に幅広く提供す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業・業界団体、地域シンクタンクを

対象とするモニターへの調査を各４回、

産別・単組を対象とするモニターへの調

査を２回、それぞれ実施し、労働現場の

最新動向を収集・整理した。 

企業・業界団体調査では、特別調査も

２回実施し、「米国関税政策の影響」「AI

技術の活用状況と使用ルールなどの状

況」について情報を収集。産別・単組調

査では、産別・単組に「春季労使交渉で

の賃上げ結果・賃金等の労働条件以外の

交渉・協議項目」「職場での AI技術の活

用への対応 」について特別テーマを設

定した。 

○ 収集・整理した労働現場における最新の情

報は、迅速に情報発信できるメールマガジン

及び『ビジネス・レーバー・トレンド』（ＢＬ

Ｔ、年間 10回刊行）に特集テーマを設けて、

分かりやすい形で公表した。 

・５月号「キャリア形成と育児の両立をどう

支えるか」 

・６月号「労働市場改革で人材育成はどうな

るのか」 

・７月号「賃上げは定着したか ――2025 春

闘の最新状況」 

・８・９月号「医療・介護業界で働く人たち

の賃上げ」 

・10月号「これからの就職活動とキャリア形

成に向けて」 

  ・11月号「若年層の働く意識変化への対応」 

・12月号「ミドル・シニアの労働者の健康」 

・１・２月号「仕事を助ける AI」 

・３月号「企業におけるデジタル活用と人材

育成の進め方」 

・４月号「職場で AIをどう活用していくか」 

 

○ 定点観測調査 

「勤労生活に関する調査」「日本人の就業実

態に関する総合調査」などを数年サイクル

のローテーションで実施。 

（令和７年度） 

AI の活用で仕事の質を向上させている企業を

取材し、事例を紹介した 。賃上げの動向につい

ては、ナショナルセンターおよび主要産別の

2025 年春闘の要求段階から要求提出後の賃金

等の交渉・妥結内容や労働組合の取り組みなど

について、取材を行っている。労働行政等につ

いても、厚生労働省における発表資料や審議会

等の報告なども収集した。 

○ 企業・業界団体および地域シンクタンク・モ

ニターについては、定例調査として経済および

雇用の動向についての報告を求めるとともに、

ＢＬＴの企画に合わせる形で適宜、特別テーマ

を決めて調査を実施し、その内容を遅滞なくと

りまとめ、ＢＬＴの特集に連動させて紹介し

た。特別テーマとして、米国トランプ政権の関

税政策の影響に対する注目が集まったことを

踏まえ「米国トランプ政権による関税政策の影

響」を紹介した。また、AIが急速に普及してい

る動向を踏まえ、「AI 技術の活用状況と使用ル

ールなどの状況」などについても情報収集し

た。「米国トランプ政権による関税政策の影響 

（企業・団体モニター）」（BLT2025 年 7 月号所

収）、「AI技術の活用状況と、その使用ルール・

規程作成の状況」（企業・団体モニター）」

（BLT2026年 1・2月号所収）になどついて情報

提供を求めた。 

○ 産別・単組へのモニター調査については、賃

上げおよびその他の労働条件の改善結果、運動

方針の柱を尋ねるとともに、「職場での AI（人

工知能）技術（生成 AI含む）の活用に対して、

方針や考え方を確立している場合の内容」につ

いて対象組合から情報収集した。近年、賃上げ

が労働組合の重要課題になっていたことを踏

まえ、春季労使交渉での要求の柱と、妥結・合

意した賃上げ結果・労働条件改定の内容などを

確認できる調査を心掛け、産別・単組から貴重

な情報を得ることができた。 

○ 収集・整理した情報は、メールマガジンで効

率的に、「ビジネス・レーバー・トレンド」で分

かりやすく紹介するなど機動的に提供した。 

○ 定点観測調査第９回「勤労生活に関する調
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第９回「勤労生活に関する調査」 

 

○ 要請調査 

厚生労働省からの要請に基づき、重要性の

高い以下のテーマについての調査を実施し、

調査結果・集計データを要請部局に提供。 

 

  ・要請調査（課題）４件 

（令和５年度要請） 

「技能実習制度の活用状況における国内の

管理団体・実習実施者・技能実習生への

調査」（管理団体、実習実施者、技能実習

生への WEBアンケート調査） 

（令和６年度要請） 

「人材育成と能力開発の現状と課題に関

する調査（企業調査・労働者調査）」 

      「短時間労働者に対する被用者保険の適

用拡大が労働市場に与える影響調査」

（企業郵送アンケート調査、労働者 Web

調査） 

    （令和７年度要請） 

   「最低賃金の引上げと企業行動に関する調

査」（パネル） 

 

・要請調査（緊急）６件 

（令和５年度要請） 

「ものづくり産業の人材育成・処遇とデジ

タル化に関する調査」（企業アンケート

調査） 

「AIの職場導入の影響に関する従業員 

調査」（労働者 webアンケート） 

（令和６年度要請） 

「ものづくり産業における DXと人材育成

に関する調査」（企業調査） 

「働く意識の変化や新たなテクノロジー

に応じた労働の質の向上のための人材

戦略に関するアンケート調査」（企業調

査・労働者調査）、及び事例収集 

（令和７年度要請） 

「ものづくり産業における人材確保・定

着と技能継承に関する調査」（企業調

査」では、定点的に聞く設問に加え、特集テー

マとして「物価と賃金」の設問を設けて調査を

実施した。 

○ 要請調査については、年度当初から実施する

課題調査と、年度途中に要請される緊急調査も

加え、計 11 テーマの調査を同時進行で行って

いる。 

○ 厚生労働省からの要請調査については、緊密

に要請元と協議しながら、的確かつ効率的な調

査実施に努めた。調査結果は、各種白書や審議

会等の議論の基礎資料となっている。 
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査） 

「労働者の働き方の現状と意識の変化に

関する調査」（企業調査・労働者調査） 

 

＜活用事例＞ 

（令和４年度要請） 

「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡

大が労働市場に与える影響調査」 

  ⇒第 217回国会・内閣参質 217第 110号 

  答弁書（石破内閣総理大臣）で引用（5/13） 

（令和５年度要請） 

 「ものづくり産業の人材育成・処遇とデジタ

ル化に関する調査」（企業アンケート調査） 

   ⇒第 54回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（12/23） 

   ⇒第 55回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（1/23） 

   ⇒第 56回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（2/24） 

 「同一労働同一賃金の対応状況等に関する労

働者調査」 

⇒第 21 回労働政策審議会 職業安定分科会

雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部

会)の資料 4 及び参考資料 3 として引用

（5/21） 

⇒第 215回労働政策審議会職業安定分科会・

参考資料 1-2として引用（7/23） 

⇒第 23 回労働政策審議会 職業安定分科会 

雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部

会・資料 3及び参考資料 2として引用（8/8） 

⇒第 24 回労働政策審議会 職業安定分科会 

雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部

会・参考資料 1として引用（9/21） 

⇒第 25 回労働政策審議会 職業安定分科会 

雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部

会・参考資料 2として引用（9/26） 

⇒第 26 回労働政策審議会 職業安定分科会 

雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部

会・参考資料 4として引用（10/22） 

「AIの職場導入の影響に関する従業員調査」 
  ⇒ OECD レビュー「Artificial Intelligence 
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   and the Labour Market in Japan」で活用

（11/28） 

（令和６年度要請） 

「人材育成と能力開発の現状と課題に関する

調査（労働者調査）」 

 ⇒第 54 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（12/23） 

 ⇒第 55 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（1/23） 

  ⇒第 56 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（2/24）  

「ものづくり産業における DX と人材育成に関

する調査」（企業調査） 

 ⇒2025年版ものづくり白書で引用（5/30） 

 ⇒第 54 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（12/23） 

 ⇒第 55 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（1/23） 

  ⇒第 56 回労働政策審議会人材開発分科会・

参考資料 1として引用（2/24） 

「働く意識の変化や新たなテクノロジーに応

じた労働の質の向上のための人材戦略に関す

るアンケート調査（企業調査・労働者調査）  

⇒令和 7年版労働経済白書（9/30）で引用 

「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡

大が労働市場に与える影響調査」 

   ⇒第 219回国会・内閣衆質 219第 191号答弁

書（高市内閣総理大臣）で引用（12/23） 

＜記者発表＞ ３件 

・「ものづくり産業における DXと人材育成に関

する調査」（企業調査）（5/9） 

・「社会保険の適用拡大への対応状況等に関 

する調査」（企業郵送調査） 及び「働き方に

関するアンケート調査」（労働者 Web 調査）

結果」（9/8） 

・「働く意識の変化や新たなテクノロジーに応

じた労働の質の向上のための人材戦略に関

するアンケート調査」（企業調査・労働者調

査）（9/16） 
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ロ  海外労働事情の収

集・整理 
国際比較の観点から重

要性の高い海外主要国や

アジア諸国を対象に、労

働関係情報を国別に収

集・整理する。その際、対

象国の労働政策、法制度

の情報だけではなく、労

働市場、雇用慣行など各

対象国における政策や制

度に関連する諸要因につ

いても収集・整理する。ま

た、喫緊の政策課題等に

対応した情報収集・整理

を行う。 
情報収集の成果につい

ては、政策検討資料等と

して取りまとめて厚生労

働省に提供するととも

に、ニュースレター等に

より国民各層等に幅広く

提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ  海外労働事情の収

集・整理 
海外主要国（英、米、独、

仏、中、韓、その他我が国

との経済関係が強いアジ

ア主要国等）及び国際主

要機関（EU・OECD・ILO）

を対象に、労働政策研究

の基盤となる労働関係情

報を国別・機関別に収集・

整理する。その際、対象国

の労働政策、法制度の情

報だけではなく、労働市

場、雇用慣行など各対象

国における政策や制度に

関連する諸要因について

も収集・整理する。また、

喫緊の政策課題等に対応

した情報収集・整理を行

う。 
情報収集の成果につい

ては、政策検討資料等と

して取りまとめて厚生労

働省に提供するととも

に、ニュースレター等に

より国民各層等に幅広く

提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 海外労働事情の収集・整理 

○ 海外主要国（英、独、仏、中、韓等）及び

主要な国際機関（EU、OECD、ILO）を対象に、

労働政策研究の基盤となる最新の労働情報

を収集・整理した。情報の収集・整理に当た

っては、国際比較の観点を踏まえ、対象国の

労働市場、雇用慣行、政策・制度に関する諸

要因も合わせて総合的に収集・整理を行っ

た。 

○ 海外情報については、随時、厚生労働省等

関係者に情報を提供するとともに、ホームペ

ージを通じて、広く一般に提供した。令和７

年度の情報提供件数は 151 件で、年度目標

（150件以上）に対する達成度は 100.7％（前

年度実績 150件）。 

○ 厚生労働省からの要請に基づき、重要性の

高い以下のテーマについて調査を実施し、結

果を要請部局に提供した。また、各国の労働

政策、労働関連の法改正、最低賃金、労働争

議の動向など、喫緊の政策課題に対応したテ

ーマ別情報収集を行い、ホームページ等によ

り国民各層等に幅広く提供した。このほか、

日系企業をはじめ国内の関心が高いインド、

ミャンマー、カンボジア、ベトナムなどアジ

ア諸国の情報収集・提供の強化にも努めた。 

 

○ 要請調査 

・「欧米主要国における賃上げの在り方に関

する調査研究」（令和７年度課題） 

・「育成就労制度における技能の見える化等

の検討のためのアジア地域における各国

の能力評価制度調査（インドネシア、ベト

ナム、カンボジア、タイ、ミャンマー）」（令

和７年度課題） 

・「諸外国の公共職業安定機関等における AI

の導入状況の調査」（令和７年度緊急） 

・「組織再編に伴う労働法制及び実務上の影

響に関する海外調査」（令和７年度緊急） 

・「求職者支援制度の在り方等の見直し検討

のための調査（英独仏）」（令和７年度第３

四半期緊急）    

 

○ 海外情報の収集・整理にあたっては、対象国

の労働政策、法制度の情報だけでなく、労働市

場や雇用慣行などの実態把握にも努めた。ま

た、長年構築されてきたネットワーク等を最大

限に活用し、様々な関係者を通じた情報収集に

も努めた。 

○ 海外情報提供実績は、年度目標を上回った。 

○ 有識者評価は、目標（2.0 以上）を上回り、

2.64であった（達成度 132.0％）。 

○ 有識者アンケートでは、「国外の労働問題に

ついて、体系的・継続的にトピックを収集・公

開しているのは日本でほぼ唯一であり、正確な

労働事情を学ぶうえで不可欠である。今後も継

続されることを望む」「海外の労働情報は、イン

ターネット上にも多数存在するが、その信頼性

や制度的背景の理解には慎重さが求められる。

その点、JILPT の海外情報は一次資料や制度背

景を踏まえて整理されており、信頼できる拠り

所として活用している」「英語圏ではない国の

情報は，自分では現地記事に直接アクセスでき

ないので，特に有益」といった意見が寄せられ、

好評を得ている。 

 

 

 

○ 令和７年度の厚生労働省からの要請調査（課

題・緊急）については、緊密に要請元と協議し

ながら、的確かつ効率的な調査実施に努めた。

調査結果は、各種審議会等の議論の基礎資料と

なっている。 

○ 厚生労働省からの要請に応え、令和７年度

は、左記調査のうち継続中のものを除く３件に

ついて、成果を要請元へ提出又はウェブサイト

で公開し、厚生労働省内の政策議論等に供し

た。 

○ 提供した情報の中には、厚生労働省審議会分

科会資料に引用されるものがあるなど、有効に

活用された。 

○ 「育成就労制度における技能の見える化等の

検討のためのアジア地域における各国の能力
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ハ 各種統計データ等の

収集・整理 
広範囲の情報源を活用

して、労働関係の統計に

係る各種データを継続的

に収集・整理するととも

に、これらを分析・加工

し、既存の数値情報では

得られない有益かつ有効

な情報を作成する。 
また、アンケート調査

の個票など機構が調査研

究を通じて取得したデー

タ等をデータ・アーカイ

ブとして整備し公開する

取組について、さらなる

利用促進を図る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 各種統計データ等の

収集・整理 
広範囲の情報源を活用

して、労働関係の統計に

係る各種データを継続的

に収集・整理する。 
また、これらを「主要労

働統計指標」や「最近の統

計調査結果から」等とし

て取りまとめるととも

に、分析・加工し、労働統

計加工指標、国際比較労

働統計等既存の数値情報

では得られない有益かつ

有効な情報を作成する。 
さらに、調査研究を通

じて取得したデータ等を

データ・アーカイブとし

て整備し公開する取組に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○テーマ別情報収集 

（最低賃金関係） 

・米英独仏に加え、韓国、中国、カンボジア、

ベトナムの最賃改定情報を提供した。 

（労働争議関係） 

・米（フォルクスワーゲン、連邦政府職員等）、

独（公共部門等）などの労働争議に関する

情報を提供した。 

 

 ＜活用事例＞ 

・令和５年度要請「諸外国の労働時間法制と

ホワイトカラー労働者への適用に関する

調査（韓国、カナダ、アイルランド、ＥＵ）」

および、同「勤務間インターバル制度等の

海外における導入及び運用状況等に関す

る調査（英米独仏）」 

  ⇒厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会

（5/13,6/6,12/24）資料として引用。 

・国別労働トピック（ILO）の内容が、総務省

「情報通信政策研究 第 9巻第 1号」（令和

7年 12月 23日刊行）に引用。 

 

ハ 各種統計データ等の収集・整理 

○ 労働関係の統計に係る各種データを継続

的に収集・整理し、「主要労働統計指標」、「最

近の統計調査結果から」等によりホームペー

ジで提供した。 

○ 労働に関する各種統計指標及び統計数値

を理解する上で参考となる制度を国際比較

が可能な形で編集・掲載した『データブック

国際労働比較 2026』を作成した。 

○ データを収集・整理し、分析・加工を行っ

た『ユースフル労働統計 2025』を作成した。

また、加工指標のうち、需要不足失業率等に

ついては、「統計トピックス」としてホームペ

ージに掲載し、直近のデータに基づき随時更

新した。 

○ アーカイブデータとして計 34 本を公開し

た。併せて機構 HPの「パネル・定点観測」リ

スト内に「労働契約」「CSR・人事戦略」「海外

派遣勤務」カテゴリを追加し、期間限定・ア

評価制度調査」において実施した現地調査（イ

ンドネシア・ベトナム）の概要を、厚生労働省

「技能評価システム（技能競技大会・技能検定）

を通じた技能移転事業」第３回検討委員会（2026

年１月７日）に提供した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 有識者評価は、年度目標（2.0 以上）を上回

る 2.62であった（達成度 131.0％）。 
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ニ 図書資料等の収集・

整理 
内外の労働関係図書資

料等を、総合的・体系的に

収集、整理、保管し、調査

研究及び労働行政担当職

員研修の効果的な推進等

を支援する。 
また、図書資料等を一

般公開し、行政関係者及

び外部の研究者等の利用

に供して、その有効活用

を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ついて、さらなる利用促

進を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ 図書資料等の収集・

整理 
内外の労働関係図書資

料等を、総合的・体系的に

収集、整理、保管し、調査

研究及び労働行政担当職

員研修の効果的な推進等

を支援する。 
併せて、これら図書資

料は、閲覧、貸出、複写、

レファレンスサービス等

を通じて、行政関係者及

び外部の研究者、労使実

務家等の利用に供し、そ

の有効利用を図る。 
なお、図書館運営業務

については、外部専門業

者への委託により、効率

化・簡素化を図るととも

にサービス向上に努め

る。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーカイブ特集に「危機・災害関連」「AI・新技

術関連」を新設した。また、外部ストレージ

経由のデータ提供を開始して利便性を高め、

利用実績は利用承認件数が 45 件、利用デー

タ本数が 68本であった。 

 

＜活用事例＞ 

・「データブック国際労働比較」 

 ⇒厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科

会」資料に引用。 

・「ユースフル労働統計」 

 ⇒厚生労働省「令和７年版労働経済の分析」

に引用。 

 

ニ 図書資料等の収集・整理 

○ 毎月、研究員等から調査研究・研修に必要

な資料の要望を聴取しつつ、内外の労働関係

図書資料の収集、整理等を実施している。 

○ 図書資料は、閲覧、貸出、複写サービス、

紹介、所蔵・文献調査等のレファレンスへの

回答等を通じて、行政関係者、研究者、学生、

労使実務家などの外部利用者にも積極的に

提供している。 

○ 直接の来館が困難な利用者向けに、国立情

報学研究所の図書館間相互貸借・複写制度に

よる他の図書館等を通じた貸出・複写サービ

スを提供し、図書資料の有効利用を図ってい

る。 

○ 業務の効率化・簡素化を図るため、労働図

書館の運営について外部委託を行っている

（平成 28 年４月～）。 

○ 企画展示の実施 

   ・常設展示「千束屋看板と豊原又男」 

  ・第１会期 機関誌『安全第一』と蒲生俊文 

   (6/30～12/26)  

・第２会期 「最低賃金法の歴史－当館所蔵

資料より」（1/23-3/31）(会期延長：～9/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 図書資料の収集・整理を適切に行うことで機

構の調査研究活動等を支援するとともに、資料

の一般公開により 外部の研究者等のニーズに

応え、来館者から高い評価を得ている。 

○ 国会図書館や大学図書館、労働組合等から運

営や蔵書等についての問い合わせがあるなど、

労働専門図書館として広く認知されている。 

○ 外部委託により、委託業者のノウハウや創意

工夫を活かした効率的な運営、企画展示の実施

等、利用者へのサービス向上が図られている 。 

 

 

 

 

 

 

○ 労働図書館の周知・広報の一環として、『千束

屋看板と豊原又男』と題し、労働図書館におい

て所蔵する「千束屋看板」と、職業紹介事業の

父であり千束屋看板の所有者であった「豊原又

男」について関連資料を紹介した。 
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（２）評価における指標 

情報の収集・整理に関

する評価について、以下

の指標を設定する。 

１．国内情報収集成果の

提供件数を毎年度延べ

140件以上確保する。

（第４期実績平均：152

件） 

２．海外情報収集成果の

提供件数を毎年度延べ

150件以上確保する。

（第４期実績平均：159

件） 

３．有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの国

内労働事情を利用した

ことのある者から、下

記基準により2.0以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あま

り有益でない：１、有益

でない:０〕（新規指標

のため実績なし） 

４．有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの海

外労働情報を利用した

ことのある者から、下

記基準により2.0以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あま

り有益でない：１、有益

でない:０〕（新規指標

のため実績なし） 

５．有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの統

計情報を利用したこと

のある者から、下記基

（２）評価における指標 
情報の収集・整理に関

する評価について、以下

の指標の達成を目指す。 
① 国内情報収集成果の

提供件数を毎年度延べ

140件以上確保する。 

 

 

② 海外情報収集成果の

提供件数を毎年度延べ

150件以上確保する。 

 

 

③ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの国

内労働事情を利用した

ことのある者から、下

記基準により 2.0 以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あま

り有益でない:１、有益

でない：０〕 

 

④ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの海

外労働情報を利用した

ことのある者から、下

記基準により 2.0 以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あま

り有益でない:１、有益

でない：０〕 

 

⑤ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの統

計情報を利用したこと

のある者から、下記基

（２）評価における指標 
情報の収集・整理に関

する評価について、以下

の指標の達成を目指す。 
① 国内情報収集成果の

提供件数を延べ 140 件

以上確保する。 

 

 

② 海外情報収集成果の

提供件数を延べ 150 件

以上確保する。 

 

 

③ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの国

内労働事情を利用した

ことのある者から、下

記基準により 2.0 以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あまり

有益でない:１、有益で

ない：０〕 
 
④ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの海

外労働情報を利用した

ことのある者から、下

記基準により 2.0 以上

の評価を得る。〔大変有

益：３、有益:２、あま

り有益でない:１、有益

でない：０〕 

 
⑤ 有識者を対象とした

アンケート調査におい

て、ホームページの統

計情報を利用したこと

のある者から、下記基

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標につい

て、所期の目標を達成

しているか。 

（２）評価における指標 

 

 

 

①実績 147 件（前年度 144 件）達成度 105.0％

（再掲） 

 

 

 

②実績 151 件（前年度 150 件）達成度 100.7％

（再掲） 

 

 

  

③有識者アンケートによる「国内労働事情」の

有益度評価 

有益度：2.54、達成度 127.0％（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④有識者アンケートによる「海外労働事情」の

有益度評価 

有益度：2.64、達成度 132.0％（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤有識者アンケートによる「統計情報」の有益

度評価 

有益度：2.62、達成度 131.0％（再掲） 
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準により2.0以上の評

価を得る。〔大変有益：

３、有益:２、あまり有

益でない：１、有益でな

い:０〕（新規指標のた

め実績なし） 

６．機構が調査研究を通

じて取得したデータ等

をデータ・アーカイブ

として整備し公開する

取組について、さらな

る利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○内外労働事情、各種統

計データ等の収集・整

理・活用実績 

・モニター調査／定点

観測的調査実績 

・「主要労働統計指

標」、「最近の統計調

査結果から」の作成

件数 

・ホームページ掲載統

計の充実・活用実績 

・アーカイブの充実・活

用実績 

・各種刊行物等公表実

績 

○図書資料の収集・整理・

活用実績 

・来館者、貸出、複写、

レファレンスの件数 

 

準により 2.0 以上の評

価を得る。〔大変有益：

３、有益:２、あまり有

益でない:１、有益でな

い：０〕 

 

⑥ 機構が調査研究を通

じて取得したデータ等

をデータ・アーカイブ

として整備し公開する

取組について、さらな

る利用促進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
（参考指標） 
○内外労働事情、各種統

計データ等の収集・整

理・活用実績 
・モニター調査/定点観

測的調査実績 
・「主 要労働統計指

標」、「最近の統計調

査結果から」の作成

件数 
・ホームページ掲載統

計の充実・活用実績 
・アーカイブの充実・活

用実績 
・各種刊行物等公表実

績 
○図書資料の収集・整理・

活用実績 
・来館者、貸出、複写、

レファレンスの件数 

準により 2.0 以上の評

価を得る。〔大変有益：

３、有益:２、あまり有

益でない:１、有益でな

い：０〕 

 
⑥ 機構が調査研究を通

じて取得したデータ等を

データ・アーカイブとして

整備し公開する取組につ

いて、さらなる利用促進を

図る。 
 
 
 
 
 
 
 
（参考指標） 
○内外労働事情、各種統

計データ等の収集・整

理・活用実績 
・モニター調査/定点観

測的調査実績 
・「主要労働統計指

標」、「最近の統計調

査結果から」の作成

件数 
・ホームページ掲載統

計の充実・活用実績 
・アーカイブの充実・活

用実績 
・各種刊行物等公表実

績 
○図書資料の収集・整理・

活用実績 
・来館者、貸出、複写、

レファレンスの件数 
 

 

 

 

 

 

 

⑥データ・アーカイブの利用促進 

・アーカイブデータとして 34 本を公開（再

掲） 
・機構 HPの「パネル・定点観測」リスト内に

「労働契約」「CSR・人事戦略」「海外派遣勤

務」カテゴリを追加し、期間限定・アーカ

イブ特集に「危機・災害関連」「AI・新技術

関連」を新設（再掲） 
・外部ストレージ経由のデータ提供を開始し

て利便性を高めた（再掲） 
・利用実績は利用承認件数が 45 件、利用デ

ータ本数が 68本であった（再掲） 

 

（参考指標） 

 ○内外労働事情、各種統計データ等の収集・整

理・活用実績 

・「主要労働統計指標」、「最近の統計調査結果

から」をそれぞれ 12 回とりまとめ 

・ホームページ「統計情報」のページビュー

数約 488万件（前年度実績約 355万件） 

・ホームページ掲載統計の活用実績 

「データブック国際労働比較」（厚生労働省

「労働政策審議会労働条件分科会」資料に

引用）（再掲） 

「ユースフル労働統計」（厚生労働省「令和７

年版労働経済の分析」に引用）（再掲） 
 

○図書資料の収集・整理・活用実績 

・来館者数 609人（前年度実績 648人） 

・貸出冊数 674冊（前年度実績 698冊）  

・複写件数 679件（前年度実績 689件）  

・レファレンス件数 587件（前年度実績 735

件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・政策課題が複雑化・多様化する中、引き続き質

の高い情報の収集・整理・分析や、政策ニーズに

対応した調査や情報収集を体系的・継続的かつ機

動的に実施する必要がある。 
・このため、専門人材の確保・育成に努めるとと

もに、DX の推進により、実施体制の一層の強化

を図っていく。 
・さらに、研究基盤として蓄積したデータの価値

を高めるため、オープンデータ化やデータ利活用

の促進・高度化を進めていく。 
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４．その他参考情報 
【目標の設定及び水準の考え方】 

・労使関係者等のニーズに対応した情報収集・整理の実績を測る指標として、国際比較の重要度が増していることを踏まえ、国内外の情報収集成果の提供件数を採用することとする。 

・収集・整理された情報について、国内労働事情、海外労働情報、統計情報に区分し、有識者による有益度評価を指標として採用することとする。 

・オープンデータの推進に向けた取組を測る指標として、データ・アーカイブの利用促進を定性的指標として設定することとする。 

・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定すること

とする。 
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１－１－４－１中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 労働政策研究等の成果及び政策提言の普及 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労

働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休

暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図る

こと（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適

正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・

若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－

４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職

業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を

参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等を

すること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第４号、第６号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期
間 

平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

メールマガジンの発行（実績） 週２回発行 週２回 週２回 週２回 週２回 週２回  予算額（千円） 187,953 190,054 198,060 210,419  

同上（達成度）  100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  

決算額（千円） 186,056 187,643 197,914 209,372  メールマガジン読者アンケートでの有

意義度評価（実績） 
有意義度の平均

点 2.0以上 
2.33 2.35 2.37 2.38 2.35  

同上（達成度）  116.5％ 117.5％ 118.5％ 119.0％ 117.5％  

経常費用（千円） 199,026 187,459 201,935 203,892  
労働政策フォーラムの開催（実績） 

年 間 ６ 回 開 催

（うち３回以上

はオンライン） 

６回 
６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 6 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 5 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 4 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 5 回) 
 

同上（達成度）  100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  

経常利益（千円） △586 5,765 7,162 6,337  
労働政策フォーラムの参加者数（実績） 

オンライン開催

の場合において

平均 430人以上 

― 859人 468人 526人 474人  

同上（達成度）  ― 199.8％ 108.8％ 122.3％ 110.2％  独立行政法人の業務

運営に関して国民の

負担に帰せられる行

政コスト（千円） 

139,930 135,623 148,336 150,515  労働政策フォーラム参加者アンケート

での有意義度（実績） 
有意義度の平均

点 2.2以上 
2.41 2.41 2.48 2.56 2.47  

同上（達成度）  121％(※) 109.5％ 112.7％ 116.4％ 112.3％  従事人員数（人） 6 7 8 8  

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

（※）前中期目標期間の達成目標は「有意義度の平均 2.0 以上」 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 
  

 

３ 労働政策研究等の成果

及び政策提言の普及 

（１）研究成果及び政策提

言の更なる普及促進 

労使実務家を始めとす

る国民各層における政策

課題についての関心・理

解を深めることを目的と

して、研究成果の普及に

ついて、ホームページ等

の多様な媒体を有機的に

連携させた情報発信を積

極的に推進し、機構ホー

ムページ等については成

果普及の中心手段と位置

付け、調査研究成果、情報

の発信方法を再検討し、

インターネットの更なる

活用などにより、広報機

能の更なる強化に努める

こと。 

また、労働政策に関す

る政策提言については、

政策的対応が特に求めら

れる諸課題について、政

策提言・政策論議の活性

化を図ることを目的とし

て、労働政策研究等の成

果を踏まえ、機構内外の

研究者、政策担当者、労使

関係者等が参加する労働

政策フォーラムを開催す

ること。 

さらに、労働政策を取

り巻く現状や機構におけ

る調査研究の成果を踏ま

 

 

３ 労働政策研究等の成果

及び政策提言の普及 

（１）研究成果及び政策提

言の更なる普及促進 

機構の事業及び調査研

究について、国民の認知

度や理解度を高めるとと

もに、労使関係者など国

民の労働政策に関する政

策議論を活性化させるた

め、ホームページ等にお

ける研究成果のビジュア

ル化など広報機能を更に

強化する。 

また、調査研究成果、情

報の発信方法を再検討

し、インターネットの更

なる活用などにより、成

果物を効果的に普及でき

るよう取り組む。 

具体的には、以下のと

おり業務を実施する。 

 

イ メールマガジン 

労働政策研究等の成果

については、当該成果を

速やかに整理して情報発

信するメールマガジンを

発行し、労使実務家を始

めとする国民各層に幅広

く提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 労働政策研究等の成果

及び政策提言の普及 

（１）研究成果及び政策提

言の更なる普及促進 

機構の事業及び調査研

究について、国民の認知

度や理解度を高めるとと

もに、政策議論を活性化

させるため、研究成果の

ビジュアル化など広報機

能を強化する。 

また、インターネット

の更なる活用などによ

り、成果物の効果的な普

及に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ メールマガジン 

労働政策研究等の成果

については、当該成果を

速やかに整理して情報発

信するメールマガジンを

発行し、労使実務家を始

めとする国民各層に幅広

く提供する。 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

○機構の事業及び研

究成果について、ホ

ームページ等の多

様な媒体を有機的

に連携させた情報

発信により労使実

務家を始めとする

国民各層における

政策課題への関心・

理解を深めている

か。 

○研究成果のビジュ

アル化、インターネ

ットの更なる活用

による効果的な普

及に取り組んでい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な業務実績＞ 

 

３ 労働政策研究等の成果及び政策提言の普及 

 

（１）研究成果及び政策提言の更なる普及促進 

○ メールマガジンやホームページ、また、ホ

ームページに開設した機構公式ＳＮＳ（Ｘ：

旧ツイッター）など、機構の多様な媒体を有

機的に連携させて研究成果を発信した。 

○ とくに上記機構公式ＳＮＳでは、新着情報

を日々発信するなど、引き続き研究成果の効

果的な普及に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ メールマガジン 

○ 評価における指標 

 ・発行頻度（週２回発行） 

   毎週水曜日と金曜日の週２回発行した。 

・読者アンケートの有意義度（2.0 以上） 

   2.35（前年度 2.38） 

  ・メールマガジン読者数（７年度末） 

48,189人（前年度末実績 48,217人） 

 

○ 機構の調査研究成果や調査部門の国内外

の取材・レポート記事の他、労働関連の政策

動向、統計調査結果、労使団体の動向、企業

の人事制度をめぐる動き、労働問題に関連す

＜評定＞：Ｂ 
＜根拠＞ 
 
 
 
○ 左記のとおり、機構の多様な媒体を有機的に

連携して情報発信を行った。 
 
○ 左記のとおり、インターネットの更なる活用

を図ることで研究成果の効果的な普及を行っ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 年度計画どおり週２回発行し、読者アンケー

トの有意義度は2.35（達成度：117.5％）となっ

た。「メールマガジン労働情報」の広報を行うと

ともに、適切な情報の充実に努めた結果、年度

末の読者数は48,189人と、ほぼ前年度と同水準

を維持した。 

○ 読者アンケートにおいて、「中立・客観的な視

点で信頼できる有益な情報が多い」、「国内から

海外まで様々な情報が幅広く貴重なデータソ

ース」、「深掘りしたい場合は出典リンクが必ず

付いているので大変役立つ」、「欲しい情報が集

約されている。百科事典のような存在」等の評

価を得る一方、「多様な読者のニーズに応える
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え、毎年度、政策の検討課

題・論点を抽出した上で、

政策提言に係るレポート

を作成し、厚生労働省に

提示するとともに、ホー

ムページで公表するな

ど、政策提言機能の強化

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ホームページ等 

研究成果の普及につい

て、ホームページ等の多

様な媒体を有機的に連携

させた情報発信を積極的

に推進するとともに、機

構ホームページを成果普

及の中心手段と位置付

け、広報機能の強化に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ホームページ等 

研究成果の普及につい

て、ホームページ等の多

様な媒体を有機的に連携

させた情報発信を積極的

に推進するとともに、機

構ホームページを成果普

及の中心手段と位置付

け、広報機能の強化に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るセミナーなど雇用・労働分野の最新ニュー

スを提供した。 

 

○ 調査研究成果をテーマ別に紹介する特別

号、および機構の定期刊行物や統計・海外関

連の記事を紹介する特別号を各１回（5/2、

1/7）発行した。 

・５月の特別号のテーマ：「データ・アーカイ

ブ」「政策論点レポート」「人口減少社会」

「キャリア形成支援・職業情報」 

・１月の特別号の内容：最新の調査研究成

果、『日本労働研究雑誌』『ビジネス・レー

バー・トレンド』および「ちょっと気にな

るデータ」の前年バックナンバー、国別ト

ピックの前年記事の紹介（編集部選）、国際

ワークショップ開催報告 

 

ロ ホームページ等 

○ 調査研究成果等について、ホームページに

掲載するタイミングに合わせてメールマガ

ジンで紹介するなど、複数の媒体を連携させ

ながら成果の普及を行った。 

○ 政策ニーズや社会的関心の高いテーマご

とに情報を体系的に集約したポータルサイ

トを設置し、研究成果、統計情報、解説資料

を一体的に提供した。 

・個人パネル調査「仕事と生活、健康に関す

る調査」（JILLS-i）の概要、分析結果 

・賃金・賃上げ等に関する調査研究成果等―

JILPT の最近の調査・研究成果、統計情報等

（2017 年度～）― 

○ 機構の発信力強化の一環として、政労使関

係者に資する労働をめぐる情報や論点等を

提示するため、引き続き、研究員等によるリ

サーチアイを掲載した。 

 ・リサーチアイの掲載件数：６本（前年度３

本） 

○ 令和５年度に開設した機構公式ＳＮＳ

（Ｘ：旧ツイッター）において、引き続き新

着情報の発信に努めている。 

○ 令和６年度の各成果について、調査目的や

にはやむを得ないと思うが、情報過多に感じ

る」、「レイアウトや文字の工夫があるともっと

読みやすい」、「過去記事のデータベース化を希

望」、「地方の労働情報も知りたい」等の意見も

あった。アンケート結果等も踏まえ、よりわか

りやすい簡潔な紹介に努めるとともに、企業・

キャリア支援をはじめ労働関係者のニーズに

あった情報の提供に努めていく。 

 

○ 特別号では、当該テーマに関連した機構の調

査研究成果のみならず、定期刊行物や統計記

事・海外情報記事等の関連情報も併せて載せる

ことで、機構の事業及び調査研究成果の効果的

な情報発信につなげている。 

 
 
 
○ ホームページについて、有識者アンケートで

は、「有益な情報が得ることができる」、「アウト

プットが豊か」、「簡単にアクセスできるのが有

難い」、「よく整理された客観的情報が提供され

ている」、「内容の水準・信頼度がいずれも高く

大変勉強になる」などの評価を得た一方、「文字

中心のページが多いので、挿絵や図表の挿入や

レイアウトの工夫があるとよい」、「検索機能や

カテゴリ整理がさらに充実すると有難い」とい

った声も寄せられた。必要な情報を的確に提供

できるように、引き続き、ニーズの高い情報を

目立つ場所で紹介するなどの工夫を継続して

いく。 

○ 広報機能の強化を目的に、政策ニーズや社会

的関心の高いテーマごとに情報を体系的に集

約したポータルサイトを設置し、研究成果、統

計情報、解説資料を一体的に提供した。また、

令和５年度に開設した機構公式ＳＮＳ（Ｘ：旧

ツイッター）を通じて、新着情報や行事等のき

め細かい発信を行い、研究成果の効果的な普及

や利用者の利便性向上を図っている。 
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ハ 研究専門雑誌 

研究者、専門家等によ

る質の高い政策論議、政

策提言を促進するため、

レフリー（審査員）制の研

究専門雑誌を発行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 労働政策フォーラム  

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハ 研究専門雑誌 

研究者、専門家等によ

る質の高い政策論議、政

策提言を促進するため、

レフリー（審査員）制の研

究専門雑誌を発行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 労働政策フォーラム  

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実発見、政策的インプリケーションなどを

コンパクトに取りまとめた「成果の概要」を

ホームページで公表した。 

○ 令和６年度に実施した様々な調査研究成

果から示唆される政策的インプリケーショ

ンについて整理・提示した「令和６年度成果 

政策論点レポート」をホームページで公表し

た。 

 

ハ 研究専門雑誌 

◯ 『日本労働研究雑誌』を月１回(年度中 12

回)発行した。 

◯ 特集テーマの設定に当たっては、読者アン

ケートや有識者アンケートでの要望はもと

より、我が国が直面する重要な政策課題に対

応したテーマを選定するとともに、重要な政

策動向のタイミングに合わせて第一線の研

究者による最新の研究成果を提供した。 

（特集テーマ） 

５月号 ストライキ 

６月号 公的統計データ利用の現状と課題

――行政と研究者のコラボのため

に 

７月号 福利厚生の意義を問い直す 

８月号 人事施策はいかに浸透するか 

９月号 労働研究における教育 

10月号 非正規雇用の現在 

11月号 ディアローグ：労働判例この１年の

争点／特集：警備の世界における労

働問題 

12 月号 賃金の現在地を探る――変わった

のか，変わっていないのか？ 

１月号 情報への配慮・配慮のための情報 

特別号 2025年労働政策研究会議報告 

2・3月号 学界展望：労働法理論の現在、公

募特集：フレキシブルな働き方の

実態・影響・課題 
４月号 初学者に語る労働問題 

 

ニ 労働政策フォーラム等 

○ 評価における指標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 日本労働研究雑誌については、読者アンケー

ト・有識者アンケートにより、「専門性の高い、

信頼に足る論文が多く載せられている」、「労働

に関する新しい研究動向を知ることができ

る」、「タイムリーな特集の設定」等の評価を得

ており、有益度は2.59（前年度2.63）となった。 

○ 昨年度に引き続き、テーマを特定した論文を

募集し短期間での厳正な査読審査により最新

の研究成果を掲載する投稿論文特集を企画し、

多くの研究者・実務家に論文発表の機会を広く

提供した。 

特集テーマ：フレキシブルな働き方の実態・影

響・課題（2・3月号掲載）採択３本（論文２本、

研究ノート１本） 

◯ 「賃金の現在地を探る─変わったのか，変わ

っていないのか？」や「非正規雇用の現在」、「人

事施策はいかに浸透するか」等、重要な政策課

題についての特集を組むことで政策論議に貢

献した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 引き続き、オンラインを活用して労働政策フ



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言・政策論議の

活性化を図るため、労働

政策研究等の成果を踏ま

え、機構内外の研究者、政

策担当者、労使関係者等

が参加する労働政策フォ

ーラムを開催する。開催

に当たっては、その効果

をより高めるため積極的

にオンラインを活用す

る。 

さらに、労働政策を取

り巻く現状や機構におけ

る調査研究の成果を踏ま

え、毎年度、政策の検討課

題・論点を抽出した上で、

政策提言に係るレポート

を作成し、厚生労働省に

提示するとともに、ホー

ムページで公表するな

ど、政策提言機能の強化

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の事業（附帯す

る業務） 

労働政策に関する調査

政策提言・政策論議の

活性化を図るため、労働

政策研究等の成果を踏ま

え、機構内外の研究者、政

策担当者、労使関係者等

が参加する労働政策フォ

ーラムを開催する。開催

に当たっては、その効果

をより高めるため積極的

にオンラインを活用す

る。 

さらに、労働政策を取

り巻く現状や機構におけ

る調査研究の成果を踏ま

え、政策の検討課題・論点

を抽出した上で、政策提

言に係るレポートを作成

し、厚生労働省に提示す

るとともに、ホームペー

ジで公表するなど、政策

提言機能の強化に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の事業（附帯す

る業務） 

労働政策に関する調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広く労使実務家等

を対象とした教育

講座事業を適正な

・年間６回開催（うち３回以上はオンライ

ン）：実績６回（オンライン５回、ハイブリ

ッド１回） 

・オンライン開催による参加人数（平均 430 

人以上）：平均 474人（ハイブリッド開催を

除く。ハイブリッド開催を含めても平均

487人と目標を上回る。）、達成度 110.2％ 

・参加者アンケートの有意義度（2.2 以上）

2.47（前年度実績 2.56）、達成度 112.3％ 

○ 機構の研究成果の紹介とともに、政策の検

討課題や論点について議論を行う重要な機

会として以下のテーマで実施した。 

・第１回「多様化する若者の初期キャリアの

現在」（７月 18 日～24 日／オンライン開

催） 

   参加人数 610人、有意義度 2.37 

・第２回「健康格差社会とミドル・シニアの

ウェルビーイング」 （８月 30日～９月５

日 オンライン開催） 

参加人数 548人、有意義度 2.47 

・第３回「企業におけるデジタル技術の活用

と人材育成」 （12月 24日～１月８日／オ

ンライン開催） 

参加人数 453人、有意義度 2.42 

・第４回「労働者協同組合の成功事例と教訓 

：日本から東南アジアへ」（１月 15日／オン

ライン開催） 

参加人数 255人、有意義度 2.25 

・第５回「安全で信頼できる AI によって支

えられた人間中心の職場形成に向けて 

─OECD 報告書を踏まえた展望─」（１月 20日

／ハイブリッド開催） 

参加人数 548人、有意義度 2.50 

・第６回「あらためて女性の働き方を考える 

─改正女性活躍推進法の施行に向けて」（２月

19日～26日／オンライン開催） 

参加人数 505人、有意義度 2.62 

 

（２）その他の事業（附帯する業務） 

○ 労働政策に関する調査研究等の事業成果

の蓄積を基礎に、労働問題に対する理解を培

ォーラムを適切に開催した。また、登壇者の許

諾を得たフォーラムについて、申込者を対象に

開催後に録画配信を行うサービスを新たに実

施し、当日視聴できなかった人を含め、より多

くの人に報告や議論等の内容を届けた。 

○ 最新の調査研究成果を活用しつつ、女性・若

者のキャリア形成に対応したテーマ（改正女性

活躍推進法、多様化する若者の初期キャリア）

や、ミドル・シニアの健康・ウェルビーイング

という従来の労働領域から広げた新しいテー

マ、更には「デジタル技術と人材育成」「ＡＩの

活用と職場形成」といった社会的にも非常に関

心の高いテーマを設定・企画し、各回において

は現場の実態や先進事例を交えながら、政策課

題についての理解や議論を深められるように

プログラムの工夫をした結果、参加者アンケー

トの有意義度は、すべての回で数値目標2.2を

上回り、2.47となった。 

○ 運営面については、「オンラインだと参加で

きる可能性が格段に高くなる」「移動中でも参

加できた」「２部構成は事前学習をして本番に

臨めるので理解しやすい」等、場所や時間に捉

われない開催方式が好評を得ており、会場開催

では参加できなかった人々にも参加の機会を

提供することができている。 

○ 参加者からは、「大学生の就職状況の現状か

ら社会産業構造の変遷まで内容が充実してい

た」（第１回）、「人生100年時代に向けて時流を

得たテーマ。分野を跨いだ知見を集める試みは

大変有意義」（第２回）、「企業の事例共有が非常

に有益」（第３回）、「労協の在り方が諸外国と日

本で相当異なることを実感できた」（第４回）、

「ＡＩと人との向き合い方、人間の尊厳や働く

意味・価値の在り方など多くの視点が得られ

た」（第５回）、「女性活躍を管理職比率だけで測

らない多様な視点の重要性を再認識した」（第

６回）、など有意義との評価を得た。 

 

○ 東京労働大学講座を広く労使実務家等に案

内し、適正な対価をもって実施した。 

○ 総合講座については、引き続き全講義をオン
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（２）評価における指標 

成果及び政策提言の普

及に関する評価について

は、以下の指標を設定す

る。 

１．労働政策研究等の成

果について、メールマ

ガジンを週２回発行す

ること。（メールマガジ

ン：第４期実績：週２

回） 

２．メールマガジン読者

への有意義度評価で、

下記基準により2.0以

上の評価を得る。〔大変

有意義：３、有意義:２、

研究等の事業成果の蓄積

を基礎にして、広く労使

実務家等を対象とした教

育講座事業を適正な対価

を得て実施する。 

実施に当たっては、そ

の効果をより高めるため

積極的にオンラインを活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価における指標 

成果の普及・政策提言

に関する評価について

は、以下の指標を設定す

る。 

① 労働政策研究等の成

果について、メールマ

ガジンを週２回発行す

る。 

 

 

② メールマガジン読者

への有意義度評価で、

下記基準により2.0以

上の評価を得る。〔大変

有意義：３、有意義:２、

研究等の事業成果の蓄積

を基礎にして、広く労使

実務家等を対象とした教

育講座事業を適正な対価

を得て実施する。 

実施に当たっては、そ

の効果をより高めるため

積極的にオンラインを活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価における指標 

成果の普及・政策提言

に関する評価について

は、以下の指標を設定す

る。 

① 労働政策研究等の成

果について、メールマ

ガジンを週２回発行す

る。 

 

 

② メールマガジン読者

への有意義度評価で、

下記基準により 2.0 以

上の評価を得る。〔大変

有意義：３、有意義:２、

対価を得て実施し

ているか。また、実

施に当たって積極

的にオンラインを

活用しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標につい

て、所期の目標を達

成しているか。 

 

 

うことを目的として広く労使実務家等を対

象とした東京労働大学講座を以下のとおり

実施している。 

 

（総合講座） 

・開講期間：５月７日～８月 29日 

・受講者数：608名（前年度実績：708名） 

一括受講 345名（前年度実績：387名） 

人事管理・労働経済 

80名（前年度実績：100名） 

労働法  183名（前年度実績：221名） 

（専門講座） 

・開講期間：９月１日～11月 28日 

・受講者数：77名（前年度実績：66名） 

人事管理・労働経済 25名 

（前年度実績：35名） 

労働法 52名（前年度実績：31名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価における指標 

 

 

 

 

①メールマガジンの発行回数（週２回） 

実績：毎週水曜日と金曜日の週２回発行 

（再掲） 

 

 

 

②メールマガジン読者アンケート評価 

  実績：有意義度 2.35、達成度 117.5％（再掲） 

 

 

 

ラインで実施した。受講者数は608名となり、有

意義度は前年度（2.46）を上回る2.49と高水準

となった。 

○ 受講生からは「毎回異なる講師でテーマも多

岐にわたり、多角的な視野を学べた」「人事労働

経済の最新トレンドのみならず、体系的に理論

や歴史も学べるのが良かった」「労働法部門の

講義は実務に直結する内容が多く非常に有意

義。最新の法改正や判例の解説を通じて、理論

と実務の橋渡しができた」等の肯定的意見を多

数得られた。 

○ 専門講座については、グループワークや質疑

の活性化を図るため、コロナ後に導入したハイ

ブリッド開催から従来の会場（対面）開催に戻

したところ、有意義度は2.74と高水準となっ

た。 

○ 受講生からは「著名な講師から最新の裁判例

等の講義を受けることができ、非常に勉強にな

った」「対面形式であったことが他の参加者と

の親睦・交流にも繋がり、良かった」「グループ

ディスカッションは有意義なのでさらに増や

してほしい」等、対面開催ならではの肯定的意

見を多数得られた。 
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あまり有意義でない：

１、有意義でない:０〕

（第４期実績平均：

2.33） 

 

３．労働政策フォーラム

を中期目標期間中にお

いて26回以上（うち各

年度３回以上はオンラ

インによる。）開催す

る。（第４期実績：27回） 

４．労働政策フォーラム

について、オンライン

開催の場合において平

均430人以上の参加者

を確保するとともに、

参加者への有意義度評

価で、下記基準により

2.2 以 上 の 評 価 を 得

る。〔大変有意義：３、

有意義:２、あまり有意

義でない：１、有意義で

ない:０〕（第４期実績

平均：2.41） 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 

○記者発表回数 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディア（新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ

等）、政党・国会議員

等に対する情報提

供・引用、問い合わせ

対応件数 

○「調査研究活動」に関す

るホームページのペー

ジビュー数 

○研究専門雑誌の有益度 

○東京労働大学講座受講

者有意義度 

あまり有意義でない:

１、有意義でない：０〕 

 

 

 

③ 労働政策フォーラム

を中期目標期間中にお

いて26回以上（うち各

年度３回以上はオンラ

インによる。）開催す

る。 

④ 労働政策フォーラム

について、オンライン

開催の場合において平

均430人以上の参加者

を確保するとともに、

参加者への有意義度評

価で、下記基準により

2.2 以 上 の 評 価 を 得

る。〔大変有意義：３、

有意義:２、あまり有意

義でない:１、有意義で

ない：０〕 

 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 

○記者発表回数 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディア（新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ

等）、政党・国会議員

等に対する情報提

供・引用、問い合わせ

対応件数 

○「調査研究活動」に関す

るホームページのペー

ジビュー数 

○研究専門雑誌の有益度 

○東京労働大学講座受講

者有意義度 

あまり有意義でない:

１、有意義でない：０〕 

 

 

 

③ 労働政策フォーラム

を年間６回（うち３回

以上はオンラインによ

る。）開催する。 

 

 

④ 労働政策フォーラム

について、オンライン

開催の場合において平

均 430 人以上の参加者

を確保するとともに、

参加者への有意義度評

価で、下記基準により

2.2 以上の評価を得

る。〔大変有意義：３、

有意義:２、あまり有意

義でない:１、有意義で

ない：０〕 

 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 

○記者発表回数 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディア（新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ

等）、政党・国会議員

等に対する情報提

供・引用、問い合わせ

対応件数 

○「調査研究活動」に関す

るホームページのペー

ジビュー数 

○研究専門雑誌の有益度 

○東京労働大学講座受講

者有意義度 

 

 

 

 

 

③労働政策フォーラム開催回数 

実績：６回開催、達成度 100.0％（再掲） 

（うちオンライン５回、ハイブリッド１回） 

 

 

 

④労働政策フォーラム参加者数 

実績： 

・参加者数：平均 474人、達成度 110.2％（再

掲） 

・有意義度：2.47、達成度 112.3％（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 48,189 人（前年度実

績 48,217人）（再掲） 

○記者発表回数５回（前年度実績３回） 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディアへの掲載・引用件数 

   累計 224件（前年度実績 230 件） 

・政党・国会議員に対する情報提供・問い合

わせ対応件数８件（前年度実績８件）  

○「調査研究活動」に関するホームページのペ

ージビュー数 2,166万件（前年度実績 2,048

万件） 

○研究専門雑誌の有益度 2.59（前年度実績

2.63） 

○東京労働大学講座受講者有意義度 

・総合講座 2.49（前年度実績 2.46） 

・専門講座 2.74（前年度実績 2.55） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・機構の研究成果の社会的・政策的インパクトを

一層高めるため、研究成果の発信力強化及び国

内外におけるプレゼンスの向上が重要な課題

となっている。 
・このため、多様な媒体を活用した戦略的な情報

発信を更に推進するとともに、ホームページに

ついては DX の取組と連動した機能改善や利用

者視点での情報設計を進め、効果的かつ利用者

ニーズに即した情報提供の高度化を図ってい

く。 
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４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 

・成果の普及については、効率的かつ効果的な手段を用いて定期的に実施することが有効である。また、各媒体の有効性について客観的な視点から評価を得ることは、研究ニーズの把握にも重要であるため、メールマガジンの発行回数及

び有意義度評価を指標として設定することとする。 

・労働政策フォーラムについては、政策議論の場の提供を目的としているものであり、事業内容の重要性を考慮し、効率的かつ効果的な頻度で実施する必要があるため、実施回数及び有意義度評価を評価の指標に採用することとする。 

・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定すること

とする。 
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１－１－４－１中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 労働行政担当職員その他の関係者に対する研修 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労

働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休

暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図る

こと（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適

正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・

若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－

４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職

業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を

参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等を

すること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第５号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

  

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
  ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 
平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

研修生に対する事後調査（修了後半年

から１年程度）（実績） 
毎年度平均で

90％以上 
96.7％ 96.1％ 96.3％ 96.9％  

97.0％ 
(4～9月 
実施分) 

  予算額（千円） 405,727 408,476 433,949 468,669    

同上（達成度）   110％(※1) 106.8％ 107.0％ 107.7％ 107.8％   決算額（千円） 405,891 403,463 432,800 461,097    

当該研修生の上司に対する事後調査

（修了後半年から１年程度）（実績） 
毎年度平均で

90％以上 
98.6％ 98.4％ 98.1％ 98.3％ 

98.4％ 
(4～9月 
実施分) 

  経常費用（千円） 443,853 440,433 404,081 429,039    

同上（達成度）   125％(※2) 109.3％ 109.0％ 109.2％ 109.3％   
経常利益（千円） △137 5,171 859 7,176    労働行政オンライン公開講座の開発・

改善（実績） 
毎年度 3件以上 ― ４件 10件 ４件 ３件   

同上（達成度）   ― 133.3％ 333.3％ 133.3％ 100.0％   独立行政法人の業務運営に

関して国民の負担に帰せら

れる行政コスト（千円） 
603,568 600,453 568,865 601,063    労働行政オンライン公開講座等の研

究員の参画による受講者調査（実績） 
有意義度 80％

以上 
― 96.6％ 97.8％ 98.7％ 98.5％   

同上（達成度）   ― 120.8％ 122.3％ 123.4％ 123.1％   従事人員数（人） 17 18 16 17    

注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
（※1,2）前中期目標期間の達成目標は「毎年度平均で 80％以上」 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
  

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 
    

  
４ 労働行政担当職員その

他の関係者に対する研修 
（１）研修ニーズへの的確な

対応及び研修の効果的実

施 
労働大学校で実施する

研修コースについては、労

働行政に従事する職員等

に対し、機構が実施する労

働政策の研究成果を活用

し、労働行政を取り巻く現

状や課題、労働政策の動

向、窓口対応手法等、業務

に従事するに当たり必要

な知識等を修得させるこ

とを主な目的として実施

するものであることから、

引き続き新たな行政ニー

ズに迅速・的確に対応した

研修コース・科目の設定や

その円滑な運営を図ると

ともに、事例研究や演習、

経験交流等、現場力の強化

に資する真に必要な研修

を、厚生労働省研修担当部

局との緊密な連携・協働の

下、効果的に実施すること

により、研修を受講する職

員等が、現場においてそれ

らの知識や技能を最大限

活用して業務を遂行し、円

滑な労働行政が推進され

ることに貢献すること。 
また、研修の事前・事後

の各段階で外部の有識者

からの意見を得て、研修の

  
  
４ 労働行政担当職員その

他の関係者に対する研修 
（１）研修ニーズへの的確

な対応及び研修の効果的

な実施 
労働大学校で実施する

研修コースについては、

引き続き新たな行政ニー

ズに迅速・的確に対応し

た研修コース・科目の設

定やその円滑な運営を図

るとともに、事例研究や

演習、経験交流等、現場力

の強化に資する真に必要

な研修を、厚生労働省研

修担当部局との密接な連

携・協働の下、効果的に実

施することにより、研修

を受講する職員等が、現

場においてそれらの知識

や技能を最大限活用して

業務を遂行し、円滑な労

働行政が推進されること

に貢献する。 
また、研修の事前・事後

の各段階で外部の有識者

からの意見を得て、研修

の質の向上を図る。 
さらに、研修実施にあ

たっては、労働行政機関

の研修に対する要望の把

握、分析によって、労働行

政職員の専門能力の向

上、全国斉一的な行政運

営の確保に資する研修の

実施を図るとともに、オ

  
  
４ 労働行政担当職員その

他の関係者に対する研修 
（１）研修ニーズへの的確

な対応及び研修の効果的

な実施 
労働大学校で実施する

研修コース（別紙１－１

参照）については、引き続

き新たな行政ニーズに迅

速・的確に対応した研修

コース・科目の設定やそ

の円滑な運営を図るとと

もに、事例研究や演習、経

験交流等、現場力の強化

に資する真に必要な研修

を、厚生労働省研修担当

部局との密接な連携・協

働の下、効果的に実施す

ることにより、研修を受

講する職員等が、現場に

おいてそれらの知識や技

能を最大限活用して業務

を遂行し、円滑な労働行

政が推進されることに貢

献する。 
また、研修の事前・事後

の各段階で外部の有識者

からの意見を得て、研修

の質の向上を図る。 
さらに、研修実施にあ

たっては、労働行政機関

の研修に対する要望の把

握、分析によって、労働行

政職員の専門能力の向

上、全国斉一的な行政運

営の確保に資する研修の

＜評価の視点＞ 
  
  
  
○行政のニーズに迅

速・的確に対応し

たコース・科目を

設定するととも

に、厚生労働省研

修担当部局との緊

密な連携・協力の

下、現場力の強化

に資する研修を効

果的に実施してい

るか。 
○オンラインの研修

と集合研修の双方

のメリットを最大

限活用した研修方

式により研修が効

果的に実施できる

よう研修環境の整

備を図っている

か。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

＜主な業務実績＞ 
  
４ 労働行政担当職員その他の関係者に対する

研修 
（１）研修ニーズへの的確な対応及び研修の効果

的な実施 
○ 研修の実施 
・研修 93コースを実施した。 

  ・93コースの受講者 7,122人（計画数 7,915

人） 
○ オンライン研修と集合研修の併用実施 

令和６年度に引き続き、これまでの経験を

踏まえて整理した「オンラインと集合の判断

基準」に基づき、オンラインと集合の双方の

メリットを最大限活用した効果的な研修を

実施。 
厚生労働省研修担当部局及び校内各部署

との密接な連携・協力のもと、特段の支障も

なく運用できた。 
  

 ○  実施結果等を踏まえた研修コース、内容等

の改善 
 厚生労働省からの政策に基づく要請のほ

か、研修修了後の研修生からのアンケートの 

内容を踏まえ、令和８年度の研修に向けて研

修コース、内容、方法の改善を実施。 
（改善例） 
・困難な事例の支援等に対応するため、障害

者雇用専門Ⅱ研修を新設 
・労働紛争調整官専門研修、労災診療費診査

専門研修の一部を集合とし、あっせんや窓

口対応のロールプレイ等を実施 等 
 

○ 外部有識者からの意見聴取 
 研修の質の向上を図るため、研修事業有識

者懇談会を開催し、「７年度研修実績」及び「８

年度研修計画」について意見を聴取した（３月

４日）。 

＜評定＞：Ｂ 
＜根拠＞ 
  
  
○ 令和６年度に引き続き、これまでの経験を踏ま

えて整理した「オンラインと集合の判断基準」に

基づき、オンラインと集合の双方のメリットを最

大限活用した効果的な研修を実施。 
厚生労働省研修担当部局及び校内各部署との

密接な連携・協力のもと、特段の支障もなくすべ

ての日程を終了することができた。 
○ 研修生及び上司に対する事後調査（令和７年度

数値目標：評価（90％以上）は、４～９月実施分

でいずれも 90％を超えている。 
研修終了直後における研修生のアンケートは、

有意義度回答率が 90％を超えている。 
○ 今年度も、知識系は事前にオンラインで学び、 

班別討議や事例研究など、より深い内容について

は集合やオンライン双方向で実施するといった

「ハイブリッド型」を実践したところであるが、

昨年度と比較しても遜色のない評価を得ている。 
○ 研修事業有識者懇談会において、オンラインと

集合の適切な組み合わせや研究と研修の連携な

どの取組について前向きな評価とともに、更なる

工夫・拡充を期待する意見をいただいている。 
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質の向上を図ること。 
さらに、研修実施にあた

っては、労働行政機関の研

修に対する要望の把握、分

析によって、労働行政職員

の専門能力の向上、全国斉

一的な行政運営の確保に

資する研修の実施を図る

とともに、非対面（オンラ

イン）の研修と集合研修の

双方のメリットを最大限

活用した方式によって、研

修が効果的に実施できる

よう研修環境の整備を図

ること。 
  
 （２）研究と研修の連携に

よるシナジー効果の発揮 
研究を通じて得られた

成果を活用した効果的な

研修の実施や、研修生との

交流等を通じたより実態

に即した研究への貢献な

どを通して、研究と研修の

連携によるシナジー効果

を発揮させることにより、

相互の質の向上を図るこ

とを目的として、労働行政

職員に対する公開講座の

実施等、研究員の研修への

積極的な参画に引き続き

取り組むとともに、第一線

の業務に密接に関連する

職業相談技法の研究、就職

支援ツールの研究開発な

ど研究・研修双方の内容の

充実を図ること。 
  
  
  
  

ンラインの研修と集合研

修の双方のメリットを最

大限活用した研修方式に

より研修が効果的に実施

できるよう研修環境の整

備を図る。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （２）研究と研修の連携に

よるシナジー効果の発揮 
研究と研修の連携によ

るシナジー効果を発揮さ

せることにより、相互の

質の向上を図ることを目

的として、労働行政職員

に対する公開講座の実施

等、研究員の研修への積

極的な参画に引き続き取

り組むとともに、第一線

の業務に密接に関連する

職業相談技法の研究、就

職支援ツールの研究開発

など研究・研修双方の内

容の充実を図る。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

実施を図るとともに、令

和７年度においても、こ

れまでの経験を踏まえて

整理した「オンラインと

集合の判断基準」（別紙１

－２）に基づき、オンライ

ンと集合の双方のメリッ

トを最大限活用した効果

的な研修を実施する。 
  
  
  
  
  
  
  
 （２）研究と研修の連携に

よるシナジー効果の発揮 
研究と研修の連携によ

るシナジー効果を発揮さ

せることにより、相互の

質の向上を図ることを目

的として、労働行政職員

に対する公開講座の実施

等、研究員の研修への積

極的な参画に引き続き取

り組むとともに、第一線

の業務に密接に関連する

職業相談技法の研究、就

職支援ツールの研究開発

など研究・研修双方の内

容の充実を図る。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ○労働行政職員に

対する公開講座の

実施や研究員の研

修への参画、職業

相談技法の研究、

就職支援ツールの

研究開発など、研

究・研修双方の内

容の充実を図って

いるか。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （２）研究と研修の連携によるシナジー効果の

発揮 
○ 労働行政職員オンライン公開講座の実施  

労働行政全般を幅広くカバーするとの考

え方に基づいて、ラインアップの充実を図っ

た上で開始した。 
・労働局職員への勧奨及びアンケートの回答

を促すため、厚生労働省地方課に働きか

け、令和７年４月８日に地方課長補佐名に

より労働局あてに「労働行政職員オンライ

ン公開講座の更なる活用について」を発出

した。 
・労働行政職員オンライン公開講座（研究員

動画）の再生数は 5,541回、受講者アンケ

ートの回答数は 1,273 件となった。 
※令和５年度から研究員以外（厚生労働省

等）が作成した動画についても掲載（令和

７年度：計 112件、再生数は 11,474回） 
○ 研究員の研修への参画 

令和７年度においては、研究調整部及び各

教官と調整の上、延べ 122人の参画計画を立

てた。  
・実績：延べ 109人（昨年度実績延べ 119人） 

◯ 労働行政フリートークの実施 
研修内容と関連するテーマについて、労働

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
◯ 労働行政職員オンライン公開講座等の研究員

の参画による研修の受講者を対象としたアンケ

ート調査については、80％以上の者から有意義と

の評価を得ている。 
○ また、労働行政職員オンライン公開講座の再生

数は（研究員以外を合わせた）全体で 17,015 件

に達している。これは令和７年度の労働大学校で

の研修の受講者数 7,122人を超えるものであり、

研修の機会以外でも広く視聴されていることを

示している。 
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 （３）評価における指標 

研修に関する評価につ

いては、以下の指標を設定

する。 
１．研修生に対する事後調

査（修了後半年から１年

程度）により、毎年度平

均で 90％以上の者か

ら、業務に生かせている

との評価を得ること。

（第４期実績平均：

97.1％） 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （３）評価における指標 

研修に関する評価につ

いては、以下の指標の達

成を目指す。 
① 研修生に対する事後

調査（修了後半年から

１年程度）により、毎年

度平均で 90％以上の者

から、「業務に生かせて

いる」との評価を得る。 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （３）評価における指標 

研修に関する評価につ

いては、以下の指標の達

成を目指す。 
① 研修生に対する事後

調査（修了後半年から

１年程度）により、平均

で 90％以上の者から、

「業務に生かせてい

る」との評価を得る。 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
＜主な定量的指標＞ 
○各数値目標につい

て、所期の目標を

達成しているか。 
  

政策研究所の研究員と研修生との間でフリ

ーな意見交換を行う目的に開催。令和７年度

は４研修において実施した。 
  

・第１回労災保険給付専門研修 
11月 13日に集合研修により実施 
講師：榧野特任研究員 
テーマ：「AI時代の新たな仕事の進め方」 
研修生 43人中 12人が参加 

・第２回労災保険給付専門研修 
12月４日に集合研修により実施 
講師：榧野特任研究員 
テーマ：「AI時代の新たな仕事の進め方」 
研修生 39人中２人が参加 

・雇用環境・均等関係企業指導業務専門研修

（上級コース） 
12月２日に集合研修により実施 
講師：高橋主任研究員 
テーマ：「非正規雇用にかかる課題の全体

像とパートタイム・有期雇用労働法」 
研修生 59人中 34人が参加 

・第６回職業指導Ⅱ専門オンライン・集合併

用型研修 
２月３日に集合研修により実施 
講師：山本統括研究員 
テーマ：「job tagをよりよいものに ～窓

口での更なる活用」 
研修生 51人中 22人が参加 

   
（３）評価における指標 
  
  
  
①研修生に対する事後調査（修了後半年から１

年程度） 
業務に活かせていると回答 
実績：97.0％、達成度 107.8％ 
（４～９月実施の 50研修平均） 
※研修生の研修直後調査では、98.8％から有

意義との評価を得た。 
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２．当該研修生の上司に対

する事後調査（修了後半

年から１年程度）によ

り、毎年度平均で 90％

以上の者から役に立っ

ているとの評価を得る

こと。（第４期実績平均：

98.8％） 
３．労働行政職員オンライ

ン公開講座の開発・改善

を毎年度３件以上得る

こと。（新規指標のため

実績なし） 
  
  
  
  
  
４．労働行政職員オンライ

ン公開講座等の研究員

の参画による研修の受

講者を対象としたアン

ケート調査において、

80％以上の者から有意

義との評価を得るこ

と。（新規指標のため実

績なし） 

② 当該研修生の上司に

対する事後調査（修了

後半年から１年程度）

により、毎年度平均で

90％以上の者から、「役

に立っている」との評

価を得る。 
  
③ 労働行政職員オンラ

イン公開講座の開発・

改善を毎年度３件以上

得る。 
  
  
  
  
  
  
④ 労働行政職員オンラ

イン公開講座等の研究

員の参画による研修の

受講者を対象としたア

ンケート調査におい

て、80％以上の者から

有意義との評価を得

る。 
  

② 当該研修生の上司に

対する事後調査（修了

後半年から１年程度）

により、平均で 90％以

上の者から、「役に立っ

ている」との評価を得

る。 
  
③ 労働行政職員オンラ

イン公開講座の開発・

改善を３件以上得る。 
  
  
  
  
  
  
  
④ 労働行政職員オンラ

イン公開講座等の研究

員の参画による研修の

受講者を対象としたア

ンケート調査におい

て、80％以上の者から

有意義との評価を得

る。 
  

②上司に対する事後調査（修了後半年から１年

程度） 
役に立っているとの回答 
実績：98.4％、達成度 109.3％ 
（４～９月実施の 50研修平均） 
  
  
  

③労働行政職員オンライン公開講座の開発・改 

善  
実績：３件、達成度 100.0％ 

（開発） 
・女性の能力発揮とワーク・ライフ・バラン

ス施策 ―女性活躍推進のゴールとは？ 
・人手不足下の外国人労働者の受け入れ状況 
・時間外労働の上限規制への対応－運輸業・

郵便業の事例 
  
④労働行政職員オンライン公開講座等の研究

員参画の受講者アンケート 
有意義度 下記平均 98.5％、達成度 123.1％ 
・労働行政職員オンライン公開講座  
96.7％（51講座平均、回答者 1,273人） 

・研修への参画科目 
 98.8％（108科目平均） 
・労働行政フリートーク 
第１回労災保険給付専門研修 83.3％ 

    第２回労災保険給付専門研修 100.0％ 
雇用環境・均等関係企業指導業務専門研修

（上級コース） 94.1％ 
   第６回職業指導Ⅱ専門オンライン・集合併

用型研修 95.5％ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 

 

  
  
これらを踏まえ、Ｂと評価する。 
  
＜課題と対応＞ 
・行政ニーズや政策課題が変化する中、引き続き質

の高い研修を提供していく必要がある。 
・このため、厚生労働省との緊密な連携のもと、受

講者アンケート等を活用した継続的な改善を行い、

送り出し側が求める人材像に対応した研修内容の

さらなる充実を図っていく。 
・また、研修施設の老朽化への対応が重要な課題と

なっていることから、研修効果の維持・向上や中長

期的なコストも踏まえつつ、厚生労働省と連携して

施設のあり方について検討を進めていく。 
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４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 
・研修ニーズへの的確な対応、研修生のその後の実務における研修効果の発現の程度を測るアウトカム指標として、研修を受けた当事者及びその上司の有意義度評価を採用することとする。 
・研究と研修の連携を重視する観点から、労働行政職員に対する公開講座等の研修を受けた者の有意義度評価を指標として採用することとする。 
・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定すること

とする。 
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１－１－４－２中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 

（参考） 

前中期目標期間 

最終年度値等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（千円） 

（実績） 
中期目標期間最終年度 37,877 36,740 35,638 34,569 33,532   

上記削減率（％） 

（実績） 

中期目標期間最終年度において 
令和３年度と比べて 15％以上の 
削減 

― 3.0％ 5.9％ 8.7％ 11.5％   

業務経費（千円） 

（実績） 
中期目標期間最終年度 682,233 540,837 540,527 540,220 539,916   

上記削減率（％） 

（実績） 

中期目標期間最終年度において 
令和３年度と比べて５％以上の 
削減 

― 20.7％ 20.8％ 20.8％ 20.9％   

一者応札の 

件数の割合 

一者応札の件数の割合を第４期中

期目標期間の実績平均以下にする 
5.2件 ３件 ２件 ３件 ２件   

注）削減対象となる一般管理費及び業務経費（予算額）を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 
  

 

１ 内部統制の適切な実施 

内部統制については、

「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体

制等の整備」（平成26年11

月28日付け総務省行政管

理局長通知）を踏まえ、内

部統制の推進等に関する

規程等関係規程類を適時

適切に見直し、整備する

とともに、各種会議や研

修等を通じて、役職員で

認識を共有すること。 

また、内部統制の仕組

みが有効に機能している

かの点検・検証を行い、こ

れら点検・検証を踏まえ、

当該仕組みが有効に機能

するよう見直しを行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織運営・人事管理に

関する体制の見直し 

質の高い労働政策研究

 

 

１ 内部統制の適切な実施 

内部統制については、

「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体

制等の整備」（平成26年11

月28日付け総務省行政管

理局長通知）を踏まえ、内

部統制の推進等に関する

規程等関係規程類を適時

適切に見直し、整備する

とともに、各種会議や研

修等を通じて、役職員で

認識を共有する。また、内

部統制の仕組みが有効に

機能しているかの点検・

検証を監事監査及び内部

監査によって行い、これ

ら点検・検証を踏まえ、当

該仕組みが有効に機能す

るよう見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織運営・人事管理に

関する体制の見直し 

重要な労働政策課題等

 

 

１ 内部統制の適切な実施 

内部統制については、

「独立行政法人の業務の

適正を確保するための体

制等の整備」（平成 26 年

11月28日付け総務省行政

管理局長通知）を踏まえ、

内部統制の推進等に関す

る規程等関係規程類を適

時適切に見直し、整備す

るとともに、各種会議や

研修等を通じて、役職員

で認識を共有する。また、

内部統制の仕組みが有効

に機能しているかの点

検・検証を監事監査及び

内部監査によって行い、

これら点検・検証を踏ま

え、当該仕組みが有効に

機能するよう見直しを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織運営・人事管理に

関する体制の見直し 

重要な労働政策課題等

＜評価の視点＞ 

 

○内部統制の推進等

に関する規程類を

適時適切に見直し、

整備するとともに、

役職員で認識を共

有しているか。ま

た、内部統制の仕組

みについて点検・検

証及びこれらを踏

まえた見直しを行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な業務実績＞ 

 

１ 内部統制の適切な実施 

○ 毎月の経営会議のほか、コンプライアンス

委員会（年４回）、リスク管理委員会（年２回）

を定期的に開催した。また、機構のミッショ

ンや理事長の運営上の方針、機構を取り巻く

諸問題について、全職員に直接対面で周知す

るため、「理事長講話」を新たに開催したほ

か、理事長による新年度挨拶等の機会、オン

ラインによる「理事長コラム」の配信（年 10

回）など、役職員で認識を共有する機会を設

けた。 

○ 有識者アンケートを通じて、機構の業務運

営や各種事業に対する評価や課題を把握す

るとともに、アンケート結果を経営会議に報

告し、業務運営の点検・検証に活用した。 

○ 監事による年２回の定期監査、理事長直轄

の内部統制推進部門による年４回の内部監

査のほか、自主的に監査法人による監査（６

月）を受けており、監査法人と理事長とのデ

ィスカッションの機会も引き続き確保した。 

○ ハラスメント防止強化月間に併せて、全役

職員を対象とした対面によるハラスメント

研修を実施し、受講完了後にハラスメント防

止に向けた取り組みにつなげていくことを

目的としたアンケートを実施したほか、ハラ

スメント防止及びコンプライアンスの向上

等の観点から、WEB セミナーの受講を階層別

に推進した。 

○ 機構の規程類（法規集）について、弾力的

な運用を許す規程の有無を含め、規程と法令

および実際の運用との整合性の観点から、内

部統制推進部門による点検を実施した。 

 

２ 組織運営・人事管理に関する体制の見直し 

 

 

＜評点＞：Ｂ 
＜根拠＞ 
 
○  各種定期会議の開催、監事や監査法人による

監査、規程類の必要な見直し等、内部統制を有

効に機能させるための制度・仕組みを設け、適

切に運用している。 
○  理事長の運営上の方針等を全職員に周知する

ための新たな取組を開始し、役職員における課

題等の認識を共有する機会を増やした。 
 
 
 
◯ 有識者を対象としたアンケートにおける事 

業活動全般の有益度は、「大変有益」が 52.4％

（前年度 49.2％）、「有益」が 45.7％（前年度

48.8％）であり、有益との回答は 98.1％（前年

度 98.0％）と高い評価を得た。その理由として

「調査、分析など他に変わるものがなく、また

研究者の専門性が高く、信頼できるため」「雇用

就業施策を検討する際の基礎資料として活用し

ている」など高い評価を得た。 
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の実施のため、引き続き

優秀な人材の確保・育成

を図りつつ、効率的かつ

効果的な組織運営を図る

ため、以下の取組を行う

こと。 

 

 

 

（１）人材の確保・育成 

職員の専門的な資質と

意欲の向上を図るため、

業務研修への参加等を積

極的に奨励し、職員のキ

ャリア形成支援を計画的

に行うとともに、研究員

については、外部研究者

と交流を行うための学会

活動を奨励し、自己研鑽

の機会の拡大を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の変化に対応した効率的

かつ効果的な組織運営を

継続するため、引き続き

優秀な人材の確保・育成

を図りつつ、研究ニーズ

の多様化等の変化に機動

的に対応し得るよう、柔

軟かつ機動的な組織運営

を図る。 

（１）人材の確保・育成 

優秀な人材の確保・育

成及び組織の活性化を図

るため、次の取組を行う。 

① 優秀な人材を幅広く

登用するため、職員の

高齢化及び年齢階層の

偏りが生じていること

を踏まえ、事務職員に

ついては、新卒者の採

用に加え必要に応じて

即戦力となる社会人経

験者の採用も図るな

ど、必要な人材を確保

する。また、研究員につ

いては、任期付採用等

を積極的に活用する。 

② 業績評価制度を含む

人事評価制度の運用に

より、職員の努力とそ

の成果を適正に評価す

る。 

③ 職員の専門的な資質

の向上を図るため、研

修等の充実に努め、職

員のキャリア形成支援

を計画的に行うととも

に、研究員については

外部研究者と交流を行

うための学会活動を奨

励する。 

④ 専門性が高く、新た

の変化に対応した効率的

かつ効果的な組織運営を

継続するため、引き続き

優秀な人材の確保・育成

を図りつつ、研究ニーズ

の多様化等の変化に機動

的に対応し得るよう、柔

軟かつ機動的な組織運営

を図る。 

（１）人材の確保・育成 

優秀な人材の確保・育

成及び組織の活性化を図

るため、以下の取組を行

う。 

① 優秀な人材を幅広く

登用するため、研究員

については、任期付採

用等を積極的に活用す

るなど、必要な人材を

確保する。 

② 業績評価制度を含む

人事評価制度の運用に

より、職員の努力とそ

の成果を適正に評価す

る。 

③ 職員の専門的な資質

の向上を図るため、研

修等の充実に努め、職

員のキャリア形成支援

を計画的に行うととも

に、研究員については

外部研究者と交流を行

うための学会活動を奨

励する。 

④ 専門性が高く、新た

なニーズに対応する異

分野との連携の必要性

が拡大したこと等を踏

まえ、関係機関・団体と

の交流等の連携を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優秀な人材の確保・

育成を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）人材の確保・育成 

○ 事務職員の著しい年齢構成の歪みの解消

及びデジタル技術を活用した機構業務の効

率化等を実現するため、「情報システム」分野

の社会人経験者１名を採用するとともに、令

和８年度新卒予定者について、２名を内定し

た。 

○ 優秀な専門人材を幅広く登用するため、労

働法分野の任期付研究員１名を採用すると

ともに、令和８年度採用予定の社会学分野の

任期付研究員２名を内定した。 

○ 目標管理制度に基づく業績評価と能力評

価を柱とした人事評価制度の運用を行い、そ

の評価結果を６月期及び 12 月期の勤勉手当

に反映した。 

○ 研究員が学会に所属して先端的な研究動

向に接し、関係の外部研究者と不断に交流を

行うとともに、機構の研究成果を活用して研

究発表を行うことを奨励している。 

○ 人事・労働関連の各種オンライン研究会へ

の積極的な参加を奨励したほか、ハラスメン

ト防止規程に基づき全役職員を対象とした

ハラスメント研修を実施した。 

○ 労働問題に関する専門的な研究者として、

団体、地方自治体等からの求めに応じ、委員

等への就任、講演等を通じた交流等を進めて

いる。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○  左記のとおり、優秀な人材を確保・育成する

ための取り組みを通じて、専門能力の向上と組

織の活性化を図っている。 
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（２）組織運営 

それぞれのプロジェク

ト研究に関して、責任を

持って実施する研究部門

を設け、これをプロジェ

クト研究推進の中核と

し、必要に応じて部門を

越えた研究員の参加など

の横断的な実施体制を組

むことや、外部研究員の

活用や民間との連携等に

より、研究の実施体制等

の強化を図ること。 

また、機構全体として

働き方改革を進めていく

観点から、目標管理制度

に基づく業績評価と能力

評価を柱とした人事評価

制度の的確な運用を行う

とともに、機構全体とし

て、長時間労働の防止、育

児・介護等との両立支援、

職員の心の健康の保持・

増進のための体制を整備

し、柔軟な働き方による

効率的かつ効果的な組織

運営を目指すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

なニーズに対応する異

分野との連携の必要性

が拡大したこと等を踏

まえ、関係機関・団体と

の交流等の連携を進め

る。 

 

（２）組織運営 

プロジェクト研究に関

しては、責任を持って実

施する研究部門を設け、

これをプロジェクト研究

推進の中核とし、必要に

応じて部門を越えた研究

員の参加などの横断的な

実施体制を組むことや、

外部人材の活用や関係機

関との連携等により、研

究の実施体制等の充実・

強化を図る。 

また、機構全体として、

引き続き目標管理制度に

基づく業績評価と能力評

価を柱とした人事評価制

度の的確な運用を行うと

ともに、長時間労働の防

止、育児・介護等との両立

支援、職員の心の健康の

保持・増進のための体制

整備及び各種業務の電子

化を一層推進し、組織全

体の士気高揚と効率的か

つ効果的な組織運営を図

り、国民に向けたサービ

スの最大化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織運営 

プロジェクト研究に関

して、責任を持って実施

する研究部門を設け、こ

れをプロジェクト研究推

進の中核とし、必要に応

じて部門を越えた研究員

の参加などの横断的な実

施体制を組むことや、外

部人材の活用や関係機関

との連携等により、研究

の実施体制等の充実・強

化を図る。 

また、機構全体として、

引き続き目標管理制度に

基づく業績評価と能力評

価を柱とした人事評価制

度の的確な運用を行うと

ともに、長時間労働の防

止、育児・介護等との両立

支援、職員の心の健康の

保持・増進のための体制

整備及び各種業務の電子

化を一層推進し、組織全

体の士気高揚と効率的か

つ効果的な組織運営を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人事評価制度の的

確な運用や長時間

労働の防止、育児・

介護等との両立支

援など柔軟な働き

方の推進、各種業務

の電子化などによ

る効率的かつ効果

的な組織運営を図

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織運営 

○ 役職員間の情報共有の迅速化、機構内のサ

イト管理の効率化・簡易化等を目的に令和６

年度に導入したポータルサイトを活用し、業

務関連情報やツールをポータルサイトに集

約し、クラウド上のコミュニケーションツー

ルを利用することで、内部統制の高度化及び

業務運営の効率化に向けた整備を行った。 

○ 目標管理制度に基づく業績評価と能力評

価を柱とした人事評価制度の運用を行い、そ

の評価結果を６月期及び 12 月期の勤勉手当

に反映した。（再掲） 

○ 年次有給休暇の計画的付与制度を運用し、

各種会議等の機会をとらえて休暇取得を促

した。機構全体の平均年休取得率は、69.3%。

(前年度 65.8%) 

○ 超過勤務時間が月 30 時間を越えた場合、

自動的に警告メールが管理職に送信される

仕組みを活かし、長時間労働の防止に努め

た。 

○ 機構で働くすべての者に係る心の健康の

保持・増進のため、産業医による助言・指導

を受けられる機会を設定している。 

○ 令和７年度から令和 11 年度までを計画期

間とする「心の健康づくり及び健康経営計

画」を策定し、本計画に基づき健康セミナー

を開催するなど、職員の未病改善や健康増進

を通じた働きやすい職場環境づくりの推進

に取り組んだ。 

○ フレックスタイム及び専門業務型裁量労

働制の実施等により、柔軟な働き方の推進に

努めた。なお、フレックスタイム制度につい

ては、夕方から開始する東京労働大学講座に

合わせた働き方ができるよう、フレキシブル

 
 
 
 
 
 
 
 
○  左記のとおり、コミュニケーションツールの

活用により部門を超えた業務実施体制の充実等

を図るとともに、人事評価制度の的確な運用、

長時間労働の防止等の取り組みを通じて、組織

全体の士気高揚と効率的かつ効果的な組織運営

を図っている。 
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３ 情報システムの整備及

び管理 

情報システムについて

は、デジタル庁が策定し

た「情報システムの整備

及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日デ

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備

及び管理を行うＰＪＭＯ

を支援するため、ＰＭＯ

の設置等の体制整備を行

う。 

また、政府機関のサイ

バーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティポ

リシー等関係規程類を適

時適切に見直し、整備す

るとともに、これに基づ

き、ハード及びソフトの

両面での不断の見直し、

役職員の高い意識を保持

するための適時適切な研

修など情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化

に取り組むこと。 

さらに、上記の対策の

実施状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイクルに

より情報セキュリティ対

 

 

 

 

 

３ 情報システムの整備及

び管理 

情報システムについて

は、デジタル庁が策定し

た「情報システムの整備

及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日デ

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備

及び管理を行うＰＪＭＯ

を支援するため、ＰＭＯ

の設置等の体制整備を行

う。 

また、政府機関のサイ

バーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティポ

リシー等関係規程類を適

時適切に見直し、整備す

るとともに、これに基づ

き、ハード及びソフトの

両面での不断の見直し、

役職員の高い意識を保持

するための適時適切な研

修など情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化

に取り組む。 

さらに、上記の対策の

実施状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイクルに

より情報セキュリティ対

 

 

 

 

 

３ 情報システムの整備及

び管理 

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備

及び管理を行うＰＪＭＯ

を支援するため、ＰＭＯ

の設置等の体制整備を行

う。 

また、政府機関のサイ

バーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティポ

リシー等関係規程類を適

時適切に見直し、整備す

るとともに、これに基づ

き、ハード及びソフトの

両面での不断の見直し、

役職員の高い意識を保持

するための適時適切な研

修など情報セキュリティ

対策を講じ、情報システ

ムに対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化

に取り組む。 

さらに、上記の対策の

実施状況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサイクルに

より情報セキュリティ対

策の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

○「情報システムの整

備及び管理の基本

的な方針」（令和３

年 12月 24日デジタ

ル大臣決定）に則

り、情報システムの

適切な整備及び管

理、ＰＭＯの設置等

の体制整備を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

○政府機関のサイバ

ーセキュリティ対策

のための統一基準群

を踏まえた情報セキ

ュリティ対策の強化

に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムを２パターン設定している。 

○ ワーク・ライフ・バランスの実現及び業務

効率化を推進するため、引き続きテレワーク

システムの運用を行った。 

 

３ 情報システムの整備及び管理 

  

○ 機構の情報システムの整備及び管理に関し

て必要な事項を定めることにより、機構全体

としての効率的・効果的な情報システムの整

備及び運用を進め、業務効率の向上を図るこ

とを目的に、ＰＭＯの設置を含む「情報シス

テムの整備及び管理に関する規程」を策定し

た。 

 ○ 情報システムの整備として、以下の取組を 

行った。 

 ・「令和７年度情報セキュリティ対策推進計画」

の策定 

 ・高度化するサイバー攻撃への対応として、マ

ルウェア侵入を前提とした２４時間３６５日

の監視・即応体制を構築するため、ＭＤＲサー

ビスの構築 

 ○ 情報セキュリティ対策の強化を図るため、

以下の取組を行った。 

 ・情報セキュリティ委員会の開催 

 ⇒機構の情報セキュリティ関連施策等につい

て議論するとともに、「対策推進計画」の進捗確

認等を行った。 

 ・「情報システム運用継続計画」の策定 

 ⇒災害等発生時における情報システムの継続

性強化と適切な維持管理を目的として策定し

た。 

 ・情報システム運用支援業者と連携したサーバ

等のバックアップデータのリカバリー手順の

確認 

 ・「情報取扱手順書」の策定 

 ⇒ライフサイクルに応じた業務情報の安全な

取扱及び適正な管理を図ることを目的として

策定した。 

 ・厚生労働省とのＣＳＩＲＴ連携訓練の実施 

 ⇒インシデントの発生を想定し、各段階におけ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 左記のとおり、情報セキュリティ対策の強化

及び情報システムの整備に取り組むとともに、

ＰＤＣＡサイクルによる情報セキュリティ対

策の改善を図っている。 
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策の改善を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務運営の効率化に伴

う経費節減等 

 

（１）業務運営の効率化 

運営費交付金を充当し

て行う業務について、よ

り一層の業務運営の効率

化を推進し、一般管理費

（公租公課等の所要計上

を必要とする経費を除

く。なお、当該経費につい

ても不断の見直しにより

厳しく抑制を図るものと

する。）については、令和

８年度において、令和３

年度と比べて15％以上節

減すること。業務経費に

ついては、令和８年度に

おいて、令和３年度と比

べて５％以上節減するこ

策の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務運営の効率化に伴

う経費節減等 

 

（１）業務運営の効率化 

運営費交付金を充当し

て行う業務について、よ

り一層の業務運営の効率

化を推進し、一般管理費

（公租公課等の所要計上

を必要とする経費を除

く。なお、当該経費につい

ても不断の見直しにより

厳しく抑制を図るものと

する。）については、令和

８年度において、令和３

年度と比べて15％以上節

減する。業務経費につい

ては、令和８年度におい

て令和３年度と比べて

５％以上節減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務運営の効率化に伴

う経費節減等 

 

（１）業務運営の効率化 

運営費交付金を充当し

て行う業務について、よ

り一層の業務運営の効率

化を推進し、一般管理費

（公租公課等の所要計上

を必要とする経費を除

く。なお、当該経費につい

ても不断の見直しにより

厳しく抑制を図るものと

する。）については、令和

８年度において、令和３

年度と比べて 15％以上、

業務経費については、令

和８年度において令和３

年度と比べて５％以上の

節減に向けた７年度にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営費交付金を充

当して行う業務に

ついて、業務運営の

効率化を推進する

とともに、中期計画

に基づき作成した

予算の範囲内で予

算を執行している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る対応及び関係者への報告体制等を確認した。 

 ○ 役職員等を対象として、以下の情報セキュ

リティ研修を実施した。 

 ・初任者研修 

 ⇒初任者に対し、機構の情報資産を取り扱う際

の留意事項及びインシデント発生時の連絡体

制等について確認を行った。 

・動画教材による研修（全役職員向け） 

  ⇒全役職員等を対象に、業務情報のライフサ

イクル（作成・利用・保存・廃棄）の各段階

における安全な取扱い及び適正な管理方法

に関する研修を実施した。 

 ・動画教材による研修（課室情報セキュリティ

責任者向け） 

⇒課室情報セキュリティ責任者を対象に、日

常業務において発生しうる情報セキュリテ

ィインシデントの具体的事例を題材として、

情報漏えい等のリスクを見極め適切に対処

するための判断力の向上と、対応における責

任者の役割について研修を実施した。 

 

４ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 

 

 

（１）業務運営の効率化 

○ 令和７年度予算額において令和３年度と

比べて、一般管理費は 11.5%、業務経費は

20.9％、それぞれ節減している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 左記のとおり、厳しい予算状況の中で効率的 
な運営を図った。 
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と。 

 

（２）適正な給与水準の検

証・公表 

役職員の給与水準につ

いては、政府の方針を踏

まえ、国家公務員の給与

水準を十分考慮し、手当

を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証し

た上で、その適正化に計

画的に取り組むととも

に、その検証結果や取組

状況を公表すること。 

 

 

 

 

 

（３）適切な調達の実施 

調達について、公正か

つ透明な調達手続きによ

る適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点

から、機構が策定した「調

達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施し、

一者応札の件数の割合を

第４期中期目標期間の実

績平均以下にする取組を

進めることにより、効率

的な予算執行及び運営費

交付金の適切かつ効率的

な使用に努めること。 

また、契約監視委員会

等を通じて、契約の適正

な実施について点検を受

けること。 

 

（４）保有資産の見直し 

保有資産については、

 

 

（２）適正な給与水準の検

証・公表 

役職員の給与水準につ

いては、政府の方針を踏

まえ、国家公務員の給与

水準を十分考慮し、手当

を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証し

た上で、その適正化に計

画的に取り組むととも

に、その検証結果や取組

状況を公表する。 

 

 

 

 

 

（３）適切な調達の実施 

調達について、公正か

つ透明な調達手続きによ

る適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点

から、機構が策定した「調

達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施し、

一者応札の件数の割合を

第４期中期目標期間の実

績平均以下にする取組を

進めることにより、効率

的な予算執行及び運営費

交付金の適切かつ効率的

な使用に努める。 

また、契約監視委員会

等を通じて、契約の適正

な実施について点検を受

ける。 

 

（４）保有資産の見直し 

保有資産については、

ける必要な取組を行う。 

 

（２）適正な給与水準の検

証・公表 

役職員の給与水準につ

いては、政府の方針を踏

まえ、国家公務員の給与

水準を十分考慮し、手当

を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証し

た上で、その適正化に計

画的に取り組むととも

に、その検証結果や取組

状況を公表する。 

 

 

 

 

 

（３）適切な調達の実施 

調達について、公正か

つ透明な調達手続きによ

る適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点

から、機構が策定した「調

達等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施し、

一者応札の件数の割合を

第４期中期目標期間の実

績平均以下にする取組を

進めることにより、効率

的な予算執行及び運営費

交付金の適切かつ効率的

な使用に努める。 

また、契約監視委員会

等を通じて、契約の適正

な実施について点検を受

ける。 

 

（４）保有資産の見直し 

保有資産については、

 

 

○役職員の給与水準

の検証・公表を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「調達等合理化計

画」に基づく取組を

着実に実施してい

るか。また、契約監

視委員会等を通じ

て、契約の適正な実

施について点検を

受けているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保有資産について、

保有の必要性の検

 

 

（２）適正な給与水準の検証・公表 

○ 役職員の給与水準は、国家公務員等の給与

水準を十分考慮し、国民の理解と納得が得ら

れるよう厳しく検証し、公表している。事務

職は、本俸２％削減（16 年度実施）、職務手

当の支給率削減（部長：20％→15％、課長：

15％→10％、課長補佐：8％→6％、16年度よ

り実施）後の額を基準とした定額化（22年度

実施）、1号俸の昇給抑制期間を国家公務員よ

り 1年間延長（23年度実施）等の独自給与減

額措置を継続している。 

◯ 令和７年度のラスパイレス指数（年齢・地

域・学歴勘案）は、事務職は 103.1（前年度

104.8）、研究職は 101.8（前年度 100.8）とな

り、引き続き国家公務員との均衡はほぼ図ら

れている。 

 

（３）適切な調達の実施 

◯ 令和７年度の一者応札件数は調達等合理

化計画に基づく取組の実施により２件とな

り第４期実績平均（5.2 件）を下回った。 

○ 随意契約等審査委員会を年４回開催し、45

件の随意契約について妥当性等の点検を受

けた。 

○ 契約監視委員会を３回開催し、調達等合理

化計画の取組、随意契約等の点検を行った結

果、特段の指摘はなく、委員からは「しっか

り要因分析して、今後の対応策を挙げてい

る。」との当機構の取り組みを評価する意見

が出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保有資産の見直し 

○ 令和７年度決算作業を通して保有資産の

 
 
 
○ 役職員の給与水準を検証・公表するととも

に、左記の措置を継続することにより、給与水

準の適正化を図っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 左記のとおり、調達等合理化計画に基づく取 
組を実施し、７年度の一者応札件数は数値目標 
を達成するなど、調達の適切な実施を図った。 
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引き続き、資産の利用度

のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用

可能性の多寡、効果的な

処分、経済合理性といっ

た観点に沿って、その保

有の必要性について検証

し、不断に見直しを行う

こと。 

また、法人が保有し続

ける必要があるかを厳し

く検証し、支障のない限

り、国への返納等を行う

こと。 

 

（５）電子化の推進 

ペーパーレス会議や

WEB会議の更なる活用等

により、業務の電子化を

推進すること。 

引き続き、資産の利用度

のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用

可能性の多寡、効果的な

処分、経済合理性といっ

た観点に沿って、その保

有の必要性について検証

し、不断に見直しを行う。 

また、法人が保有し続

ける必要があるかを厳し

く検証し、支障のない限

り、国への返納等を行う。 

 

 

 

（５）業務運営の電子化の

取組 

ペーパーレス会議や

WEB会議の更なる活用等、

業務の電子化を推進す

る。 

引き続き、資産の利用度

のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用

可能性の多寡、効果的な

処分、経済合理性といっ

た観点に沿って、その保

有の必要性について検証

し、不断に見直しを行う。 

また、法人が保有し続

ける必要があるかを厳し

く検証し、支障のない限

り、国への返納等を行う。 

 

 

 

（５）業務運営の電子化の

取組 

チャットツールやグル

ープウェアソフトの導入

により業務運営の効率化

を図るとともに、ペーパ

ーレス会議や WEB 会議の

更なる活用等、業務の電

子化を推進する。 

証及び見直しを行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の電子化を推

進しているか。 

必要性を検証し、国庫返納すべき不要財産が

ないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）業務運営の電子化の取組 

○ 引き続き以下の取組を進めている。 

  ・機構内無線ＬＡＮの活用やオンライン会議

用パソコンの職員への貸与によるオンラ

イン会議・研究会の実施 

  ・経営会議のペーパーレス開催 

・マニュアル配布によるペーパーレス会議シ

ステムの活用促進 

・電子決裁システムの運用による決裁業務の

電子化 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 左記のとおり、業務運営の電子化、ペーパー

レス化の取組を継続している。 
 
これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

＜課題と対応＞ 

・今後、政策課題の複雑化・多様化や DXの進展が

見込まれる中、機構の業務を安定的かつ効果的に

実施していくためには、組織基盤の一層の強化が

求められる。 

・特に、事務職員の年齢構成が非常に歪になって

おり、今後、40～50代層の職員が激減することが

予想されるなどマンパワー不足が見込まれる。 

・このため、継続的な採用活動の強化、専門人材

の計画的な確保・育成、内部統制及びリスク管理

機能の充実を図るとともに、DX戦略室を中心とし

て情報システム整備計画を策定し、AIの活用や計

画的なシステムの最適化により業務効率化を推

進する。 

・労働大学校の施設設備については、次期中期計

画期間中に法定耐用年数が到来する中、今期中の

施設整備費補助金の確保がなされなかったこと

もあり、老朽化が進んでいる。厚生労働省との協

議の下、対応を図る必要がある。 

・また、人事制度のアップデートを行い、効率的

かつ持続可能な組織運営体制の構築を進めてい

く。 

 
 
４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２中期目標管理法人年度評価項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 

（参考） 

前中期目標期間 

最終年度値等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 
 

中期目標 中期計画 令和７年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 
  

 

通則法第29条第２項第４

号の財務内容の改善に関す

る事項は、次のとおりとす

る。 

「第４ 業務運営の効率

化に関する事項」で定めた

事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算に

よる運営を行うこと。第２

に、独立行政法人会計基準

の改訂等を踏まえ、運営費

交付金の会計処理に当たっ

ては、原則として業務達成

基準による収益化を採用

し、収益化単位ごとに予算

と実績を管理する体制を構

築すること。第３に、出版物

等の成果物の販売や教育講

座事業の受益者負担による

自己収入の確保に努めるこ

と。 

 

 

 

１ 期間中の予算、収支計

画、資金計画 

別紙２から別紙４のと

おり。 

 

 

 

 

２ 予算執行の効率化 

独立行政法人会計基準

の改訂等を踏まえ、運営

費交付金の会計処理に当

たっては、原則として業

務達成基準による収益化

を採用し、収益化単位ご

とに予算と実績を管理す

る体制を構築する。 

 

３ 自己収入の確保 

出版物等の成果物の販

売や教育講座事業の受益

者負担による自己収入の

確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 短期借入金の限度額  

① 限度額 300 百万円 

② 想定される理由 

・運営費交付金の受入

 

 

１ 期間中の予算、収支計

画、資金計画 

別紙２から別紙４のと

おり。 

 

 

 

 

２ 予算執行の効率化 

独立行政法人会計基準

の改訂等を踏まえ、運営

費交付金の会計処理に当

たっては、原則として業

務達成基準による収益化

を採用し、収益化単位ご

とに予算と実績を管理す

る体制を構築する。 

 

３ 自己収入の確保 

出版物等の成果物の販

売や教育講座事業の受益

者負担による自己収入の

確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 短期借入金の限度額 

① 限度額 300 百万円 

② 想定される理由 

・運営費交付金の受入

＜評価の視点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営費交付金の会

計処理に当たって

は、原則として業務

達成基準による収

益化を採用し、収益

化単位ごとに予算

と実績を管理する

体制を構築してい

るか。 

 

○自己収入の確保に

努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○借入金の額及びそ

の理由は中期計画

に定められている

とおりか。 

＜主な業務実績＞ 

 

１ 期間中の予算、収支計画、資金計画 

〇「独立行政法人会計基準」及び「独立行 

政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ（Q81- 

21）に基づき運営費交付金配分額の見直しを 

期限である第３四半期末までに実施し、変更 

した予算の範囲内で計画的な執行を行った。 

 

 

２ 予算執行の効率化 

〇 運営費交付金の会計処理について、業務部 
門の活動は業務達成基準を、管理部門の活動 
は期間進行基準を採用している。  
また、収益化単位の業務を予算が示達され

る部門単位とし、予算と実績の比較分析を通

じたＰＤＣＡを可能とする体制を構築して

いる。 

 

 

３ 自己収入の確保 

○ 令和７年度の自己収入：52,847千円 

（前年度実績 53,042千円、0.4％減） 

① 出版物販売収入：20,996千円 

（同 17,485千円、20.1％増） 

② 東京労働大学講座収入：31,851千円 

（同 35,557千円、10.4％減） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 短期借入金の限度額 

○借入金は発生しなかった。 

 

 

＜評点＞：Ｂ 
＜根拠＞ 
 

○ 運営費交付金を充当して行う事業について、 
中期計画に基づく予算を作成し、物価上昇によ

り様々な調達コストが増加する等厳しい状況

の中、事業の実施方法の見直しや情報システム

利活用の促進及び一般競争入札の実施等によ

り支出の削減に努め、当該予算の範囲内で執行

した。 

 

○ 左記のとおり、予算執行の効率化を図ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 総合講座のオンライン開催や出版物の販売

促進等により自己収入の確保に努めた。 

○ 出版物販売については、前年度に刊行した

『新版 OHBY カード』及び『新時代のキャリアコ

ンサルティング［増補版］』の販売が堅調に推移

したことなどにより、売上増につながった。 

○ 機構 HPにおける刊行物の販売方法について、

ECサイトを活用した運用を導入し、購入者の利

便性向上を図った。 

○ これらの取組の結果、前年度実績（53,042千

円）と同程度の収入を確保し、第４期実績平均

（51,662千円）と比較しても、ほぼ同水準を維

持した。 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

れの遅延等による資

金不足に対応するた

め。 

・予定外の退職者の発

生に伴う退職手当の

支給等、偶発的な出

費に対応するため。 

 

５ 不要財産又は不要財産

となることが見込まれる

財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計

画 

なし 

 

６ 重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとす

るときは、その計画 

なし 

 

７ 剰余金の使途 

① プロジェクト研究等

労働政策研究の内容の

充実。 

② 研修事業の内容の充

実。 

 

８ 施設・設備に関する計  

画 

厳しい財政状況を踏ま

え、施設・設備計画に基づ

く工事等は予定しない。 

ただし、業務実施状況、

予見しがたい事情等を勘

案し、第５期中期計画期

間中に工事を実施するこ

とがあり得る。 

 

９ 積立金の処分に関する

事項 

なし 

れの遅延等による資

金不足に対応するた

め。 

・予定外の退職者の発

生に伴う退職手当の

支給等、偶発的な出

費に対応するため。 

 

５ 不要財産又は不要財産

となることが見込まれる

財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計

画 

なし 

 

６ 重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとす

るときは、その計画 

なし 

 

７ 剰余金の使途 

① プロジェクト研究等

労働政策研究の内容の

充実。 

② 研修事業の内容の充

実。 

 

８ 施設・設備に関する計 

画 

厳しい財政状況を踏ま

え、施設・設備計画に基づ

く工事等は予定しない。 

 

 

 

 

 

 

９ 積立金の処分に関する

事項 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○剰余金の使途は中

期計画に定められ

ているとおりか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 剰余金の使途 

〇使途に充てるための剰余金は発生しなかっ

た。 

 

 

 

 

８ 施設・設備に関する計画 

◯ 施設・設備計画に基づく工事等は行わなか 

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・中期計画予算に基づく業務運営を行い、運営費交

付金について適切な会計処理を行うとともに、自己

収入の確保に努める。 
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４．その他参考情報 
○ 目的積立金等の状況 

                                                                        （単位：百万円、%、四捨五入で記載） 

 令和４年度末 

（初年度） 
令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末 

令和８年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 - - - -  

目的積立金 - - - -  

積立金 - 2 26 35  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) 2,129 2,218 2,459 2,451  

 うち年度末残高(b) - - - -  

当期運営費交付金残存率(b÷a) - - - -  

（注）単位未満については、四捨五入して記載している。 
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